
２０２０年度 第５回町田市障がい者施策推進協議会 次第 

２０２１年１月２８日（木）１７時３０分～ 

【１】開会 

【２】報告事項 

（１）パブリックコメント実施結果の報告

（２）今後のスケジュールについて

（３）計画冊子の種類・計画タイトルについて

【３】議事 

次期計画 答申素案について 

【４】その他 

【５】閉会 

送付資料 

資料１ パブリックコメント実施結果 

資料２ 計画スケジュールについて 

資料３ 計画冊子の種類・計画タイトルについて 

資料４ 答申素案 

資料４中の下線部は意見等を反映し変更・修正した部分となります。 

資料を確認いただく際の参考としてください。 

資料５ パブリックコメント実施結果・答申素案についての障がい者計画部会からの 

意見一覧と対応状況 

資料６ 意見記入用紙 

資料６ 意見記入用紙（書面でご意見を出される場合のみご使用ください。） 次回の協議会について 

未定 

町田市長から次期計画の検討を依頼されてこれまで素案を検討してきました。市長に対し

ては答申素案という形で検討の結果をかえします。今回はその答申素案についてご検討いた

だきます。今回が次期計画に関する障がい者施策推進協議会での最後の検討となります。 



資料１ 

（仮称）町田市障がい者福祉計画 

21-26（案）

パブリックコメント実施結果 

地域福祉部障がい福祉課 

２０21 年〇月 
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（仮称）町田市障がい者福祉計画 

21-26（案） 

パブリックコメント実施結果 

 

「（仮称）町田市障がい者福祉計画 21-26」の策定にあたり、

下記のとおり意見を募集いたしました。貴重なご意見をお寄せいた

だきありがとうございました。ご意見は本計画の策定および今後の

市政の参考にさせていただきます。 

 

１ 募集期間 

  ２０２０年１１月１０日～２０２０年１２月９日 

  

２ 意見の募集方法 

  町田市ホームページへの資料掲載の他、公共施設で資料の閲

覧・配布を行いました。 

 

３ お寄せいただいた意見の内訳 

  １２９名の方から２３5 件のご意見をお寄せいただきました。 

（回答者属性：障がいのある方本人９５名、当事者家族１４名、事

業所職員２名、支援者１名、町田市外にお住まいの障がいのある

方本人１名、一般市民１名、不明１５名） 

※意見の提出用紙には回答者属性に関する項目は設けていない 

ため、ご意見の内容から集計しています。 
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分野別の意見件数   

  分野 件数 

第１章 基本理念  1 

  基本視点  1 

  基本目標  1 

  計画の位置づけと期間  4 

第２章 １ 学び、文化芸術、スポーツ活動のこと  17 

  ２ 暮らすこと  108 

  ３ 日中活動・働くこと 22 

  ４ 相談すること  14 

  ５ 家庭を築くこと・家族を支えること  8 

  ６ 保健・医療のこと  10 

  ７ 情報アクセシビリティのこと  5 

  ８ 生活環境と安全・安心のこと  19 

  ９ 差別をなくすこと・権利を守ること  1 

  10 行政サービスのこと  6 

  11 理解・協働のこと 14 

第３章 計画の実現に向けて  1 

その他 その他 3 

  総計 235 
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ご意見の概要と市の考え方は次のとおりです。 

 

※とりまとめの都合上、いただいたご意見は要約し掲載していま

す。また、同様のご意見は集約しています。 
 

番号 ご意見 市の考え方 

第 1 章 計画の基本的な考え方 

1 基本理念 

1 この基本理念の実現を目指すのであ

れば、障がい者に対する接し方を幼

少期から学ぶ必要があるのではない

でしょうか。海外では、じつにさり

げなく障がい者をフォローしてくれ

ます。「身体」「視覚」「聴覚」「高

齢者」「子育て」それぞれの「接し方」

の授業があるといいですね。実際の

当事者が授業に参加すればもっとい

いと思います。個人のマナーの問題

で片づけないでください。幼い時か

ら学べていないのであれば、学ぶ機

会を作ったり一緒に何かする機会を

作ったりすることもいいでしょう。 

町田市教育委員会では都立の特別支

援学校に通う小・中学生が住んでい

る地域の小・中学校に副次的な籍を

もち授業等への参加などを通じた交

流をはかることで、学齢期から障が

いについて理解を推進するとりくみ

を行っています。町田市子ども発達

支援計画においてもこのような交流

や共同学習を推進していくことが記

載されています。 

本計画としても、町田市子ども発達

支援計画や教育分野の部門計画と整

合を図るとともに、市民・事業者等

の障がい理解を広げる取り組みをす

すめてまいります。 

いただいたご意見はその際の参考に

させていただきます。 

2 基本視点 

2 ＜１基本理念視点（３）さまざまな

障がいや個別の状況に配慮する＞

で、「視聴覚の障がいをあわせもつ

など、…」と例示されたのはとても

よいと思いますので、「重複障が

い」もあるという状況をさらに明確

に記述する方がなお良いと考えま

す。以下、修正文案を提案いたしま

す。 

→施策の検討・実施にあたっては、

性別、年齢、国籍、障がいの状態、

ご指摘のとおり該当部分の文言を修

正いたします。 

【答申素案Ｐ５】 
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生活の実態などのほか、発達障が

い、難病、高次脳機能障がい、視聴

覚の障がいをあわせもつなどの重複

障がいといった、個別の状況に十分

留意します。 

 

3 基本目標 

3 目標２について 

発達障がいは知的、精神より新しい

障がい名です。今現在 20 代から 40

代ぐらいの方は発達障がいの支援教

育を受けることなく、不登校や引き

こもり、そして精神障がい者として

の受診を余儀なくされた方もいま

す。苦しい道のりだった発達障がい

の方のために、知的や精神と同様あ

るいはそれ以上（新しいので）に差

別なく発達障がいの理解を促進して

ほしい。 

本計画はさまざまな障がいや個別の

状況に配慮してすすめていくことを

基本視点（大切にする考え方）とし

ています。 

いただいたご意見につきましては、

「理解・協働のこと」の分野におけ

る重点施策である理解促進研修・啓

発事業に取り組む際の提案として受

け止めさせていただき、今後の参考

にさせていただきます。 

4 計画の位置づけと期間 

4 「町田市障がい者計画」と「町田市

障がい福祉事業計画」を一体的に策

定した計画であるということです

が、「計画の基本的な考え方」や「計

画の実現に向けて」の内容が 6 年更

新であり、今回のようなパブリック

コメントは 6 年に 1 回に減ってしま

うと聞いています。6 年に 1 度の更

新は少なすぎるため 1 年に 1 度また

は 3 年に 1 度の見直しと市民による

評価や意見が必要なのではないでし

ょうか。（同様意見他３件） 

障がい者施策を計画的かつ効果的に

推進するためには、長期的な展望も

必要であると考えております。 

本計画では、障がいのある市民を対

象とした実態調査の結果などを踏ま

え、長期的に実現を目指す基本目標

や基本理念等を計画の「第１章基本

的な考え方」にまとめております。 

この内容に関しては「第２章町田市

がとりくむこと」で記載される短期

的なとりくみの積み重ねによって達

成される性質のものであると考えて

おります。 

第２章につきましては、３年後に見

直すこととなりますが、その際に長
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期的な展望を意識して見直しするこ

とで、一貫性のある障がい施策の推

進が可能になると考えております。 

なお、いただいたご意見のうち、市

民による評価や意見が必要ではない

かということにつきましても重要な

ご指摘であると認識しております。

３年後に第２章を中心とした見直し

を行う際には市民のみなさまのご意

見をうかがう機会を設けます。 

第 2 章 町田市が取り組むこと 

１学び、文化芸術、スポーツ活動のこと 

5 成瀬体育館の会議室を利用してサウ

ンドテーブルテニスをしていますが

会議などあれば使えません。自由に

何時でも使える部屋を用意してくだ

さい。また、専用のプレイ台が無い

ため、成瀬体育館では、数十台ある

卓球台の中からサウンドテーブルテ

ニスで使用が認められている台を見

つけ会議室に搬入、手作りの枠（持

ち込み）の取付け、会場設営などを

行つています。このようなことが

年々難しくなっているため専用のプ

レイ台の設置を切に願います。（同

様意見他２件） 

スポーツ活動に関する主なとりくみ

として、引き続き、障がいがある人

がスポーツを楽しめる機会の提供や

環境整備などをおこなっていくこと

を明記しております。 

いただいたご意見はこのとりくみを

進める際の参考にさせていただきま

す。 

6 ボッチャやスティックボールで使用

する道具一式をスポーツ施設で保管

及び管理してほしい。 

7 障がいがあるため健常者と同等にス

ポーツをすることができません。体

にハンディのある人々が、安心して

活動できる施設がないので、障がい

者・高齢者専用施設を設置してほし

い。町田市に単独で設置できないな

らば近隣の施設が使えるように交渉

してください。（同様意見他 1 件） 
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8 町田市障がい者スポーツ大会ではサ

ウンドテーブルテニスは行われてい

ません。これでは視覚障がい者はこ

の大会に参加するなといっているの

に等しく、参加へのバリアになって

いるといわざるを得ません。 

スポーツ大会では、障がいの種別に

関わらず全ての方にスポーツを楽し

んでいただくため、会場の一部でボ

ッチャ教室などの開催に取り組んで

います。 

より多くの方にご参加いただけるよ

う、競技プログラムの改善を検討し

てまいります。 

9 既存の市内各施設を障がい者・高齢

者等が優先的に利用できるようにし

てほしい。 

既存の市内各施設の利用に関するご

意見として賜り、今後の参考にさせ

ていただきます。 

10 

青年学級はいつもすぐに定員が埋ま

ってしまって入れないようですが、

定員を増やすような施策は考えてお

られるのでしょうか？ 

２０１９年度、２０２０年度とも

に、希望者全員が参加しています。

定員増のために、青年学級を支える

支援者確保に向け、Twitter、

YouTube、大学への出前講座、教育実

習生の受け入れ、市民に向けたコン

サート活動などを通して多くの方に

障がいのある人の学びの大切さを伝

えていきます。 

11 

月に 1～2 回、発達障がい者(精神障

がい者を含む)が卓球などのスポー

ツをできる場所と教えていただける

ボランティアスタッフ(発達障がい

者精神障がい者に理解のある)の確

保を。（同様意見他１件） 

発達障がい、精神障がいのある方に

ご参加いただける「障がい者卓球教

室」を町田市立総合体育館等で開催

しています。いただいたご意見につ

きましては、障がいがある人がスポ

ーツを楽しめる機会の提供や環境整

備などをおこなっていく際の参考に

させていただきます。 

12 

発達障がい当事者の余暇活動がまだ

充実していない。障がい者の余暇活

動の枠に発達当事者が楽しめる企画

を継続的に開催できるよう入れてほ

しい。まちプラの土日開設があると

よい。 

障がい種別にかかわらず障がいがあ

る全ての人の余暇活動が充実するよ

う取組をすすめます。まちプラは以

前は土曜日も開所していましたが、

利用者のニーズ調査を行った結果、

平日日中の開所の希望が多かったこ

とから、取りやめた経緯がございま

す。 
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今回いただいたご意見については各

事業を推進する際の参考にさせてい

ただきます。 

13 インクルーシブスポーツについて、

具体的にどういうものを想定してい

るのか良く分からないのですが、

「ゆるスポーツ」のようなものを取

り入れて、スポーツ弱者と言われる

人たちが楽しめるような企画をお願

いしたいです。 

スポーツ活動に関する主なとりくみ

として、引き続き、障がいがある人

がスポーツを楽しめる機会の提供や

環境整備などをおこなっていくこと

を明記しております。 

いただいたご意見はこのとりくみを

進める際の参考にさせていただきま

す。 14 スルーネットピンポンは台、ネッ

ト、ラケット等はサウンドテーブル

テニスと同じですが、ラリーを目的

としているので、視覚障がい者以外

の方も健常者の方も楽しめるスポー

ツです。この環境を作ることで、障

がい者理解は進むと悪います。 

15 

「まなびテラス」は基本的に文字の

読み書きや小・中学校程度の学力を

身みにつけたい方のための学習会で

あって、障がい者に向けたものでは

ないのでは？これをここに入れるこ

と自体があまりにも安直すぎるよう

な気がするのですが・・・。 

「まなびテラス」は対象を「16 歳以

上のどなたでも」としております。

その中には不登校経験者や外国籍の

方、そして発達障がい、高次脳機能

障がいや視覚障がいがある人も参加

している実情があります。 

このような実績を踏まえ、障がいが

ある人の社会教育において、ひとつ

の選択肢になるのではないかと認識

しています。 

16 障がいがあっても、自分の夢や将来

のために、大学等に進学したり働き

たいと思う障がい者はいると思う。

制度が整っていないという理由でそ

ういった希望が失われるのはとても

悲しいことだ。そういった思いを抱

いている障がい者たちの挑戦する気

持ちや可能性が広がるように、大学

等や職場でヘルパーを使えるような

仕組みを整えてほしい。 

学業や雇用の場面におけるヘルパー

利用にニーズや課題があることにつ

いては市として認識しております。

他市とも連携を図りながら国や都へ

の課題提起や要望をしていくことに

ついて検討していくとともに、引き

続き、他のサービスも含めどのよう

なことができるか研究してまいりま

す。 
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17 ＜「１学び、文化芸術、スポーツ活

動のこと」の【社会教育（生涯学

習）】＞関連で、ここでの障がいや

支援を必要とする人は、「来館が困

難な人」だけでなく、“紙媒体によ

る通常の文字を読むのが困難な人”

にも当たります。そうした人たちの

ための“個々の支援”になりますの

で、以下のように修正文案を提案い

たします。また“読書バリアフリ

ー”の語を追記して補足いただけま

すと幸いです。 

→・市立図書館では、視覚障がいが

ある人や肢体不自由や寝たきり等で

来館が困難な人や、紙資料による通

常の活字を読むのが困難な方のため

に、対面朗読をはじめ、資料貸出

（点字、録音、CD、DVD、一般図書

等の宅配含む）をおこない、学習を

支援しています。…中略…また、

2019 年度には、「視覚障がい者等

の読書環境の整備の推進に関する法

律」（読書バリアフリー法）が施行

され、視覚障がいがある人等の個々

の読書環境のバリアフリー化の推進

が求められています。今後、必要に

応じて国や都、近隣市などとも連携

してとりくみます。 

いただいたご意見を参考に、該当部

分の文言を修正いたします。 

【答申素案Ｐ16】 

２暮らすこと 

18 65 歳になるまで障がい福祉サービ

スを利用してきた低所得の高齢障が

い者が、引き続き障がい福祉サービ

ス相当を利用できるようになった

が、「障がい者の望む地域生活の支

援」としては、慣れている障がい福

祉サービスを利用できるようにして

ほしい。 

65 歳以上の方のサービスの利用につ

いては、介護保険制度優先の原則が

ありますが、介護保険では受けられ

ないサービスがある場合等、個別の

事例ごとに支給決定をしているとこ

ろです。 
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19 

身近な方々が相次いて市外の施設に

移らざるを得ない現実を目の当たり

にし、心が痛みます。町田で暮らせ

る方法を確立してほしい。財政面で

いえば、受益者負担もある程度はあ

ってもよいのでは、と思う。 

親なき後も住み慣れた町田市で暮ら

し続けられるように、重点施策３・

５に記載のとおり、地域生活支援拠

点等の整備や重い障がいがある人の

利用できるグループホームのあり方

の検討等にとりくみます。 

計画の推進にあたっては、いただい

たご意見をふまえ、施策にとりくん

でまいります。 

 

20 
この度、私は精神病院に入院しまし

た。入院には親が高齢化して難儀し

ました。親亡き後の生活が不安で

す。皆さんの障がい者への理解が必

要と考えます。（同様意見他２件） 

いただいたご意見をふまえ、本計画

にかかげる２つの基本目標である

「地域での暮らしを生涯にわたって

支える仕組みをつくる」こと、「障

がい理解を促進し、差別をなくす」

ことにとりくんでまいります。 

21 一人暮らしを希望する知的障がい者

や発達障がい者はいるし、親亡き

後、自宅でそのまま暮らしたい障が

い者もいると思う。そういう人たち

を支援するサービスを考えてほしい

です。 

地域生活支援拠点はグループホーム

等に入ることを目的にしているよう

ですが、親亡き後も自宅に住み続け

ることも目的として欲しい。 

「2 章 2 暮らすこと」の記載のとお

り、グループホームだけでなく、一

人暮らしも含めた、本人の希望に応

じた地域での暮らしができるような

支援にとりくむ旨記載しておりま

す。 

いただいたご意見は、施策にとりく

む際の参考にさせていただきます。 

22 私が入院するたびに障がいのある娘

の日常生活のことで大変な思いをし

ています。（娘はグループホームを

利用していますが）土日の宿泊は基

本していないといわれ、決められた

時間数しかないガイドヘルプ利用

（時間数をこえたら実費）、有料の

宿泊（時には移動手段も有料）利用

でなんとかしのいでいますが、何の

ためのグループホームなのか、親な

き後はどうなってしまうのか心配で

仕方がありません。 

個別のご相談につきましては、相談

窓口において丁寧な対応に努めてま

いります。 
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23 

将来はグループホームを希望してい

ますが、現在はマンパワー不足で娘

のような全介助ですと利用が厳しい

です。体制整っていきますよう対策

をお願いします。 

重い障がいのある人のグループホー

ムの整備について、重点施策５のな

かで、町田市に計画的にグループホ

ームを整備していくための検討を行

ってまいります。 

いただいたご意見は施策にとりくむ

際の参考にさせていただきます。 

24 

グループホームについて。精神障が

い者、発達障がい者の知識や理解を

有する方が運営するグループホーム

を開設していただく。そして、精神

障がい者、発達障がい者の知識や理

解を有するケアマネージャーのよう

な方にも関わっていただく。 

いただいたご意見を参考に、グルー

プホームの開設相談の際にニーズを

伝えさせていただきます。 

また、「ケアマネージャーのような

方にも関わってもうらう」というご

意見については、計画相談支援事業

所においてそういった役割を担える

よう、市内事業所の支援力の向上に

努めてまいります。 

 

25 重い障がいのある方のグループホー

ムを計画的に整備していくための検

討とありますが、現在、ご家族の高

齢化に伴い、重い障がいをお持ちの

方の次なる生活の拠点の少なさは、

急を要する課題だと考えます。具体

的な目標値を定め、取り組んでいた

だきたいと思います。（同様意見他

２件） 

重い障がいのある方のグループホー

ムが市内に少ないことにつきまして

は、市としても課題として認識して

おります。 

いただいたご意見は、重点施策５の

会議に引継ぎ、検討の際の参考とさ

せていただきます。 

26 グループホーム事業所開設推進につ

いて、この 5 年で多くのグループホ

ームができたが、多くが障がい者ビ

ジネスとして新規参入した株式会社

等が大半で、サービスの質や地域の

ニーズに十分対応した施設になり得

ていないことが少なくない。行政は

新設の事業者に対し障がい者計画・

障がい福祉事業計画の内容説明や地

域のニーズについての周知を事業者

に徹底してもらいたい。 

現在も、グループホームの新規開設

相談の際には地域のニーズなどを伝

えています。いただいたご意見を参

考に、今後も計画や地域ニーズの周

知を徹底してまいります。 
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27 グループホーム・ショートステイに

ついて 

数は増えているようですが依然とし

て一人ひとりのニーズに合ったホー

ムは少なく、ショート利用も希望者

による抽選や申し込み順が行われて

いるので、利用の実績だけでなく希

望者の人数も考慮してください。ま

た、利用者のニーズに応えている希

望者の多い事業所については、その

サービスが継続拡大できるような支

援をしてください。特に重度行動障

がいや医療的ケアのある人を受け入

れてくれるところが少ないです。

（同様意見他１件） 

重度の行動障がいや医療的ケアの必

要な方の利用できるグループホー

ム・短期入所事業所が不足している

ことについては、市も課題として認

識しております。 

重い障がいのある方の利用できる短

期入所事業所の基盤整備については

重点施策１１においてとりくむ予定

です。 

 

28 市内のケアホームでくらしています

が、大人の人だけでくらすのは限界

です。大人の人が子供と一緒にくら

す施設が出来るようにしてくださ

い。せめて、幼稚園の園児の人とく

らしたいです。また、ケアホーム・

各グループホームを、大人だけでく

らすのは廃止して、子どもを受け入

れてほしいです。大人の人が子供と

一緒にくらすのは、もっといろんな

楽しい事が増えるからです。 

障がいのある大人と幼稚園の子ども

が一緒にくらせるケアホーム・グル

ープホームについては、現行の制度

では設置ができません。 

ご意見として承ります。 

29 
障がい者が自立した生活ができるた

めに市営や都営住宅の拡充が必要で

す。公共の住宅に応募してもなかな

か当たらないし、まして一人で住む

公立の住宅が、ほとんどないです。

新設が無理なら UR の空き部屋など

の活用をお願いします。 

公営住宅について、単身世帯向けの

住宅の需要が高く、供給が追い付い

ていない状況にあります。空き部屋

はファミリー向けの物件となってお

り、町田市としても、東京都等に単

身向け住宅の拡充の要望を出してい

るところですが、引き続き要望を続

けてまいります。 

30 JKK 等で、障がいに応じた建物の改

装などが適切にできない事例があり

ます。柔軟な対応をお願いいたしま

す。 

JKK については、民間事業者のため町

田市は指導・監督する権限がありま

せん。公営住宅については、いただ
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いたご意見を参考に要望を伝えてま

いります。 

31 重点施策 4 に掲げている保健・医

療・福祉関係者の定期的な連携は実

現可能なのでしょうか。それぞれ多

忙であり時間的な問題があるように

思います。 

精神障がいにも対応した地域包括ケ

アシステムの構築は、国の指針にも

成果目標が示されており、町田市と

しても重点施策として取り組んでま

いります。 

32 重点施策 4 

町田は、八王子地域と一緒に精神障

がい者の地域移行を進めているはず

だが、実際のところ、町田市内の精

神病院への地域移行の支援は具体的

に始まっているのでしようか?近

年、ピアサポーター、ピアカウンセ

ラーとして地域移行の手伝いをした

いという方が増えてきています。具

体的な目標値を掲げ、支援したい人

と、地域に戻りたい人がつながるよ

うなルートづくりをして欲しいので

す。 

いただいたご意見は、「保健・医

療・福祉関係者による会議体」にお

ける協議のなかで参考にさせていた

だきます。 

33 障がい者が、いつでも利用できるタ

クシー券支給制度を設けてくださ

い。（同様意見他 74 件） 

いただいたご意見をふまえ、タクシ

ー券等も含めた、障がい者の移動や

アクセスを保障するための方策のあ

り方の検討を行うことを「2 章 2 暮

らすこと」の「主なとりくみ」に記

載します。 

【答申素案 P21.22】 

34 地域生活支援拠点等がイメージでき

ませんでした。これは、障がい者支

援センターの機能になりますか？現

在支援センターは民間の運営になっ

ていますが、支援センターの業務が

膨大になっていくと次の委託先が見

つかるのか気になります。業務が継

続して充実したものになるよう希望

いたします。 

町田市における地域生活支援拠点等

は、地域の障がい者支援センターを

中心とした面的整備を行います。障

がい者支援センターが中心となり、

短期入所や相談支援事業所、日中活

動サービス事業所等の地域資源を活

用し、コーディネートを行うことで

当事者の地域生活を支える体制につ

いて検討してまいります。 
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35 視覚障がい者の目となるスマホの日

常生活の拡大読書器としての加入

（スマホで文章・色の認識・拡大

鏡・道案内他） 

日常生活一覧の補助金額の見直し

（記載されている基準額の現状に合

った額に変更を希望） 

日常生活用具の品目の見直しについ

ては、近隣区市町村の状況等を注視

しながら研究してまいります。 

 

36 

発達障がいに特化した内容の冊子作

成、配付。また、拠点となる各支援

センターごとに専門知識のある相談

員を常に配置。（冊子に特に記載し

てほしい内容）成人の当事者及びそ

の家族のために提供している支援サ

ービス。 

現状では、町田市では発達障がいに

特化した冊子等は作成しておりませ

んが、障がい種別に関わらない「町

田市障がい者サービスガイドブッ

ク」にて、網羅的なサービスのご案

内をしております。発達障がいにつ

きましては、東京都発達障害者支援

センターのホームページ等で相談機

関の一覧を掲載しております。 

東京都発達障害者支援センターにお

いて専門相談を受け付けているほ

か、町田市では障がい福祉課・地域

の障がい者支援センター・保健所・

児童発達支援センター等が相談窓口

となっております。成人の当事者の

障害福祉サービス等の利用について

は、地域の障がい者支援センターが

相談窓口となります。冊子の作成に

ついてはご意見として賜り、今後の

施策の参考にさせていただきます。 

37 【訪問系サービス】 

現場感覚としてとても疑間を持たざ

るを得ない見込み量です。居宅支援

も、重度訪問介護も、また同行援護

も行動援護さえ、「必要としている

人」が受けられていない現状がある

からこそこんな数値で済まされてし

まうのでは?と思わざるを得ないよ

うな数値です。時間数が足りず我慢

している現状があり、結果的にボラ

ンティアで埋めざるを得ない現状は

障害福祉サービス等の見込み量につ

いては利用実績の伸び率や将来的な

利用人数の増加等も加味して検討し

ております。 

一方で、訪問系サービスについて

は、ヘルパーの人手不足が背景にあ

り、利用時間数が実際のニーズより

も少なく抑えられてしまっているの

ではないかというご指摘もいただい

ているところです。 
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とても健全な福祉サービスとは言え

ない。「求めたサービスが得られな

い!」という声が市中に蔓延するこ

とこそが、「必要な人が支援を受け

られなくなる」一番の原因だと自覚

しもう一度この数値見込み量を見直

していただきたいです。 

いただいたご意見を参考に、福祉人

材確保に取り組むとともに、障がい

のある方の様々なニーズに応えられ

るよう、計画の推進にあたっては、

より丁寧なニーズの把握につとめて

まいります。 

38 地域生活支援事業の訪問入浴サービ

スについて、現時点で利用枠に空き

がなく、利用したくても出来ない人

がいるが、見込量（30 人）に変化

がありません。人数を増やしていく

ことを検討してほしい。 

現時点では、利用者すべてのニーズ

に応えられていない状況があること

を認識しております。 

訪問入浴サービスは、訪問入浴サー

ビス事業を実施している町田市社会

福祉協議会に対し町田市が事業補助

を実施しています。町田市社会福祉

協議会への補助を継続するととも

に、同サービスの効果的な運営につ

いて検討してまいります。 

 

 

39 訪問入浴サービスの事業所数を増や

すことも必要ですが、同性スタッフ

のサービスの提供ができないと、利

用に結びつかない例もあります。性

別を無視してはできないサービスだ

と思います。より中身も充実できる

方向性になるとよいです。 

 

40 重度訪問介護の外出加算の中に通院

加算も含まれると考えられているよ

うだが、外出は社会参加と余暇活

動、通院は身体を維持するために必

要不可欠なものである。この２つは

別々に考え、それぞれ算出するべき

ではないのか。 

また、各加算の性質の項目に、「目

的外の利用はできない」という文言

があるが、せめて「利用すると見込

まれる時間」に文言を変更できない

ものか検討してほしい。 

町田市の重度訪問介護の支給基準に

ついては、市内事業所や障がい当事

者と協力して検討会を開催し、２０

１６年に作成いたしました。 

同基準については、その後も市内事

業所や障がい当事者と毎年意見交換

会を行っておりますので、いただい

たご意見等は、今後の検討の参考と

させていただきます。 

 

41 

重度訪問介護の就寝時加算は現在３

時間しか認められていないが、重度

障がい者にとって、３時間では到底

足りず、基本時間から補填せざるを
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得ないため、日中に十分なサービス

が受けられなく可能性も出てくる。 

睡眠時間は障がいがあってもなくて

も必要なものである。「加算」とい

う形ではなく、必要な場合には、必

要な分だけの介助時間数を追加でき

るような仕組みをお願いしたい。ま

た、加算が認められるのにかなりの

日数がかかる場合も多く、申請自体

を諦めてしまうこともあると思う。

申請があった場合にその都度会議を

開くことなど、今よりも使いやすい

仕組みを作っていただきたい。（同

様意見他４件） 

42 

P17 に「必要としている人が支援を

受けられるように周知していく必要

がある」とあるが、具体的にどう同

知するのか?また、周知しても実際

にサービスが思うように受けられな

い経験をすると、かえって失望させ

ることになりかねないので、現状を

踏まえながらより具体的な支援目標

を立てて欲しいです。 

計画策定にあたり実施した調査にお

いて、サービスを使わない理由とし

て「障害福祉サービスのことを知ら

ない、分からない」と答えた人が多

かったことから、市では、サービス

の周知をはかっていくことが必要と

考えています。 

７ 情報アクセシビリティのことの

主なとりくみ・重点施策１５に記載

のとおり、障害者手帳を持っていな

い人やサービスや支援機関を利用し

ていない人も情報を取得しやすいよ

う、分かりやすい情報提供につとめ

てまいります。 

 

 

３日中活動・働くこと 

43 市内には、生活介護事業所、特に医

療的ケアや重い障がい(車椅子利用

者含む)のある人の学校卒業後の受

け入れ先が圧倒的に足りない。市内

の拠点ごとにその様な場があれば、

一ヵ所に集中することなく、受け入

れ体勢にゆとりが出来る。事業所開

新規開設だけでなく既存の事業所も

含め、特に重い障がいがある人の受

け入れ先が増えるよう、重点施策６

の中でとりくんでまいります。本計

画では生活介護の利用者数の見込量

を設定し、見込量に合った支援体制

が確保できるよう施策を推進してま
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設の積極的な支援をお願いしたい。

（同様意見他 3 件） 

いります。なお、見込量の中には、

重い障がいや医療的ケアのある人も

含まれます。また、特定の事業所に

集中する現状については、地域ごと

のニーズを把握し、それをふまえた

うえで開設を促進してまいります。 

44 生活介護事業所、重い障がいや医療

的ケアのある人の受け入れ先は量・

質ともに明らかに不足している。医

療職を含めた人手不足や金銭的な問

題で、何処もギリギリの状況。市は

ヘルパーの育成や事業所への紹介な

ども同時に考えないと、言葉の一人

歩きになってしまう。具体的な対

策・目標を計画に盛り込み、事業所

との情報共有や手厚い支援をお願い

したい。（同様意見他 1 件） 

事業所支援のあり方については重点

施策６、人材対策については重点施

策 20 のとりくみで、年度ごとに具体

的な目標値を設定し推進してまいり

ます。 

45 強度行動障がいについて、研修等も

あるようですが、研修を受けてもそ

の内容が実践されているのか疑問で

す。座学のみの研修では、その内容

を実践する人はごくわずかな上に、

職場にそのやり方を受け入れる土壌

がないと実践されないという話を聞

きました。好事例集を作っても実践

されないのでは意味がないと思いま

す。好事例集を活用するための方策

を考えてほしいと思います。 

重点施策６の中で、好事例集の活用

に向けた検討を行います。いただい

たご意見をふまえ、実際に事業所で

実践できるような方策についても検

討してまいります。 

46 医療的ケアのある重症心身障がい者

が利用出来る短期入所施設が、慢性

的に不足しています。コロナ禍で尚

更、市内の短期入所先を利用するこ

とが家族としても安心できるのでは

と考えます。町田市内に新施設の開

設を切に期待しているとともに、既

存の事業所への改修改築、看護師配

置などの予算措置を引き続き望んで

います。 

医療的ケアを含めた特に重い障がい

がある人のニーズが高いことをふま

え、短期入所の開設促進をはかって

まいります。改修や改築の費用補

助、看護職員等の配置加算は、東京

都の制度があります。 
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47 重度の身体障がいで、今まで利用で

きた 1 日だけのショートステイが、

このコロナ状況下で利用できなくな

りました。施設側の利用基準が変わ

り、3 日以上の長期利用のみ。私た

ち家族や本人の自立に向けた練習も

できず、困惑しています。従来通り

1 日ショートステイができるよう対

策をお願いします。 

新型コロナウイルスに感染した場合

の重症化リスクなども考慮して、各

事業所において利用基準を検討して

いる実情があります。今後も支援の

あり方などについて注視してまいり

ます。 

48 市内には就労支援Ａ型が 1 つしかな

い。Ａ型を含め、作業所を増やして

ほしい。発達障がい者のさまざまな

特異性に適した選択ができるよう作

業の種類を多様化し、それぞれの特

徴を生かせる就労支援、事業所を支

援、検討して欲しい。（同様意見他

1 件） 

就労継続支援Ａ型は雇用契約にもと

づくため、最低賃金の確保が必要で

す。事業所は厳密な運営体制が求め

られており、事業者にとっては容易

には開設しづらい現状があります。

Ａ型事業所が少ないこと、多様な作

業のニーズがあることをふまえたう

えで、開設を促進してまいります。 

49 

障がい当事者の日中活動の場の充実 

単に場所だけでなく、通所の楽しみ

や生きがいを実感出来る場所にして

欲しいと思います。 

通所してもつまらない所だと苦痛と

感じ逆効果になります。 

事業所の第三者評価では、利用者か

らアンケートで意見を伺う機会があ

ります。各事業所に対する意見を活

かして運営を改善できるよう、事業

所の第三者評価受審の促進にとりく

んでまいります。また、いただいた

ご意見をふまえ、日中活動系事業所

の開設相談の際には、充実した活動

内容の重要性について、事業者に対

し説明してまいります。 

50 日中活動については地域ニーズとも

対応するため、単にケース紹介では

活動拡大になるかははっきりしな

い。モデル事業を実施もしくは研究

調査して、その効果について報告・

公表すべきである。特に、市事業で

ある障がい者スポーツ大会、まちだ

ミュージックフェスティバル、障が

い児スポ教室、障がい者青年学級に

ついてはその意義・効果について利

用者・福祉事業所のアンケートや第

いくつかの市事業に関しては、事業

所へのアンケートの他、効果も含め

た事業報告の公表など、部分的に実

施しているところです。いただいた

ご意見を参考に、今後の施策に活か

してまいります。 
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三者評価など定期的に評価し、その

結果を公表すべきである。 

51 肢体障がい者でも、合併症として精

神障がいになる方も多くいます。こ

ういう方は、特に自宅にこもりがち

になります。人手は必要ではありま

すが、酷くなった人に支援を向ける

のではなく、軽度の人も重複の人も

利用できる医療、福祉、保健を、こ

のコロナ禍だからこそ安全なコミュ

ニテイやカウンセリングや相談ので

きる地域活動センターを各地区に設

置、活動できるような支援方針を構

築して欲しい。 

各地域の障がい者支援センターで相

談等の支援をおこなっています。ま

た、地域活動支援センターまちプラ

では、各種プログラムや相談支援を

実施しています。地域活動支援セン

ターの増設は予定しておりません

が、ご意見として承ります。 

52 「専門知識を持った方を中心とし

て、精神・発達障がいの青年たちが

安心して集える場所を確保してくだ

さい」自己肯定感を高めた当事者が

親亡き後も安心して暮らすことがで

きるのは、老齢の親にも安心なこと

です。小さなことでもよいので、人

のため社会のために役立つことをす

る幸福感を感じて、健康的な生活が

できるような工夫を共有していける

拠点を是非町田に作ってください。

青年学級や障害者卓球教室の参加者

のほとんどは身体・知的障害の方が

中心だと思います。 

自主活動やピアサポート等の事例研

究のとりくみの中で、いただいたご

意見を参考にさせていただきます。 

53 身体障がいで様々なサポートが必要

なため、就労先を見つけるのに大変

苦労した。現在、重度訪問介護を利

用して就労することは認められてい

ない。職場介助等助成金等は条件が

多く、誰もが利用できるものではな

い。働きたいのに働けない･能力が

あるのに発揮する場所がない現状の

就労場所は広範囲にわたり、町田市

の人が様々な場所で就労するだけで

なく、市外の人が町田市内で就労す

ることもあります。市区町村にて実

施の判断が委ねられた事業ですが、

この課題は特定の市区町村だけでは

なく、より広域的なものと考えま

す。他市とも連携を図りながら国や
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制度に疑問を感じずにはいられな

い。障がい者の就労へのハードルを

解消し、多くの人が就労の場を得ら

れるよう、雇用施策との連携による

重度障がい者等就労支援特別事業を

町田市でぜひ実施してほしい。ダイ

バーシティ推進の一環として実施

し、障がい当事者の就労による地域

貢献が当たり前の社会になることを

願う。（同様意見他 1 件） 

東京都への課題提起・要望行動につ

いて検討していくとともに、引き続

き、他のサービスも含めどのような

ことができるか研究してまいりま

す。 

54 学校卒業後、障がい者枠で企業に就

労したものの辞めた後、アルバイト

等で生活している人たちは福祉に繋

がっていない（切れてしまう）人が

多く心配になります。就業・生活支

援センターは、企業とか本人（親）

から連絡がなければ、特にセンター

の方から連絡を取ることはないのだ

と思いますが、定期的に連絡を取る

などして、繋がりが切れないように

できないものでしょうか？こういう

人たちは潜在的なサービスの利用ニ

ーズがありながら情報の入手方法や

手続き等の方法を知らなくて利用に

繋がれていないと思います。 

支援に繋がっていない人の場合は情

報がなく、就労・生活支援センター

等から連絡をとることは困難です。

ニーズがありながらも情報や手続き

方法が分からず困っている人に対し

ては、まずは利用できる支援機関を

知っていただくことが必要と考えま

す。重点施策 15 など「７ 情報アク

セシビリティのこと」の分野のとり

くみの中で、分かりやすい情報提供

に努めてまいります。 

55 
精神障がい者や発達障がい者の就労

場所の確保。一般の職場の仕事内容

そのままではなく、データ入力のみ

など発達障がいの特徴を加味した限

定的な仕事や、個々の得意な部分を

活かす仕事を考える工夫をし、雇用

を生み出す提案を企業にしてほし

い。就労場所を増やし、定期的な職

場と本人との調整、定着支援をして

ほしい。 

現在、商工会議所や公共職業安定

所、市内企業などと連携しながら、

企業等の事業者向けのセミナーを支

援しております。障がい特性の配慮

や得意分野を活かした内容で、企業

等が積極的に仕事を工夫し雇用を生

み出す提案ができるよう、引きつづ

き企業等へ働きかけてまいります。 

また、就労定着支援サービスの利用

促進をはかり、長く働きつづけられ

るよう施策を推進してまいります。 
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56 

発達障がいに特化した冊子を作成

し、就労（一般就労、特例子会社、

就労移行支援事業所、就労継続事業

所）具体的リスト、就労実績などを

記載してほしい。これに関連して、

就労実績障がい理解と職場での定着

を目的として事業所、雇用する企業

側、ハローワーク、支援機関、そし

て本人が定期的に互いの困り感、問

題点を共有し改善に向けた話し合い

の場を設けてほしいです。 

現状では、町田市では発達障がいに

特化したガイドブック等は作成して

おりません。障がい種別にかかわら

ず、網羅的な情報を掲載した「障が

い者サービスガイドブック」の作

成・配布をおこなっております。東

京都では、東京都発達障害者支援セ

ンターのホームページ等で相談機関

の一覧を掲載しております。特例子

会社を含めた一般就労先について

は、ハローワークが相談窓口となり

ます。就労移行支援事業所、就労継

続事業所に関することは、地域の障

がい者支援センターが相談窓口とな

ります。冊子の作成については、今

後の施策の参考にさせていただきま

す。 

本人、支援機関、企業等における話

し合いの場については、支援機関に

よる就労定着支援で、支援者の職場

訪問等を通じて実施しております。 

57 
障がい者の就労支援として、単に働

く場所を作るのではなく、その当事

者自身が企業にとって必要な人材と

なるように、また当事者自身がそう

なれるように仕事がしやすい環境を

整備してもらえたらと思います。 

商工会議所や公共職業安定所、市内

企業などと連携しながら、企業等の

事業者向けのセミナーを支援してお

ります。このセミナーを通して、障

がい者雇用の考え方や職場環境の整

備について企業等に働きかけてまい

ります。 

58 市の施設を新設する際には、可能な

限り、障がい者が働く場をつくって

ほしい。 

働く場の確保とともに、広く市民と

接する機会を得ることにより、理解

を広げてほしい。 

市施設における障がいがある人の働

く場の確保について研究してまいり

ます。なお、指定管理施設において

は、指定管理者への要請事項として

障がい者雇用について掲げておりま

す。 

４相談すること 
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59 

経済的な理由もあるが、医療機関に

行かない、行かれないなどで、身体

的や精神的に障がいになってしまっ

た方など少なからずいます。そのよ

うな方々に民生委員や市役所の方が

訪問し、福祉が受けられるように支

援体制を強化してほしい。（同様意

見他１件） 

重点施策１０において、課題を抱え

つつも、相談先が分からず孤立して

しまっている障がいがある人・家庭

に対して、基幹相談支援センター

（障がい福祉課）やその他関係機関

が連携し、相談支援を行えるよう、

支援体制の充実につとめてまいりま

す。いただいたご意見は施策にとり

くむ際の参考にさせていただきま

す。 

60 障がい当事者がサービスを知らなか

ったり、サービスを知っていてもど

のように生活の中で使うのか?サー

ビスを使った生活の組み立て方がわ

からない方がいます。実際に自立生

活へつなげて行けるよう介入してい

ける立場の人間は必須だと考えま

す。障がいということを前面に出さ

ずに、「困り感」についてサービス

が受けられるかもしれませんという

ようなアプローチ、初期段階から福

祉がかかわれる環境を作ってほしい

です。（同様意見他２件） 

いただいたご意見を参考に、サービ

スを知らない、サービスを知ってい

ても活用が難しい方の自立生活につ

ながるような相談支援を行えるよ

う、相談支援体制の充実にとりくん

でまいります。 

61 

発達障がいに特化した冊子を作って

ほしい。記載内容として、中高校生

で障がいに気づいた人に福祉サポー

ト校（通信制・単位制の説明、高校

卒の資格取得等）都立・県立高（ク

リエイティブスクール、通信性等）

の障がい、と同時に、進路の悩みや

学習面での困難を理解し、進路の選

択肢をアドバイスできる教育面での

専門家の配置。 

現状では、町田市では発達障がいに

特化した冊子等は作成しておりませ

んが、障がい種別に関わらない「町

田市障がい者サービスガイドブッ

ク」にて、網羅的なサービスのご案

内をしております。発達障がいにつ

きましては、東京都発達障害者支援

センターのホームページ等で相談機

関の一覧を掲載しております。東京

都発達障害者支援センターにおいて

専門相談を受け付けているほか、市

内では障がい福祉課・地域の障がい

者支援センター・保健所・児童発達

支援センター（１８歳以下）等が相

談窓口となっております。 
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各窓口で相談を受けた場合でも適切

な相談先につなげるように、連携を

行ってまいります。冊子の作成につ

いてはご意見として賜り、今後の施

策の参考にさせていただきます。 

62 コロナ禍で利用を控えるサービスが

あります。サービス等利用計画のモ

ニタリングでも「コロナで利用控え

た」で片づけられている人がたくさ

んいます。一方で、利用者の心理状

態や体力・ストレス等に注目し、代

替案を考えてくれたり、日中通って

いる施設の個別支援を一緒に見直し

てくれる相談支援員もいます。コロ

ナ禍がいつまで続くのかわからない

中、より一層利用者に寄り添った支

援を受けられるような計画を考えて

ください。 

いただいたご意見を参考に、利用者

の状況に寄り添った計画相談支援が

行えるよう、各障がい者支援センタ

ーへの技術的助言や、民間の相談支

援事業所に対しての研修・連絡会等

による支援体制の強化につとめてま

いります。 

63 相談支援について 

各事業所の専門性に加え、立地の整

備を早急に行ってください。車いす

を利用される方、駅やバス停から雨

にぬれずに行ける場所や車で行く場

合も乗り降りしやすい駐車場の確保

（１、2 台では足りません）。目の

不自由な方も駅やバス停から遠いと

ころは大変危険です。支援センター

の中には点字ブロックの案内がない

ところもあります。改善をお願いし

ます。 

各事業所の支援体制の強化について

は、重点施策９のなかでとりくんで

まいります。また、各事業所の専門

性・障がい者支援センターの利便性

が向上するようつとめてまいりま

す。 

64 各支援センターに、発達障がい者、

精神障がい者に関して知識や理解の

ある方に従事していただく。また

は、地域で分けるのとは別に、発達

障がい者、精神障がい者専門の支援

センターを作っていただく。現状、

それぞれの支援センターによって得

意分野に差があり、統一感がないよ

いただいたご意見を参考に、各地域

の障がい者支援センター間での支援

力を平準化し、利用者に寄り添った

相談を行えるように、各障がい者支

援センターへの技術的助言や研修等

による支援体制の強化につとめてま

いります。 
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うに感じる。発達障がい者、神障が

い者に対して理解し、寄り添う対応

ができていないところがあり、支援

の格差が大きい。（同様意見他 1

件） 

65 

地域割りの該当地域の支援センター

は、我が家からは交通の便が悪く、

非常に行きづらい。一方、別地域の

センターは徒歩圏内のため、希望に

よってはセンターを移すなど、柔軟

な対応をお願しいしたい。 

相談支援に関する障がい者支援セン

ターの管轄地域については、ご利用

者様の居住の地区によって決定され

ています。ご理解のほどよろしくお

願いいたします。なお、申請手続き

に関しましては、障がい福祉課をふ

くめ、各地域のいずれの障がい者支

援センターでも可能となっておりま

す。 

66 地域連携協議会がいまだに町田市で

は整備されていないが、障がい者支

援センターごとでは横断的な対応が

難しいのではないか。地域間の相違

はありながら、利用者は市内各地よ

り集まるため、まずは地域・団体・

関係者のムラとズレを埋める努力が

必要ではないか。 

いただいたご意見は、地域生活支援

拠点等の設置にあたり、地域での体

制づくりの施策のなかで参考にさせ

ていただきます。 

67 大人の発達障がいの方が計画相談を

探してもほぼどこもいっぱいです。

計画相談はとても重要な要素なので

発達の人が計画相談をしてもらえる

専門の計画相談支援の事業所を開

設・支援してほしい。 

市内の計画相談支援事業所の支援力

の充実にとりくむとともに、いただ

いたご意見は、計画相談支援事業所

の開設相談の際に伝え、市内ニーズ

に合った事業所の開設が進むようと

りくんでまいります。 

68 

市内相談窓口発達障がいの診断を受

けている・いないに関わらず、本人

の困り感を話せる、聞いてもらえる

窓口の設置を求めます。 

本計画では、困り事があっても相談

先が分からなかったり、障がい福祉

サービスにつながっていない人に対

する情報提供について検討していく

予定です。いただいたご意見は施策

にとりくむ際の参考にさせていただ

きます。 

５家庭を築くこと・家族を支えること 
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69 発達障がい者（精神障がい者）が家

族に対してＤＶ（暴言や暴力）を行

う場合の当事者と家族の支援。具体

的には、グループホームの入所など

町田市の支援制度を申請する時に使

える制度であるケアマネジャー（計

画相談支援）を家族と当事者と関わ

る形でつけられるようにしていただ

きたい。そして、医師、訪問看護、

就労支援センター、家族が関わる

NPO 法人などとケアマネが調整・連

携して当事者の自立に向けて、当事

者と家族のサポートをしていただき

たい。 

本計画の重点施策４では「精神障が

いにも対応した地域包括ケアシステ

ムの構築に向けた保健・医療・福祉

の連携」を掲げ、精神障がいがある

人が地域で暮らせるように、保健・

医療・福祉関係者のネットワーク会

議を設置する予定です。いただいた

ご意見は、施策にとりくむ際の参考

にさせていただきます。 

70 重点施策 11 について 

医療的ケアを含む短期入所の施設が

近くにほしいです。申し込みをして

も既存の施設では入れない事が多い

です。緊急一時についても医療的ケ

アの施設は島田療育センターしかな

く利用している方がいると入れませ

ん。短期入所は１ヶ月～2 ヶ月前の

申し込みの為利用は難しく困ること

が増えています。特に成人の場合は

放課後等デイサービスなど利用でき

る所がないのでとても不便な状況で

す。レスパイトができる所は利用で

きるよう今後も支援して頂きたいで

す。 

重点施策１１においては、レスパイ

トケアを行う短期入所事業所の基盤

整備にとりくむ予定です。 

いただいたご意見をふまえ、医療的

ケアを含む重度の障がいのある方が

利用できる短期入所事業所の基盤整

備にとりくんでまいります。 

71 
負担の大きい家族への支援 

問題が表面化しないのは家族の犠牲

の下に成り立っていることが多く、

福祉の力を必要としています。助け

を求める人を待つだけでなく、助け

を求める人を探し出してください。 

重点施策１０において課題を抱えつ

つも孤立してしまっている障がいの

ある人・家族に対する情報提供や相

談支援、訪問支援を行っていく予定

です。 

いただいたご意見は施策にとりくむ

際の参考にさせていただきます。 

72 障がい児や障がい者の家族を支える

仕組みで、レスパイトケアだけでな

「障がいがある人を支えている家族

に対しての相談支援の充実」につい



26 

 

く、もっと介入して生活訓練など出

来るような仕組みがほしい。相談が

たらい回しにならないようにしてほ

しぃ。 

ても、５ 家庭を築くこと・家族を

支えることの「主なとりくみ」に掲

げております。いただいたご意見は

施策に取り組む際の参考にさせてい

ただきます。 

73 重点施策１１について 

私の働いている事業所では宿泊を伴

わない医療的ケアのある重度障がい

児者レスパイト事業を補助金事業と

して長年町田市でやらせていただい

ております。施策にありますように

きょうだい支援家族支援が必要な方

がいらっしゃるので、短期入所だけ

でなく、日中のレスパイトについて

も施策として出していただけたらと

思います。今現行の制度では市区町

村が行う重症心身障がい児（者）等

在宅レスパイト事業が利用できるか

と思います 

本計画においては、重点施策とし

て、現在不足している重度の障がい

がある人が利用できる短期入所事業

所の基盤整備に取り組む予定となっ

ております。 

ご指摘の「重症心身障がい児（者）

等在宅レスパイト事業」について

は、東京都や他市の状況を研究して

まいります。 

いただいたご意見は、施策に取り組

む際の参考とさせていただきます。 

74 全介助の障がい児が二人いる状況

で、母親である私が突然の入院で身

動きできない状態になった時、入院

期間の緊急一時入所を申請したが不

可の判定だった。ある程度の基準も

設定しないといけないと思います

が、状況次第で必要な時には柔軟に

対応できることも必要かと思いま

す。 

緊急一時入所については個別のケー

スごとに、基準に従って判断を行っ

ております。 

今後も、事案の緊急性を鑑み、実情

に応じて対応してまいります。 

75 女性の障がい者で結婚・出産・子育

てをしてみたい人もいるのではない

かと思う。そういったこともしてみ

たいと思ったときに、相談できる場

所や支援体制が整っていれば、将

来、人生の選択肢が広がり希望が持

てるのではないかと思う。なので女

性の障がい者に向けた支援体制（病

院との連携、費用補助、車いすで入

障がいのある方の出産・子育てに関

して、市では十分な事例把握ができ

ておりません。いただいたご意見を

ふまえながら、次期計画期間におい

てピアサポート事例の研究を行うこ

とを掲げます。 
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りやすい病院など）もより具体的に

示してほしい。 

76 障がい当事者の出産経験、育児経験

者（継続中）としては、ピアサポー

トはもうすでに研究している段階で

はないと思われます。具体的にどう

施策に盛り込んでいくかを明記して

いただきたいです。 

また、既存の障がい福祉サービスの

障がい区分判定で受けられるサービ

スだけではなく、子育て支援も考慮

して通常の福祉サービ以外のサービ

スも受けられるようにして欲しいで

す。 

さらに、妊娠初期からの心のサポー

ト、子育て中の心のサポートは、ピ

アでしかなしえないことと感じてい

ます。そこをきちんと制度化し、住

み慣れた街に住み続けられる施策へ

と繋げていって欲しいと思います。 

当事者による、出産・子育てに関し

てのピアサポートについて市ではま

だ十分な事例把握ができておりませ

ん。いただいたご意見をふまえなが

ら、本計画期間において研究を行っ

てまいります。 

６保健・医療のこと 

77 重度の障がいの車いすの患者が 18

歳以上又は 15 歳以上のこともあり

ますが、小児科の受診を断られるケ

ースが多発しています。その後の医

療とのつながりに不安を感じていま

す。特にてんかんなどの薬の調整が

一番不安で、どこにお願いしたらい

いのか、受け入れてもらえる病院が

あるのかが全く分からない状態で

す。町田市民病院の中に、ほかの病

院にあるような生涯科があると市民

の安心にもつながると思います。

（同様意見他 2 件） 

いただいたご意見につきましては地

域における医療の提供体制に関する

ものとして「まちだ健康づくり推進

プラン（町田市保健医療計画）」を

所管する部署に共有させていただき

ます。 

 

78 町田市民病院にＮＩＣＵができ、助

かる命が増えたことはありがたいこ

とですが、それに伴い市内には重い

障害や医療的ケアがある子どもも増

重い障がいや医療的ケアが必要であ

るなど、福祉的な支援が必要とされ

るお子様に関しては、子ども発達支

援計画（障害児福祉計画）を策定し
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えています。ぜひ成長後のことも

（保健・医療・日中活動・働くこ

と）考えたプランをお願いします。 

施策の推進にとりくんでおります。

本計画では、各成長段階における切

れ目のない支援を実現するために、

子ども発達支援計画をはじめ、保

健・医療、教育等の他の部門計画と

の整合性に留意しつつすすめており

ます。障がいがあるお子様の成長後

を見すえた計画になるよう引き続き

検討をすすめてまいります。 

79 重い障がいのある人の中には、てん

かんや内部疾患などいくつもの小児

期発症の疾患を重複していることも

多く、成人期医療への移行が円滑に

行われていません。診察や投薬を地

域でと望む保護者は多いです。ぜひ

「障がいがあっても受診できる市内

の医療機関」について情報提供をお

願いしたいとともに、小児期から成

人まで地域で受診できるような医療

体制をお願いしたいです。 

いただいたご意見のうち、市内の医

療の提供体制に関するものにつきま

しては、「まちだ健康づくり推進プ

ラン（町田市保健医療計画）」を所

管する部署に共有させていただきま

す。また、医療機関に関する情報提

供に関しては、市や関係機関が障が

いがある人の支援をする際に、引き

続き必要に応じて実施してまいりま

す。 

80 町田市民病院が、他病院と連携を強

化してもらえることを希望したいで

す。また、多摩市にある島田療育セ

ンターとも医療面だけではなく、

日々の生活介護事業・グループホー

ムなど生活面でも連携をとれるとよ

いかと思います。 

いただいたご意見につきましては、

町田市民病院における他の医療機関

及び地域との連携に関するご意見と

して、町田市民病院に共有させてい

ただきます。 

81 町田市全体の障がい者の医療発展の

ためにも、島田療育センターのよう

な専門の医療機関の誘致をお願いい

たします。また、町田市以外の病院

に通っている人たちも、市民病院や

地域の病院で診察やお薬の処方箋を

書いていただけるよう、働きかけや

仲介を担うとりくみを考えてくださ

い。市内の病院にバリアフリー（心

も含めて）を呼びかける機会を増や

してください。夜間の救急でもたら

いただいたご意見のうち、市内の医

療の提供体制に関するものにつきま

しては、「まちだ健康づくり推進プ

ラン（町田市保健医療計画）」を所

管する部署に共有させていただきま

す。また、市内の病院へのバリアフ

リー（心も含めて）の呼びかけに関

するご意見につきましては、障害者

差別解消法の普及啓発にとりくむと

ともに、法に基づく相談の機会等を

通じ既存施設のバリアフリー化を含
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いまわしにならないようにするには

どうしたらよいのか、医療的ケアの

ある人・家族と一緒に考えてくださ

い。（同様意見他 1 件） 

む環境の整備や合理的配慮について

の助言等にとりくんでまいります。 

82 

市民病院に手話通訳を設置してほし

い。 

本計画では、市内の医療機関や金融

機関、商業施設などに対し手話通訳

の設置を要請することを重点事業と

してかかげ、とりくみをすすめてま

いります。 

また、いただいたご意見につきまし

ては、町田市民病院に共有させてい

ただきます。 

83 

新型コロナで町田の保健所が市役所

内にあることを初めて知りました。

もっと市民に保健所の場所を知らせ

るようにお願いします。 

保健所につきましては、市のホーム

ページや障がい者サービスガイドブ

ック等の各種媒体で周知を図ってお

ります。いただいたご意見につきま

しては、今後の参考にさせていただ

きます。 

７情報アクセシビリティのこと 

84 緊急連絡（手話通訳）に至急連絡し

たいが、都合の良い人がわからな

い。連絡してもすぐに返信が来ず、

都合が悪くて来られないと次の人を

探すのが大変である。何人かに連絡

しても対応してもらえない。連絡先

が 1 本でＦＡＸ送信して探してもら

い、決まったら連絡してもらうシス

テムがよい。自分で見つかるまで探

せというイメージはよくない。 

市役所で通訳者を手配することがで

きない閉庁時間帯の緊急連絡のた

め、現在は市や業者等による調整が

難しい状況となっております。連絡

方法に関する課題のご意見として承

ります。 

85 

公共からの郵便物に点字もしくは音

声コードの添付 

視覚障がい者に墨字で送付されても

見ることができません。点字または

音声コードの添付により、申請ミス

や納税ミスを防止 

市では、職員向けに情報発信のルー

ルをまとめたマニュアル「印刷物等

のユニバーサルデザインルールブッ

ク」を活用し、職員向け研修等にお

いて、周知を図っております。一部

の部署では、点字等によるお知らせ

の送付を実施していますが、市全体

でさらにとりくんでいく必要があり

ます。 
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86 

重点施策 13 の「手話通訳の普及促

進」について 

①20 年度の現状値が「設置要請」

であれば 21 年度～23 年度の目標値

には「設置」という言葉が入るので

はないでしょうか?設置要請は目標

(成果)にはならないです。 

②設置要請ではなく、真のニーズは

ろう者が意思疎通をとる場面におい

て、手話の対応ができる人を計画的

に増やすことではないのでしょう

か? 

①手話通訳者の設置などの合理的配

慮は各事業者が行うこととなってお

り、市が設置することはできませ

ん。現在、市では、警察・裁判所・

学校・病院といった人権や生命に関

わる機関に設置を要請しています

が、本計画期間ではこれらの機関に

加え、金融機関や商業施設などにも

範囲を広げ設置要請をおこないま

す。なお、素案の内容を分かりやす

くするため、事業概要と目標値の文

章を修正いたします。 

【答申素案Ｐ51】 

②意志疎通の支援人材については、

登録試験の開催や養成講座の支援を

通じて、人材確保・技術向上に努め

てまいります。とりくみの方向性は

「７ 情報アクセシビリティのこ

と」に記載しております。 

87 最近、聴覚障がい者の通信装置とし

てテレビ電話利用が増えています。

来年 4 月から政府が認めた 24 時間

電話リレー代理サービスが実施する

のでテレビ電話として通信装置の聴

覚障がい者の日常生活用具が適当で

す。町田市以外は対象がＯＫになっ

ています。 

日常生活用具の品目の見直しについ

ては、近隣区市町村の状況等を注視

しながら検討してまいります。 

88 今は、情報を求めないと得られない

ことが多いです。病院や金融機関、

商業施設などで情報がえられるよう

な施策が検討されていますが、もっ

と行政からアプローチしてもらえた

らと思います。自発的にできない環

境や状況の人にも必要な情報を積極

的に届けるようになればと思いま

す。 

「７ 情報アクセシビリティのこ

と」のとりくみの中で、障害者手帳

をもっていない人や、サービスや支

援機関を利用していない人も情報を

取得しやすくなるよう、わかりやす

い内容での情報提供につとめてまい

ります。 

８生活環境と安全・安心のこと 



31 

 

89 点字ブロックや音響用信号、ガイド

レール・スロープなどの設備が不十

分です。一人で行動せざるを得ない

ことも多く、怖さや歩きにくさから

外出をためらってしまいます。公共

施設への点字ブロックの設置は一人

歩きには必須ですが、たくさん行動

する場所だけでなく住んでいる地域

でも行動しているのです。予算が割

り当てられず設備がないところで、

不便を感じながら生活しています。 

よく利用するバス停付近は病院・薬

局・コンビニの駐車場への車の出入

りが頻繁で、ヒヤリとすることもし

ばしばです。町田市に多いレンガの

歩道は、障がい者はもとより、高齢

者やベビーカーにも不評です。もの

すごく揺れるので車いすもつらく

て、細い裏道を使ったりするので危

ない思いをします。視覚障がい者や

車いす利用者が、もう少し安心して

くらせないものでしょうか？（同様

意見他 3 件） 

まずはバリアフリー構想の計画に沿

って地区ごとに整備を進めますが、

生活圏内の設備の課題も含め、長期

的に計画を立てながら整備にとりく

んでまいります。 

レンガ調の歩道（インターロッキン

グ舗装）については、車いすの走行

などバリアフリー面を配慮した基準

で整備しております。揺れがひどい

場合は、舗装の整備不良や破損が生

じている可能性もあるため、個別に

市へご相談ください。 

90 車椅子利用のドライバーの場合、運

転席ドアを全開にしないと、車椅子

で運転席まで入れません。近年コイ

ンパーキングが増えていますが、そ

の殆どが車いす対応ではありませ

ん。乗降できるスペースがあって

も、運転席側にロック板があると車

椅子を置けず利用できません。コイ

ンパーキングにも車椅子優先スペー

スを設置する等、行政としての働き

かけは出来ないものでしょうか？ 

市では、町田市福祉のまちづくり総合

推進条例等に基づき、駐車場における

障がい者駐車区画の整備を促進して

います。ロック板が設置されているコ

インパーキングでの障がいがある人

への配慮については、現状ではバリア

フリー法等における規定はありませ

んが、障害者差別解消法に基づくとり

くみとして、合理的配慮やバリアフリ

ー化を含む環境の整備について助言

等をおこなってまいります。 

91 学校内は階段だらけです。保護者が

身体に障がいがある場合、そのあた

りのことがネックになり保護者が保

護者会や参観日を遠慮してしまう場

学校側の障がい理解・合理的配慮が

第一に必要と考えます。本計画で

は、広く市民・事業者（公的機関も

含む）に障がい理解を広げる啓発活
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合もあるのではないでしょうか。学

校につくまでの苦労を考えただけで

もつらくなってしまいます。 

動にとりくんでまいります。設備整

備については、学校施設バリアフリ

ー化に関する国の動向などもふまえ

ながら、ご意見を参考にさせていた

だきます。 

92 

「福祉輸送(介護・福祉タクシー、

有償運送事業者)情報などの外出支

援情報を知ることができます」とい

う記述は、問題がないかのような印

象を与え、きわめて不適切。介護福

祉タクシーは事前予約制で高い、UD

タクシーも予約したり呼んだりする

と高いことをご存じですか？やまゆ

り号などの福祉輸送サービスは、予

約期間や利用時間に制限があり、申

込者が重なれば断られる。休日は会

員でないと使えず、会員になるには

負担が大きい。 

民間事業者が実施する福祉輸送、タ

クシーは、各事業者が料金や会員制

等の利用方法を設定しています。 

なお、市補助事業のやまゆり号運行

サービス及び市民外出支援サービス

（あいちゃん号）の利用について

は、単独で公共交通機関の利用が困

難な方を対象に、広く多くの方にか

つ公平に利用していただくため、利

用対象者や利用回数等を定めていま

す。また、限りのある運行台数にお

いて、可能な限り利用者の希望に添

えることができるよう、予約のコー

ディネートに努めております。 

いただいたご意見をふまえ「２ 暮

らすこと」の分野にて、障がいがあ

る人の移動を保障するための方策の

あり方を検討してまいります。 

93 鉄道では車いすあるいは視覚障がい

者に対して援助者がいますが、車い

すの場合降りる駅への連絡やスロー

プの担当を呼ぶなど 2-30 分かか

り、思った時間に乗れません。 

また、バスには援助者がいません。

せめて町田バスセンター及びターミ

ナルに援助者を配置して混雑した場

所より階段、エスカレーター、鉄道

への誘導をお願いしたい。バス運転

者が慣れていない、迷惑そうにす

る、ひどい時は怒鳴られたりしま

す。 

民間事業のため、いただいたご意見

は関係事業者に伝えていくほか、差

別解消法に基づく合理的配慮につい

ての助言等にとりくんでまいりま

す。 

94 コロナ禍の中で、相手との接触等を

避ける行動を視覚障がい者が判断す

通学や通勤については広域的な課題

であるため、国や東京都への課題提
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るのが難しいです。交通事故を避け

る瞬時の行動は人間の判断が一番と

考えます。通学や通勤に同行援護を

使えるようにしてほしいです。予算

のことがハードルを上げ、私たちの

安心が保証されていません。有効な

判断を進めていただきたい。 

起・要望行動について検討していく

とともに、引き続き、他のサービス

も含めどのようなことができるか研

究してまいります。 

95 車椅子利用者優先の駐車スペース

に、本来必要のない人が車を駐車し

てしまい、本当に必要な人が利用で

きないことは多々あります。駐車禁

止等除外標章を持っていても、安全

に・安心して駐車できる場所は極々

少ないものです。 

駐車や駐輪などのマナーの向上につ

いては、広報や啓発活動を実施して

まいります。 

96 避難所に行くことがかなり困難な状

況です。自宅にいても気にかけても

らえることがわかるようにしてほし

いです。避難所に行くことの難しい

方がたくさんいるため、個々に対応

できる支援をお願いします。 

スムーズに自宅から避難所まで移動

できるように送迎サービスの仕組み

を作っていただきたい。（同様意見

他 1 件） 

市では、災害発生時に自ら避難する

ことが困難な方であって、その円滑

かつ迅速な避難の確保を図るために

特に支援を必要とする方（身体障害

者手帳１級２級、東京都愛の手帳１

度２度、要介護度３から５のいずれ

かに該当している方）を対象とした

「避難行動要支援者名簿」を作成

し、平常時から関係機関や地域等と

名簿を共有しています。なお、災害

発生時は、個別の移送という形では

なく、名簿を共有する関係機関や地

域等における重層的な避難支援体制

の構築に取り組んでいます。 

いただいたご意見は、今後、避難支

援に関するとりくみを推進する際の

参考にさせていただきます。 

97 大雨情報、避難情報はメールで受信

でき情報は伝わるようになっていま

す。しかし実際に逃げられる状況に

ない方々への支援はどのようになっ

ているのでしょうか？支援につなが

っていない手帳所持者の方々へ災害

時の避難方法など、支援センターを

中心に考えていただけたらと思いま

す。 

98 避難行動要支援者名簿に名前が掲載

されていることを本人に知らせてく

ださい。自治会等に協力の呼びかけ

をする場合、どんな協力が必要かを

伝えなければ的確な準備ができませ

身体障害者手帳１級２級、東京都愛

の手帳１度２度、要介護度３から５

のいずれかに該当している方を対象

とした町田市独自の「避難行動要支

援者名簿」を作成し、関係機関等
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ん。そのためにも本人への確認が必

要です。国の決まりで不可能ならば

町田市独自の名簿を作成してくださ

い。災害時に本当に役立つ名簿が必

要です。 

（町内会・自治会においては提供を

希望する団体のみ）と共有している

ことは、市ホームページ等において

周知をしています。なお、町内会・

自治会における災害時の要配慮者へ

の支援方法等は、それぞれ地域の実

情に応じて各々取り組んでいるとこ

ろですが、その取組等をさらに進め

るため、市では「町内会・自治会、

自主防災組織の災害時における要配

慮者把握マニュアル」を作成し、地

域に取組の浸透を図っているところ

です。 

99 
昨年の台風の際、当事業所が避難所

として会員の重度障害者を受け入れ

ることがありました。これが長期に

なった場合、一事業所では限界もあ

り、避難の支援に残ることなど多く

の職員は難しくなる。一事業所の頑

張りを当てにするような防災対策で

はなく、公の避難所に避難するのが

困難な障がい者を大きな箱ではな

く、計画的にまた地域事業として、

日頃から支援している各事業所と支

援センターや役所が連携して、障が

い者の防災支援ができるように、計

画を立て予算建てして欲しいです。 

避難施設の体制としては、地域の学

校等が避難施設となり、福祉事業所

等は二次避難施設として機能しま

す。事業所内での活動中に災害が発

生した場合は、事業所ごとで避難支

援をおこなう必要があります。ご意

見のように一般の避難施設ではない

事業所等での自主的な避難者の受け

入れを含め、市役所との速やかな情

報伝達・長期化した場合の二次避難

施設移送に向けた連絡調整等の仕組

みづくりが必要と考えます。公の避

難所に避難できない人については、

避難行動に関する支援としてとりく

みをすすめてまいります。 

100 避難所の数が少なく、１ヶ所に人が

集まる。健常者なら、人込みや狭い

ところを移動することもできるが、

障がいがあると、狭く混んでいる場

所の利用は難しい。また、車いす対

応のトイレが１つしかなかったり、

自宅から行きにくい場所にあると利

用しづらい。坂の上にある避難所で

は、車いす利用者は行くのが難し

い。災害時に使えるように開設され

避難施設内の環境については、重点

施策 16 の中で、障がいがある人に配

慮したスペースの確保など避難体制

の充実にとりくんでまいります。車

いす対応のトイレはどの避難施設も

多くはないため、ポータブルトイレ

などの備品を各避難施設に配備する

必要があると考えます。また、避難

行動要支援者名簿をもとにした避難

行動の支援体制づくりや、災害時等
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るのが避難所なので、すべての人が

使いやすいものにしてほしい。 

支援バンダナの活用をすすめてまい

ります。 

101 

障がい種別に特化した避難所や避難

方法を確立してほしい。(例:行動障

がいがあっても過ごせるスペースの

ある避難所、聴覚障がい者に合わせ

た手話通訳や要約筆記者のいる避難

所） 

障がいがある人の特性に配慮した支

援・情報伝達をおこなう体制をとと

のえるほか、障がいがある人の避難

施設における生活環境を保護し、特

性に応じた適切なケアをおこなえる

ようにとりくんでまいります。いた

だいたご意見はこれらの施策を具体

的に進める際に参考にさせていただ

きます。 

102 障がい者支援センター（地域生活支

援拠点）で面的整備を図り一時緊急

避難所としての機能を持つ目標です

が、市内 5 か所でまかなえるとは思

えません。実際の状況と大きくかけ

離れたことを載せた、言葉だけの計

画になっていないでしょうか？ 

地域生活支援拠点としての役割は、

災害時の避難所としての機能ではな

く、家族や介護者が急に不在となっ

た時の短期入所や緊急受入れ先の調

整を行う役割となっております。 

103 

二次避難所になっている施設でもト

イレの簡易ベッドやバッテリー等、

設備が整っていないところがありま

す。地域との連携や二次避難所の連

絡会等、設備と合わせて支援してく

ださい。自宅での安全な避難の仕方

や準備しておいた方が良いもの等の

情報提供も助かります。 

物資については、二次避難施設の開

設の際に一次避難施設（一般の避難

施設）から移送します。支援の性質

上特に設備が必要な人に対しては、

個々に対応し、設備のある二次避難

施設に移送できるよう検討いたしま

す。また、二次避難施設の連絡会等

は現在も実施しております。 

いただいたご意見は、施策の参考に

させていただきます。 

９ 差別をなくすこと・権利を守ること 

104 いよいよ町田市でも障がい者差別を

解消するための条例を制定されると

のこと。東京都や他県他市でもすで

に制定されておりますので、それら

を参考に、町田市独自のより良い条

例を 1 日でも早く制定していただけ

るようお願いいたします。 

障がい者差別の解消や障がい理解の

促進につながるよう、他自治体の先

行事例を参考にしながら、条例制定

に向け検討をすすめてまいります。 

10 行政サービスのこと 
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105 広報に様々なイベントや各種公共・

商業施設の案内がのるが、すなわち

障がい者の参加・受け入れが可能か

はわかりにくい。少なくとも市の広

報や学校・大型商業施設、レジャー

施設の案内に具体的な可否について

の情報を明示し、受け入れの情報開

示数をモニタリングしつつ、増やし

ていけるように方策を具体化しても

らいたい。 

市の広報では、イベントなどの案内

で対象者の記載も行っております。

対象者が限定されていない場合は、

障がいの有無に関係なくすべての人

の参加や受け入れが可能です。障が

いがある人がイベントの参加や施設

の利用に困ることのないよう、全庁

的に障がい理解を深め、適切な配慮

と支援をおこなってまいります。 

106 なぜ発達障がいという障がい名が市

役所窓口に表示されないのか。確か

に知的、精神でもダメではないので

すが、多様な表現も必要と思う。時

代は変わってきているので昔ながら

の表示を変えて、よりわかりやすく

具体的に表示してほしい。窓口等に

発達や高次脳機能などのパンフレッ

ト、チラシを置いてほしい。 

市は、障がいの種別にかかわらず広

く対応しているため、窓口に障がい

種別を掲示しておりません。また、

パンフレットやチラシについては、

お問い合わせに応じてお渡しするな

ど、窓口での情報提供に努めてまい

ります。 

107 福祉課内でも全く違う業務からの人

事異動が頻繁にあるため、専門知識

に欠ける職員さんも見受けられま

す。福祉の現場では長い見守り役が

必要とするため、福祉関連に限定的

な異動に定め意識向上を図ってほし

く思います。 

市では、専任職制度として障がい福

祉課を含めた福祉部門に限定した異

動となる職員を配置しております。 

108 以前に福祉課の手話通訳に関して、

失礼な対応をされ嫌な思いをした。

通訳者が別の窓口で対応していたた

め受付を長時間待ち、実際の対応で

は待たせた謝罪もなく要件を聞かれ

たり、話し方が悪いこともあった。

窓口対応の改善をしてほしい。 

いただいたご指摘については、改善

に努めてまいります。 

109 役場のＦＡＸ番号は 050 ではなく

042のものにしてほしい。ＦＡＸ送信

エラーがよく発生するので。 

町田市役所では、電話回線、専用機

器、用紙を必要とする従来のＦＡＸ

をより効率的に運用するため、全庁

的にインターネット回線（050）のＦ

ＡＸを導入しております。042 の番号
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への変更は難しい状況ですが、ご意

見として承ります。 

110 

町田の福祉予算、民生費について推

移や財政比率、近隣自治体との比較

などを通じ当事者にもわかるよう情

報提供すべきである。 

町田市の予算については、民生費な

ど予算の内訳も含め町田市ホームペ

ージ、広報で情報提供をおこなって

おります。また、他自治体との比較

は東京都がホームページ等で公表し

ています。 

11 理解・協働のこと 

111 
身体が不自由なため、保護者会や父

兄参観等に参加する際に車を利用す

るのですが、学校の方針が変わり駐

車場が利用できなくなりました。学

校もいわば公共の施設だと思います

ので、駐車場利用は障がい者はいつ

でもできるようにしていただきたい

と思います。 

いただいたご意見につきましては、

学校を所管する教育委員会に情報共

有させていただきます。 

本計画におけるとりくみとしまして

は、「障がいがある人が感じておら

れる困難（社会的障壁）」や「障が

い」について、広く市民・事業者

（公的機関も含む）に理解を広げる

啓発活動にとりくんでまいります。 

112 文部科学省も教育委員会による障が

い者雇用が不十分であると述べてい

ます。町田市の教育委員会での障が

い者雇用の実態はどのようなもので

しょうか。また、小中学校ではどの

くらいの障がい者の方が働いていら

っしゃるのでしょうか。大人である

私たちが、まず身近に障がいのある

方とともに働き関係を築き多様な人

を受け入れる経験をもつことによっ

て、教育の現場でもその経験が生き

てくるのではないかと思います。 

小中学校で働く職員も含め、町田市教

育委員会には障がいがある職員が複

数在籍しています。2020 年度の町田市

教育委員会の障がい者雇用率は、

2.43％であり、教育委員会の法定雇用

率 2.4％を達成しています。 

今後も市役所全体の法定雇用率達成

に向けて、引き続き障がい者雇用の

推進に取り組んでまいります。いた

だいたご意見はその際の参考にさせ

ていただきます。 

113 
現存するボランティアの発達障がい

者家族会に対して関わってくださっ

ている支援者ヘの謝礼金の助成。 

いただいたご意見につきましては、

今後の参考にさせていただきます。 

114 重くても単一の障がいと最重度でな

くても重複した別々の障がいを持っ

ているのとでは、周りに溶け込むこ

障がいは個別性の高いもので状況は

人によってさまざまあることを認識

しております。 
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とに関してはどちらができやすいか

は明らかだと思う。障がいに限らず

「大多数の人と同じ」ではない人が

少しでも生きやすいようになってく

れたらありがたいと思います。 

本計画では障がいがある人に関する

施策を記載しておりますが、その実

施にあたっては、さまざまな障がい

や個別の状況に配慮してすすめてま

いります。いただいたご意見につき

ましては、今後の参考にさせていた

だきます。 

115 支援者の人材確保が難しくなってい

ます。人材育成も介助を継続してい

くための大切な要素です。こちらへ

かける費用が削られることがないよ

うにお願いいたします。 

支援人材の確保・育成に関しては課

題として認識しております。 

「理解・協働のこと」の分野におけ

る重点施策として支援人材対策事業

にとりくんでまいります。 

いただいたご意見は今後の参考にさ

せていただきます。 

116 福祉人材の育成に力を入れてほし

い。今はどこの事業所もヘルパー不

足だというが、多くの障がい者はヘ

ルパーがいないと自由に自己選択と

自己決定をする生活自体が成り立た

なくなってしまう。なので、福祉の

講習会などを開いて幅広い年齢層が

福祉分野に興味を持てるように取り

組んでほしい。 

117 

市職員、教員全員への人権啓発を徹

底するべきではないか。 

本計画では、人権啓発に関すること

として、障がいや障がい者差別につ

いての理解促進と普及啓発にとりく

んでまいります。 

いただいたご意見はその際の参考に

させていただきます。 

118 市役所の方も、市議会議員の方も、

「障がい者」になる日を作ってみて

いただけませんか？一日朝自宅から

帰宅するまで、車椅子体験、目が見

えない体験、耳が聞こえない体験、

ついでにベビーカーを使ってみるな

どです。 

行政に携わる人間の障がい理解が重

要であることを認識しております。 

いただいたご意見につきましては、

「理解・協働のこと」の分野における

重点施策である理解促進研修・啓発事

業に取り組む際の参考にさせていた

だきます。 

119 世界自閉症啓発デー、発達障がい啓

発週間に合わせた取り組みをしてほ

しい。10 月の乳がん予防月間に、

中央図書館での特設コーナーの設置

いただいたご意見につきましては、

「理解・協働のこと」の分野におけ

る重点施策である理解促進研修・啓

発事業に取り組むさいの具体的な提
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や、ピンクリボンを活用した普及啓

発活動、ライトアップ、ポスターの

掲示などの活動が行われたが、発達

障がい啓発週間にも、ぜひプルーの

シンボルカラーを使った、同様の取

り組みをお願いしたい。 

案として受け止めさせていただき、

今後の参考にさせていただきます。 

120 発達障がいの子を持つ親の会、当事

者（成人年代）の会を立ち上げてい

ただきたい。かつて成人期発達障が

い者の家族グループがまちプラの前

身コラボでありました。発達に特化

した理解しあえる会でした。そうし

た場となる当事者会や親の会は自費

運営されていることが多く、維持継

続が苦しいのが実情です。市の支援

サービス情報の一つとして当事者

会、親の会を紹介していただき、場

所の確保を求めます。（同様意見他

４件） 

障がい者サービスガイドブック等を

通じ、当事者会や親の会の情報提供

に引き続きとりくんでまいります。 

いただいたご意見は今後の参考にさ

せていただきます。 

第 3 章 計画の実現に向けて 

121 計画の推進のために…④庁内の連携

と市職員の意識向上について 

以前、市職員の言葉に辛い思いをし

たことがあります。この内容はぜひ

取り組んでほしいことです。「当事

者の思いを想像できる余裕」があれ

ば実現できると思います。 

障がい理解や障がい者差別の解消に

むけた取り組みの一環として市職員

の理解促進にとりくんでまいりま

す。いただいたご意見はその際の参

考にさせていただきます。 

その他 

122 昨年実施の実態調査に参加いたしま

した。その時の調査票や今回の概要

版を読んで感じたことですが、文章

にふられたルビは誰を対象にしたも

のでしょうか？知的に障がいのある

人は、ルビがふられても内容を理解

できないことがあると思います。最

近は外国人の為に「やさしい日本

語」で表記する自治体が増えていま

す。この表記は、外国人だけでなく

知的に障がいがある人等にも本計画

の内容が理解しやすいものであるこ

とが重要であると認識しておりま

す。いただいたご意見につきまして

は、わかりやすい計画を策定するた

めに参考にさせていただきます。 



40 

 

障がいのある人や高齢者にもわかり

やすくなっています。町田市でも是

非進めてください。 

123 

こういうものの作成にも障がい者を

含めたスタッフでお願いしたい。 

ご意見いただいた内容は重要なこと

として認識しております。市では、

障害者権利条約のスローガン「わた

したち抜きに、わたしたちのことを

決めないで」を大切に考えていま

す。 

本計画の策定にあたっては、その作

業を町田市障がい者施策推進協議会

の障がい者計画部会でおこなってま

いりました。この部会は障害者権利

条約の理念を念頭に、過半数を障が

い当事者と当事者家族で構成してお

ります。 

124 

（質問）町田市障がい者施策推進協

議会の構成メンバーとそのプロフィ

ール、選ばれた理由を教えてくださ

い。その会に希望すれば当事者やそ

の関係者支援者も参加同席すること

は可能でしょうか。 

町田市障がい者施策推進条例に基づ

き、障がい者施策に関して学識経験

を有する方や各分野（福祉、保健・

医療、経済、教育、雇用など）にお

いて有識のある団体（障がい者団体

を含む）から推薦いただいた方に就

任いただいています。委員名簿等に

つきましては、町田市ホームページ

で公開しております。 

（トップページ→医療・福祉→障が

い者のための福祉→障がい福祉課か

らのお知らせ→町田市障がい者施策

推進協議会） 

 

また、現在、障がい当事者の方を含

め、公募委員の募集は行っておりま

せんが、ご希望の方は会議を傍聴い

ただくことが可能です。 

 



資料２

障がい者計画部会 障がい者施策推進協議会 事務局

2021年

１月

第６回（1月１３日）

パブリックコメントの実施結果報告

市長答申素案の検討

計画タイトルの検討

第５回（１月２８日）

パブリックコメントの実施結果報告

市長答申素案の検討

2月

パブリックコメント実施結果の公表

市長答申（２月１８日）

3月 計画完成（３月中）

今後の計画策定のスケジュールについて



資料３ 

 

計画冊子の種類・計画タイトルについて 

 

計画冊子の種類 

・全体版 

・概要版 

・わかりやすい版（平易版）（ルビ有・わかりやすい言葉で記載する） 

 

計画タイトルについて 

●町田市障がい者プラン２１－２６（前期） 

 

 

●町田市障がい者施策推進プラン２１－２６（前期） 

 

 

●町田市障がい者福祉計画２１－２６（前期） 

 

第６次町田市障がい者計画 

町田市障がい者福祉事業計画（第６期計画） 

第６次町田市障がい者計画 

町田市障がい者福祉事業計画（第６期計画） 

第６次町田市障がい者計画 

町田市障がい者福祉事業計画（第６期計画） 

これまでの 

仮タイトル 
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町田市障がい者福祉計画 21-26 

 

答申素案 
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第１章 

計画の基本的な考え方 
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いのちの価値に優劣はない 
 

町田市では、障がいがある人の施策について 1998 年からずっと 

「いのちの価値に優劣はない」と考え、市民一人ひとりの  

いのちの尊さを、等しく輝かせることができるようとりくみをすすめてきました。  

 

町田市の考える「いのち」には、３つの意味がこめられています。  

 

１つ目は、「生命」の意味の「いのち」です  

障がいがある人もない人もみな、さずかった命を大切にして  

また、だいじにされて生きる権利をもっています。  

 

２つ目は、「生活」の意味の「いのち」です  

生まれた命は、遊び、学び、働き、仲間とすごし、いろいろな活動に参加します。

地域で暮らしていくその毎日は、生活となり、社会とのかかわりとなります。  

生活の主人公は、皆さん一人ひとりです。だれもが自分の意志で  

必要な支援を受けながら、日々の生活を選ぶ権利をもっています。  

 

３つ目は、「人生」の意味の「いのち」です  

毎日の生活は、成長とともに学校に通ったり、仕事や活動をしたり  

時には病気になったり、家庭をつくったり、子どもを育てたり、誰かを支えたり  

支えられたりすることで、かけがえのない人生となります。  

人生のどのような段階にいるとしても、障がいを理由に制限されることなく  

自分の意思で、自分の人生を決める権利をもっています。  

 

これらの「いのち」の尊さは、障がいがある人もない人もみな同じです。  

町田市では、市民のだれもがもつこれらの権利を  

一番だいじにしてこの計画をつくります。  

基本理念（一番だいじな想い） １ 



   

4 

 

共生社会の実現に向けて  

「いのち価値に優劣はない」という考えは、わたしたちの社会の中に置き換えると、

次のような 3 つの社会につながっています。これらが実現された「共生社会」※１  を

目指していく必要があります。  

（１）差別のない社会 

すべての人が障がいについての理解を深め、  

〇障がいを理由とした差別を受けることなく、一人ひと

りにあった合理的配慮※２ が提供される社会。  

〇障がいの有無によって分けへだてられることのない

社会。 

〇人格と個性が尊重される社会。  

（２）障壁のない社会 

障がいがある人の生活を制限しているものや慣例など

の障壁・困難が取りのぞかれ、  

〇あらゆる活動に参加でき、安心して、豊かな生活がお

くれる社会。  

〇制度・施設・設備・サービス・情報などを利用しやす

い社会。  

（３）ともに生きられる社会 

障がいがある人が人生のさまざまな場面で適切な支援

を受けながら、  

〇誰と、どこでどのように暮らすかを、自ら選ぶことが

できる社会。  

〇だれもがともに育ち、学び、暮らすことができる社会。 

 

 

※１  共生社会   障がいの有無にかかわらず、すべての人が互いに人格と個性を尊重しあい、  
理解しながら生きていく社会のことです。  

※２  合理的配慮  障がいがある人がない人と同等に暮らしたり、学んだり、働いたりといった  
いろいろな活動をする上で、必要な変更をしたり調整したりすることです。  
障害者権利条約を批准し、施行された障害者差別解消法では、障がいがある  
人から社会との間にある障壁を取り除いてほしいという意思の表明があった  
場合に、合理的配慮をおこなわないことも差別になるとされ、行政機関には  
おこなうことが義務づけられました。東京都でも 2018 年 10 月には、差別  
解消条例が施行され、民間事業者に対しても合理的配慮の提供が義務づけら  
れています。  
なお、この計画では、合理的配慮を、「障がいへの配慮」「適切な配慮や支援」  
などと表現している場合もあります。   

「生命」の意味

の「いのち」  

「生活」の意味

の「いのち」  

「人生」の意味

の「いのち」  
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町田市は、この計画をつくるにあたって、３つの視点を意識して検討をすすめま

した。この 3 つの視点は、計画をつくるときだけでなく、さまざまな施策を実施す

る際にも大切にしていきます。  

 

視点（１）「障がいがある人」のとらえ方をひろげる 

「障がいがある人」とは、障害者手帳所持者だけではありません。身体、知的、

精神の障がいだけでなく、身体や精神のさまざまな機能の障がいや難病などの人

も含みます。障がいや疾病によって生じる障壁や、まわりの人や社会環境との間に

おける障壁によって生活のしづらさをかかえている人ととらえます。  

この計画では、「障がいがある人」を単に支援される対象としてみるだけでなく、

自らの意思によって社会に参画する主人公としてとらえます。  

 

視点（２）自分で決めることを大切にする  

障がいがある人が、障がいがない人と同じ基本的人権をもつ、かけがえのない個

人として尊重され、必要な支援を受けながら、だれもが自分のことは自分で決める

ことができる、また、自分に関わることを自分抜きで決められることのない社会の

実現が大切です。  

この計画をつくる際も、障がいがある人やその家族が、主体的に関わることがで

きるよう配慮するとともに、その意見を尊重しました。 

 

視点（３）さまざまな障がいや個別の状況に配慮する  

障がいがある人といっても状況はさまざまです。とくに障がいがある女性につ

いては、障がいに加えて女性であることによって、さらに困難な状況におかれてい

る場合があります。また、障がいがある子どもには、成人の障がいがある人とは違

う支援の必要性があります。  

施策の検討・実施にあたっては、性別、年齢、国籍、障がいの状態、生活の実態

などのほか、発達障がい、難病、高次脳機能障がい、視聴覚の障がいをあわせもつ

などの重複障がいといった、個別の状況に十分留意します。 

 

基本視点（大切にする考え方）  ２ 
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町田市は、一番だいじな３つの「いのち」の考えと 3 つの社会の実現に向け、実

態調査（※P７参照）等の結果を踏まえて、この計画期間の大きな目標を次のように

定めます。  

第 2 章では分野別に、この目標を達成するために重点的にとりくむものを重点施

策としてかかげています。 

 

目標１ 地域での暮らしを生涯にわたって支える仕組みをつくる  

障がいがある人の重度化・高齢化や「親なき後」などの問題があるなかで、障

がいがある人が希望に応じ住み慣れた地域で暮らしつづけられるようにする必

要があります。  

障がいがある人が心と体を健やかに保ち、安心して地域で暮らしつづけるた

め、福祉はもとより、保健・医療、情報保障、防災、学び・文化芸術・スポーツ

などあらゆる分野で障がいがある人に配慮したとりくみや支援体制の整備をす

すめることが重要です。 

 

  市内の障がい者数は、年平均

2.3％増加しています。知的障が

い者を例に直近の推計で年代の

分布を見ると、後期に入る 2024

年には 50 代の増加が顕著となっ

ています。また、この傾向は他の

障がい種別でも同様です。  

  親の世代が 80 代になることを

鑑みると、今後、本人の高齢化に

伴う障がいの重度化や、親なき後

の生活を支える地域の基盤づく

りが求められます。  

※手帳所持者数は P86-８９参照  

 

  実態調査では、将来望む生活と

して「住み慣れた町田市で暮らし

続けたい」という声が最も多く寄

せられていました。  

 

基本目標（とりくみの大きな柱）  ３ 

278

712

835

496

575

263

128

50
16

280

786

908

606

495
455

141
79

25

0

200

400

600

800

1,000

0～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上

2019年 2024年

（人）

 住み慣れた町田市で暮らし続けたい（145 件）  

・必要な福祉サービスを利用しながら、子どもの頃から

住んでいる家のあるこの町で暮らし続けたい。  

・できれば、住み慣れた地域で暮らし続けたい。  

・障がい者として特別に扱われる事なく、出来るだけ普

通に暮らしたい。  

・今後も、施設ではなく地域で生活していきたい。  

＜町田市の知的障がい者（愛の手帳所持者）数の推計＞  

＜将来望む生活について（自由記述）＞  
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 市では 2019 年度に、「障害福祉サービス等を利用している障がいがある人」「障害福

祉サービスを利用していない障がいがある人」「福祉施設入所者」「精神科病院の長期入院

者」を対象に、計画策定の基礎資料並びに施策を推進する際の参考とするため、暮らしの

状況や生活の困り事などについての調査を実施しました。  

※これ以降、この計画で「実態調査」と言う場合はこの調査のことをさします。  

目標２ 障がい理解を促進し、差別をなくす 

障がいを理由に異なる扱いを受けたり、合理的配慮が受けられないといった

障がい者差別を感じている人が多くいます。  

障がいがある人が、分けへだてなく地域社会で暮らせるようにするために、

障がい者差別をなくしていく必要があります。すべての市民や事業者等が、障

がいや障がいがある人について理解を深めるとともに、障がい者差別を解消す

る法律等に基づいて、障がいがある人の権利を擁護していくことが重要です。  

 

  実態調査では、障がいがあることを理由に差別を受けた経験があると答えた方が

44.7％にのぼっています。一方、市民意識調査では、日常生活で差別感を感じている

方は 8.2％にとどまっており、障がいの有・無の違いで、経験や認識に大きな差があ

ることが浮き彫りになっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  障害者差別解消法や東京都の障害者

差別解消条例のことを知らないと答え

た人は 55.6％にのぼり、法令の認知は

すすんでいない現状がうきぼりになっ

ています。  

 

 

 

 

 

＜町田市暮らしの状況・生活の困り事に関する調査（実態調査）＞  

  

ある, 44.7

ない, 31.0

わからない, 

21.1

無回答, 3.3
ある, 8.2

ない, 81.3

わからない, 
8.8

無回答, 1.7

法律も都条例も

知っている, 
16.9

法律だけ知って

いる, 19.2

都条例だけ知っ

ている, 1.0

法律も都条

例も知らな

い, 55.6

無回答, 7.3

 ＜実態調査＞                     ＜市民意識調査＞  

（％） （％） 

（調査数＝1,247 人）  （調査数＝2,242 人）  

＜法令の認知（実態調査）＞  

＜差別を受けた経験＞  

（調査数＝1,247 人）  

（％） 

実態調査は「町田市ホームページ＞トップページ＞医療・福祉＞障がい者のための福祉＞障がい福祉課か
らのお知らせ＞町田市暮らしの状況・生活の困り事に関する調査について」でご覧いただけます。  
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計画の位置づけ  

 

・この計画は、町田市基本構想・基本計画「（仮称）まちだ未来づくりビジョン２０

４０」を受けて策定する部門計画のひとつで、特に、多様性の理解や共生社会の実

現に関する施策と連動しています。 

・「協働による地域社会づくり」と「地域福祉」の推進を目的として２０２１年度に

策定される「（仮称）地域ホッとプラン」の下位計画の１つとして位置付け、子ど

も、高齢・介護、保健・医療分野の計画との有機的な関係を特に意識して策定され

ています。  

・この計画は、障害者基本法第 11 条第３項に規定する「市町村障害者計画（町田

市障がい者計画）」と障害者総合支援法第 88 条第１項に基づく「市町村障害福祉

計画（町田市障がい福祉事業計画）」を一体的に策定したものであり、市における

障がい者施策を総合的かつ計画的に推進する役割をもちます。  

 法的な位置づけ  計画の性格  策定の内容  

町田市 

障がい者 

計画 

・障害者基本法

に基づく「市町

村障害者計画」  

・障がいがある

人の施策の基本

計画  

・障がいがある

人の施策の基本

理念や方向性  

・基本的な方

向性を具体化

するための施

策や事業 

（実行プラン） 

町田市 

障がい福祉 

事業計画  

・障害者総合支

援法に基づく

「市町村障害  

福祉計画」  

・障害福祉サー

ビス、相談支援

や地域生活支援

事業の提供体制

について定める

計画 

（国から指針が

示される）  

・障害者総合支

援法の各種サー

ビス（施設通

所、ホームヘル

プ、短期入所な

ど）の見込量や

達成目標  

・なお、児童福祉法第３３条の２０第１項に基づく「市町村障害児福祉計画」は、  

障がいの有無にかかわらず、すべての子どもが共に成長できるよう、町田市にお  

ける子ども施策の基本計画である「新・町田市子どもマスタープラン」の下位に  

位置づけ、「町田市子ども発達支援計画」として策定されています。  
 

・この計画は、福祉に限らず、学び、文化芸術、スポーツなど障がいがある人のく 

計画の位置づけと期間  ４ 
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らし全般に関わる計画であることから、全庁的な視点をもち他の部門計画との整  

合をはかって推進していきます。  

  

  計画の期間 

・計画期間は 2021 年度から 2026 年度の６年間とし、2021 年度から 2023 年

度までの３年間を前期、残りの期間を後期とします。  

・なお、国の動向や社会情勢が変化した場合、計画期間中であっても必要な見直し

をおこないます。  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

       前期    後期   

      

町田市障がい福祉事業

計画（第４期計画） 

（３年） 

  
第４次 

計画 

（仮称）町田市障がい者福祉計画 21-26  

 

 

第５次町田市障がい者計画（５年） 

 

第１章 計画の基本的な考え方（６年） 
 
「基本理念」「基本視点」「基本目標」  

町田市障がい福祉事業計

画（第５期計画）（３年） 

・分野別の課題と施策  

「主なとりくみ（施策の方向性）」   

「重点施策（実行プラン）」  
 
・国の指針と町田市の考え方  

・分野別の課題と施策  

「主なとりくみ（施策の方向性）」   

「重点施策（実行プラン）」  
 
・国の指針と町田市の考え方  

 

第３章 計画の実現に向けて（６年） 

第２章 町田市がとりくむこと（３年） 
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施策の体系（とりくみの全体像）  ５ 

10 行政サービスの  

こと  

 

い
の
ち
の
価
値
に
優
劣
は
な
い 

基本理念  

 

基本目標  

２  

障がい理  

解を促進  

し、差別  

をなくす  

１  

地域での  

暮らしを  

生涯にわ  

たって支  

える仕組  

みをつく  

る  

施策分野  

１ 学び、文化芸術、  

スポーツ活動の  

こと  

２ 暮らすこと  

３ 日中活動・働く  

   こと  

４ 相談すること  

５ 家庭を築くこと・  
家族を支えること  

６ 保健・医療のこ  

と  

７ 情報アクセシビリ 

ティのこと  

８ 生活環境と安全  

・安心のこと  

９ 差別をなくすこ  

と・権利を守る  

こと  

11 理解・協働のこと  

重点施策（実行プラン）  

 

 ・小学生を対象とした障がい者スポー  

ツ体験教室開催  

・障がいがある人の学習成果を発表する

場の充実  

重点  

施策  1 

重点  

施策  2 

・地域生活支援拠点等が有する機能の  

充実  

・精神障がいにも対応した地域包括ケ  

アシステム構築に向けた保健・医療  

・福祉の連携  

・重い障がいがある人が利用できるグル

ープホームのあり方の検討  

重点  

施策  
3 

重点  

施策  4 

重点  

施策  5 

・既存の事業所の活用による、重い障  

がいのある人の日中活動の場の確保  

方策の実施  

・障がいがある人の就労に関する実態  

調査 

・障がい者就労・生活支援センター等を

中心とした連携強化会議  

重点  

施策  6 

重点  

施策  
7 

重点  

施策  
8 

・相談支援体制の強化  

 

・課題を抱え孤立している障がいがある

人・家庭への相談支援  

重点  

施策  
9 

重点  

施策  
10 

・短期入所事業所の基盤整備  
重点  

施策  
11 

・医療機関に対する障害者差別解消法  

の周知  

重点  

施策  
12 

・手話通訳の普及促進  
 
・市からの情報発信のバリアフリー化  

推進事業  

・サービス・支援機関等の情報提供事業  

重点  

施策  
13 

重点  

施策  
14 

・避難体制の充実  重点  

施策  
16 

・町田市障がい者への理解促進及び差  

別解消の推進に関する条例制定  

重点  

施策  
17 

・行政窓口における意思疎通の環境整  

備  

重点  

施策  
18 

・理解促進研修・啓発事業  

 

・支援人材対策事業  

重点  

施策  
19 

重点  

施策  
20 

P17 

P18 

P23 

P24 

P24 

P32 

P33 

P33 

P40 

P40 

P45 

P47 

P51 

P51 

P56 

P60 

P63 

P66 

P66 

重点  

施策  
15 P52  
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「SDGs」は国際社会が共通の目標としている「持続可能な開発目標」の略

称です。  

SDGs は、17 の目標と 169 のターゲットからなり、さまざまな不平等や

格差をなくすための目標（目標 1 貧困をなくそう、目標 2 飢餓をゼロに）、

すべての人への健康と福祉、教育を提供するための目標（目標 3 すべての人

に健康と福祉を、目標 4 質の高い教育をみんなになど）、暴力や虐待からあら

ゆる人を守るための目標（目標 16 平和と公平をすべての人になど）、将来の

子どもたちに豊かな自然を残すための目標（目標 14 海の豊かさを守ろう、目

標 15 陸の豊かさも守ろうなど）など、私たちにも深く関連する目標がかかげ

られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この計画は、SDGｓの目標のうち特に、「３ すべての人に健康と福祉を」     

「４ 質の高い教育をみんなに」「８  働きがいも経済成長も」「9 産業と技術

革新の基盤をつくろう」「10 人や国の不平等をなくそう」「11 住み続けられ

るまちづくりを」「16 平和と公正をすべての人に」「17 パートナーシップ

で目標を達成しよう」の８つのゴールとのかかわりが深く、これらの目標への

貢献も意識し推進していきます。   
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第２章 

町田市がとりくむこと 
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用語の説明 

 

◆分野別の課題と施策 

現状と課題  

実態調査結果や前計画の振り返りなどを踏まえた分野別の現状と課題。  

 

主なとりくみ  

個別具体的な事業ではなく、「現状と課題」をふまえたとりくみの方向性を示

すもの。計画期間中は記載されたとりくみ内容に沿って具体的なとりくみを

検討・実施していく。  

 

重点施策（実行プラン）  

「主なとりくみ」の中から、基本目標を達成するために重点的にとりくむべ

き内容として選ばれたもの。具体的な事業を設定し、目標値などを定めて年

度ごとに進捗管理を行う。  

 

この分野に関係するサービスの見込量  

計画期間における障害福祉サービスや地域生活支援事業の種類ごとの必要な

量の見込。 

※各サービスの 20２０年度実績については、計画策定時点で実績が確定して

いないため、年度末時点の実績の予想を掲載。  

※サービス内容は巻末資料参照。  

 

◆国の指針と町田市の考え方  

「施設に入所されている人等の地域生活への移行」、「地域生活の継続の支

援」、「就労支援」といった、障がいがある人が自立した生活をおくる上での

課題に計画的に対応するために、計画策定にあたって国が示す指針の内容

と、それに対する町田市の考え方。  

課題に対するとりくみがどの程度すすんだかを評価するための指標も設定。  
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分野別の課題と施策  

 

 

 

 

 

現状と課題  

 

【スポーツ活動】 

・ 市では、障がい者スポーツ大会の開催、障がい者スポーツ教室・プール教

室の実施、スポーツ施設への障がい者スポーツ指導員の配置など、障がい

がある人がスポーツをする機会の提供や環境整備にとりくんでいます。 

・ スポーツ施設に関しては、障がいがある人の利用が進んでいない状況にあ

ります。障がいがある人のスポーツへの参加機会がひろがるよう、障がい

がある人もない人も一緒に楽しめるインクルーシブスポーツ※を推進し、

施設の利用促進に向け障がいがある人の施設利用案内の情報発信などに

とりくむ必要があります。 

・ また、市ではパラリンピックの開催を契機として、子どもたちを対象とし

た障がい者スポーツ体験教室の開催や大規模な障がい者スポーツ大会の

誘致などにとりくんでいます。共生社会の実現に向け、パラリンピック終

了後も障がい理解の普及啓発に向けたとりくみを継続していくことが求

められています。 

・ 実態調査では、知的障がいや精神障がいがある人でスポーツ活動への参加

を希望する意見が多いにもかかわらず活動機会が少ないといった声があ

げられています。また、余暇の過ごし方として、スポーツを楽しみたいと

回答した人は視覚障がいや聴覚障がい、知的障がいがある人で多く、年齢

別では学齢期の人が最も多い傾向となっています。  

 

※インクルーシブスポーツ…子どもから高齢者まで、障がいがある人も 

ない人も一緒に楽しめるスポーツ  

 

  

学び、文化芸術、スポーツ活動のこと 
１ 

担当部署：文化振興課、スポーツ振興課、オリンピック・パラリンピ

ック等国際大会推進課、障がい福祉課、生涯学習センター（組織順） 
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【文化芸術活動】 

・ 2018 年度に「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が施行

され、地方公共団体は、障がいがある人の文化芸術活動の推進に関して、

地域の特性に応じた主体的なとりくみを行うことが求められています。

市では、いつでも、どこでも、だれでも、あらゆる文化を楽しむことがで

きるよう、文化芸術活動の推進にとりくんでいます。 

・ 実態調査では、知的障がいや精神障がいがある人で文化芸術活動を含めた

余暇活動への参加を希望する意見が多いにもかかわらず活動機会が少な

いといった声があげられています。また、余暇の過ごし方として、芸術や

音楽鑑賞を楽しみたいと回答した人は視覚障がいや重度重複がいがある

人で多く、年齢別では 18 歳以上の人で多い傾向がみられます。  

 

【社会教育（生涯学習）】  

・ 市教育委員会では、障がいがある人に対する社会教育（生涯学習）事業を

推進しています。 

・ 生涯学習センターでは、障がいがある青年・成人みずから活動内容を企画

する障がい者青年学級を実施しています。青年学級の卒業生で組織した

「とびたつ会」が派生するなど活動が広がっています。  

・ 生涯学習センターでは、その他のとりくみとして、２０１８～2019 年

度には文部科学省の委託事業を活用した障がいがある人が対象の講座

「うたの教室」やダンス講座を実施しました。また、大人の学び直しの場

としての「まなびテラス」事業を実施しており、発達障がいや高次脳機能

障がいがある人も参加しています。  

・ 実態調査では、知的障がいや精神障がい（発達障がい含む）がある人を中

心に「障がいがある人が参加できる余暇活動が少ない」といった困りごと

の意見が多くあげられています。  

・市立図書館では、視覚障がい等のために通常の印刷文字による読書が困難

な人や肢体不自由や寝たきりで来館が困難な人のために、対面朗読、資料

貸出（点字、録音、CD、DVD、一般図書等の宅配含む）をおこない、学

習を支援しています。  

・ 実態調査によると、休日などの過ごし方として読書を希望する人の割合は、

視覚障がいが最も高くなっており、ニーズがうかがえます。また、2019

年度には、「視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する法律」が施
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行され、視覚障がいがある人等の読書環境整備の推進が求められています。 

  主なとりくみ 

 

【スポーツ活動】 

・ 引き続き、障がいがある人がスポーツを楽しめる機会の提供や環境整備

などをおこないます。 

・ 障がい者スポーツの普及啓発を通じ、障がい理解をひろげます。（⇒重

点施策１） 

 

【文化芸術活動】 

・  障がいがある人も文化芸術を楽しめる機会の提供や環境整備などをお

こないます。 

 

【社会教育（生涯学習）】  

・ 障がいがある人が学び続けられるように、社会教育（生涯学習）の機会

や内容の充実に向けとりくみをすすめます。（⇒重点施策２） 

 

 

  重 点 施 策（実行プラン）  

 

障がい者スポーツの普及啓発を通じ、障がい理解をひろげます。  

事業名 小学生を対象とした障がい者スポーツ体験教室開催  

所管課 オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課  

事業概要 
市内の小学校で、障がい者スポーツの体験教室キャラ
バンをおこないます。 

現状値 目標値 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

896 人（パラバド
ミントン体験会参
加予定人数） 

1,000 人 1,000 人 1,000 人 

  

重点  

施策  1 
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 この分野に関係するサービスの見込量  

 

障がいがある人が学び続けられるように、社会教育（生涯学習）の機

会や内容の充実に向けとりくみをすすめます。 

事業名 障がいがある人の学習成果を発表する場の充実  

所管課 生涯学習センター 

事業概要 

障がいがある人が、社会で生活しながら学び続けられ
るように、視覚や聴覚などの障がいに応じた学習プロ
グラムを開発します。その上で、発表の場を設けるこ
とで障がいがある人の生涯学習を推進します。  

現状値 目標値 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

障がいに応じた学
習プログラムの開

発 

障がいに応じた
学習プログラム
の実施と学習成
果の発表の場の

実施 

障がいに応じた
学習プログラム
の実施と学習成
果の発表の場の

実施 

障がいに応じた
学習プログラム
の実施と学習成
果の発表の場の

実施 

 

 

 

 

 

地域生活支援事業  

（１年あたり） 

  

実績値 見込量 

2018 

年度  

2019 

年度  

2020 

年度  

（見込）  

2021 

年度  

2022 

年度  

2023 

年度  

スポーツ・レクリエーション  

教室開催等  

 

・障がい児スポーツ教室  

・障がい児者水泳教室  

・障がい者スポーツ大会  

3事業  3事業  0事業  
※1 3事業  3事業  3事業  

 ※1 2020 年度については新型コロナウイルス感染拡大防止のためすべての事業が中止となりまし  

た。  

 ※サービスの内容説明  P98 

  

重点  

施策  
２  
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＜障がい者青年学級利用者の声＞ 

青年学級との出会いは私が 20 歳代の頃でした。初対面の人に対する不安が

ありましたが、皆さんが暖かく迎えてくれたことを覚えています。回数を重

ねるごとに緊張がとけていき、共に過ごす時間を楽しいと思えるようになり

ました。仲間の暖かさに助けられ人間らしさを取り戻すことが出来ました。

青年学級の活動をする中で考える力と積極性を身につけ、初めて滋賀で行わ

れた全国ピープルファースト※大会に参加しました。 

 

＜青年学級の写真＞    ＜ピープルファースト大会の写真＞ 

 

情熱をもって当事者活動に取り組む人達に大きな衝撃と刺激を受け、帰り

の新幹線の中で「町田にも本人活動の会をつくろう！」と熱く語り合いまし

た。後日準備会を立ち上げて、翌年度にはとびたつ会を立ち上げました。と

にかく取り組んでみたいことはやってみる精神で、平和や命に関する学習会

を開き、学んだこと、感じた思いを歌にして他の当事者活動の団体等が行う

イベントに出向いて歌をうたい、作文を読んで思いを伝えるようになりまし

た。コロナウィルスの感染が拡大して思うように活動が出来ない今ですが、

みんなで力をあわせて乗り越え、共に歩み続けたいと心から思います。 

 

＜とびたつ会の写真＞ 

 

※ピープルファースト…「わたしたちは、障がい者である前に、人間であ

る」という考えを最も大切にして、困難を抱えていても地域で当たり前に暮

らせる社会をつくることを目的とした知的障がいがある人の当事者運動。 

コ ラ ム 
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分野別の課題と施策  

 

 

 

 

 

現状と課題  

 

【障害福祉サービス等】 

・ 実態調査では、障害福祉サービスの満足度は外出の支援で６割、訪問支援

で７割以上、日中活動の支援で８割弱の利用者が「満足している」「どち

らかというと満足している」と回答しています。一方で、不満の理由とし

ては、時間数や人材の不足が挙げられています。  

・ 実態調査では、障害福祉サービス未利用者のうち 44.6％の方が支援が必

要と感じる困りごとがあると答えたにもかかわらず、、サービスを利用し

たいと答えた人はそのうちの 33.8％にとどまり、49.1%の人が「障害福

祉サービスのことを知らない、分からない」と答えています。必要とする

人が支援を受けられるように周知していく必要があります。  

 

【障がいがある人の地域での暮らし】  

・ 実態調査によると、障がいがある人（サービス利用者）の 81.2%が家族

と暮らしています。また、自宅での支援は家族からが 86.2%、訪問支援

サービスが 28.0％となっており（複数回答）、サービスを併用しつつも家

族からの支援を受けている現状がうかがえます。また、実態調査（施設入

所者）では、「施設入所の理由」として「家族による介護が難しくなった」

が 54.1％あり、これまでの支援では、家族が介護できなくなると施設に

入所せざるを得ない一面があったことが浮き彫りになっています。  

・ 市内では今後６年間で新たに 300 名以上の知的障がいがある人が 50 歳

に達し、また、その親の世代が７５歳以上の後期高齢者となる見込みです。

障がいがある人の重度化・高齢化や「親なきあと」に対応した支援が必要

です。 

・  成人した障がいがある人の生活を家族が支えているという現状がうかが

えます。障がいがある人が地域で自立した生活を送れるよう支援する必

要があります。 

  

暮らすこと  

２ 
担当部署：指導監査課、障がい福祉課、保健所（組織順）  
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・ 前計画中に軽度の障がいがある人のグループホームが充足した一方で、重

度の障がいがある人の入居できるグループホームは不足しています。重

度の障がいがある人の入居できるグループホームが増えることが望まれ

ています。 

・ 障がいがある人の移動のための、タクシー券の支給についての要望が寄せ

られています。 

 

【地域生活への移行】  

・ 施設入所者の地域生活への移行は十分に進んでいません。  

・ 長期入院の精神障がいがある人の地域移行をさらにすすめていくことが

必要です。 

 

【精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築】  

・ 保健・医療・福祉分野の連携に関しては、勉強会や情報共有が中心となっ

ており、長期入院されている精神障がいがある人の地域移行等に関する

協議の場の設置にはいたっていません。  

・ 前計画期間において、精神障がいがある人を受け入れ可能なグループホー

ムの開設が増え、長期入院の人も含め地域で安心して生活するための基

盤整備が進んでいます。  

・ 精神障がいがある人の地域での暮らしを支えるしくみ（精神障がいにも対

応した地域包括ケアシステム）をつくることが求められています。  

 

  主なとりくみ 

 

【障害福祉サービス等】 

・ 障がいがある人が適切なサービスを受けながら地域で暮らせるよう、障

害福祉サービス等の見込み量を設定し、サービス基盤を整備していきま

す。 

・ 訪問系サービスについては、本人や家族の状況の変化に対応した適切な

支給決定をおこないます。  

・ 日常生活用具給付等事業については、引き続き、品目や基準額について

適切な給付ができるようとりくみます。  
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・ 移動支援事業については、利用者のニーズを注視しながら時間数等の検

証・見直しをおこない、事業を推進していきます。  

・ 支援を必要とする人が適切なサービスの相談につながるよう、地域の障

がい者支援センターの認知度を高める方策等について検討・実施します。 

・ 障害福祉サービス等の質を向上させるために、事業所への第三者評価の

受審促進や市民への周知をおこないます。また、障害福祉サービス事業

所に対する利用者や家族からの苦情相談に対応し、事業所への指導・助

言を継続するとともに、実地指導の結果や改善状況の活用をはかります。 

・ 事業所の支援人材の確保のための方策を検討します。また、サービスの

質の向上のための人材育成に向けたとりくみをすすめます。（⇒重点施

策 20 ｐ6６） 

・ タクシー券支給についての要望、車いすでも利用できるタクシーの整備

状況、障がい者手帳のカード化にともなう多機能化の進展状況および合

理的配慮の普及状況を踏まえ、障がいのある人の移動・アクセスを保障

するためのさまざまな方策のあり方を検討します。  

 

【障がいがある人の地域での暮らし、地域生活への移行】  

・ 地域生活につなげるため、施設入所者の区分認定調査時や計画相談のモ

ニタリングなどの場を通じ、地域生活の意向の聞き取りを引き続きおこ

ないます。 

・ 障がいがある人が、十分な情報を受けたうえで、グループホームや一人

暮らしなど、自身の希望に応じて地域での生活ができるよう支援します。 

・ 地域生活支援拠点等※の整備および充実をはかり、障がいがある人が地

域で自立した生活をおくれるような支援体制を構築します。（⇒重点施

策３） 

※地域生活支援拠点等…地域生活支援拠点等とは、障がいの重度化・  

高齢化や「親なき後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場  

所や体制のことです。居住支援のための主な機能は、①相談②緊急  

時の受け入れ・対応③体験の機会・場、④専門的人材の確保・養  

成、⑤地域の体制づくりの５つとしています。  

 

・ 特定相談支援事業所に対し、地域移行を促進する担い手となる指定一般

相談事業所を設置するよう促します。  
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・ グループホームの開設相談のほか、施設整備補助は可能な限り実施しま

す。特に重い障がいがある人が利用しやすい基盤の整備につとめます。

（⇒重点施策 5） 

・ 高齢化や障がいの重度化に対応する新たなグループホームの類型であ

る日中サービス支援型グループホームの開設に向けた評価会議を開催

し、利用者のニーズなど、町田市の実情に応じた事業所の整備を進めま

す。 

 

【精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築】  

・ 地域で生活するために必要なサービスの周知をおこないます。（⇒重点

施策１５） 

・ 保健所及び市内精神科病院、障がい者支援センター等との定期的な連携

をはかります。（⇒重点施策４） 

  重 点 施 策（実行プラン）  

 
地域生活支援拠点等の整備および充実をはかり、障がいがある人が  

地域で自立した生活をおくれるような支援体制を構築します。  

事業名 地域生活支援拠点等が有する機能の充実  

所管課 障がい福祉課 

事業概要 

地域生活支援拠点等について、①各地域の障がい者支
援センターを中心とした面的整備をおこないます。ま
た、②地域生活支援拠点等の機能について、町田市障
がい者施策推進協議会において年 1 回以上、運用状況
の検証・検討をおこないます。 

現状値 目標値 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

①未設置 
②－ 

①地域生活支援 
拠点等の設置 
②年１回以上 

①拠点機能の 
充実 

②年１回以上 

①拠点機能の 
充実 

②年１回以上 

 

  

重点  

施策  
３  
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保健所及び市内精神科病院、障がい者支援センター等との定期的な  

連携をはかります。  

事業名 
精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築に
向けた保健・医療・福祉の連携  

所管課 障がい福祉課 

事業概要 

精神障がいがある人が安心して地域で生活できるよ
う、保健・医療・福祉関係者が定期的に連携できるネ
ットワーク会議を設置します。  
会議において、長期入院者が地域で安心して生活でき
るような基盤整備に向けた協議を計画的に実施してい
きます。 

現状値 目標値 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

保健・医療・福祉
関係者による協議

の場の検討 

保健・医療・福
祉関係者による
会議体の設置 

協議の実施 
年 2 回 

協議の実施 
年 2 回 

 

グループホームの開設相談のほか、施設整備補助は可能な限り実施し  

ます。特に重い障がいがある人が利用しやすい基盤の整備につとめま 

す。 

事業名 
重い障がいがある人が利用できるグループホームのあ
り方の検討（会議の実施）  

所管課 障がい福祉課 

事業概要 

重い障がいがある人の利用や高齢化を含めた多様なニ
ーズに対応し、町田市内にグループホームを計画的に
整備していくための検討をおこないます。 
町田市だけでなく、市内・市外の事業者や障がい者支
援センター等と連携し、当事者のニーズ把握や事例等
の収集をおこないながら検討を進めます。  

現状値 目標値 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

― 
会議体の設置に
関する検討 

グループホーム
のあり方の検討 

検討に基いた施
策の実施 

 

  

重点  

施策  
４  

重点  

施策  
５  
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＜日中サービス支援型グループホームについて＞  

 

日中サービス支援型グループホームとは、障がいの重度化・高齢化に対応

できる新たな類型のグループホームです。障がいが重度であったり、高齢な

どで施設への通所が困難になった人が、日中もグループホームで支援を受け

ることができます。 

グループホームの開設にあたっては、事業者は開設する市の協議会等には

かり、また、開設後も、運営状況について協議会等で評価を受ける必要があり

ます。 

町田市では、2020 年度から町田市障がい者施策推進協議会において事業

者の評価会議をおこなっています。日中サービス支援型グループホームは全

国で事業所数が増加していますが、介助ニーズの高い人の受け入れや日中の

活動プログラムの充実など、町田市の状況にあった事業所の開設を推進して

いく必要があります。  

町田市では、重度重複障がいがある人、医療的ケアの必要な人、介助ニーズ

の高い人が利用でき、日中も充実した活動が行える日中サービス支援型グル

ープホームの開設について、引き続き事業者に求めていきます。  

コ ラ ム 
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 この分野に関係するサービスの見込量  

 

 

 

障害福祉サービス 

 

【訪問系サービス】                  （１か月あたり） 

サービス名 項目 

実績値 見込量 

201８  

年度  

2019 

年度  

2020 

年度  

（見込）  

2021 

年度  

2022 

年度  

2023 

年度  

居宅介護  
利用者数  478人  493人  519人  547人  576人  607人  

利用時間数  8,590時間  8,691時間  9,271時間  9,771時間  10,289時間 10,843時間 

重度訪問介護  
利用者数  127人  132人  136人  140人  144人  149人  

利用時間数  35,104時間 35,066時間 37,057時間 38,147時間 39,237時間 40,599時間 

同行援護  
利用者数  123人  126人  131人  137人  143人  149人  

利用時間数  3,059時間  2,961時間  3,198時間  3,344時間  3,491時間  3,637時間  

行動援護  
利用者数  11人  13人  16人  19人  22人  25人  

利用時間数  256時間  336時間  406時間  482時間  558時間  634時間  

重度障害者等
包括支援  

利用者数  0人  0人  0人  0人  0人  0人  

※サービスの内容説明  P94 

 

【居住系サービス】                   （１か月あたり） 

サービス名 項目 

実績値 見込量 

201８  

年度  

2019 

年度  

2020 

年度  

（見込）  

2021 

年度  

2022 

年度  

2023 

年度  

自立生活援助  
利用者数  

（内 精神）  

0 人  

（0 人） 

0 人  

（0 人） 

3 人  

（2 人） 

4 人  

（2 人） 

5 人  

（3 人） 

5 人  

（3 人） 

共同生活援助  
利用者数  

（内 精神）  

410 人  

（88 人） 

447 人  

（95 人） 

484 人  

（102 人） 

521 人  

（109 人） 

558 人  

（116 人） 

595 人  

（123 人） 

施設入所支援  利用者数  236 人  235 人  234 人  233 人  232 人  231 人  

※サービスの内容説明  P95  
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地域生活支援事業  

（１年あたり） 

事業名  

実績値  見込量  

2018

年度  

2019

年度  

2020

年度  

（見込）  

2021

年度  

2022

年度  

2023

年度  

日常生活用具給付等事業  
  

 
   

 

介護･訓練支援用具  50件  59件  60件  60件  60件  60件  

自立生活支援用具  89件  74件  100件  100件  100件  100件  

在宅療養等支援用具  60件  65件  70件  70件  70件  70件  

情報・意思疎通支援用具  163件  214件  170件  170件  170件  170件  

排泄管理支援用具  8,387件  8,708件  9,000件  9,000件  9,000件  9,000件  

住宅改修費  20件  9件  30件  30件  30件  30件  

移動支援事業  629人  665人  690人  720人  750人  780人  

福祉ホーム  １か所  １か所  1か所  １か所  １か所  1か所  

訪問入浴サービス  30人  30人  30人  30人  30人  30人  

※サービスの内容説明  P98 
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分野別の課題と施策  

 

 

 

 

 
※障害者優先調達推進法…障がいがある人が働く障害福祉サービス事業所・企業などが供給する物品

やサービスを行政機関が率先して購入・受注し、就労する障がいがある人の自立をすすめることを

目的とした法律です。  

 

現状と課題  

 

【日中活動・就労系の障害福祉サービス※1】 

・ 特別支援学校の卒業生など新たに活動場所を希望する人や、年を重ねると

ともに働きづらくなり、他の活動場所を希望する人が増えています。町田

市では重い障がいがある人が通える場が少なく、状況や希望に沿った場

所に通えないことがあります。  

・ 実態調査では、日中活動系サービスに関して事業所数の少なさや支援にあ

たる職員の人手不足といった不満の意見があげられています。このよう

な状況が、サービスの利用ニーズがあっても希望どおりに利用できてい

ない人がいる問題がある背景要因となっていることがうかがえます。  

・ 就労継続支援を利用する人が増えていますが、「工賃や給与が少ない」と

の不満があげられています。障がいがある人が自立して生活できるよう、

工賃や給与を向上させていく必要があります。  

・ 障がいがある人の自立生活に向け、家族から離れて過ごす体験の場として

短期入所を利用する人が増えています。市内の短期入所事業所は増加し

ていますが、十分なサービス量を確保できている状況にあるとはいえま

せん。 

 

【企業や公的機関などでの就労】  

・ 前計画期間における一般就労※2 への移行者数は、障害者雇用促進法の改

正などもあり大きく増加しました。特に精神障がいがある人の就労が進

んでいます。その一方で、職場環境や仕事内容、人間関係、生活環境など

の要因で退職する人も多く、職場定着率に課題があります。  

 

日中活動・働くこと  

３ 
担当部署：職員課、障がい福祉課、障害者優先調達推進法※に関わる

すべての部署（組織順）  
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・  市役所の障がい者雇用率は、2020 年度時点で 2.25％と法定雇用率

（2020 年度 2.5％、2021 年度 2.6％）に至っていません。引きつづ

き障がい者雇用の対象や人数の拡大が課題となっています。  

・ 市役所では、庁内の郵送や事務補助等の業務で知的障がいがある人のチャ

レンジ雇用※3 を実施しています。また、特別支援学校の職場実習生の受

入れもおこなっています。  

・ 実態調査では、差別や偏見を受けたことがある人のうち、企業などで働

く人の約半数が仕事や収入での差別をあげています。雇用する側の障が

い理解を高めていくことが必要です。  

※1 就労系の障害福祉サービス…障害福祉サービスの一形態として就

労や生産活動の機会を提供するもので、雇用契約にもとづく就労継

続支援 A 型、雇用契約のない就労継続支援 B 型があります。また、

一般就労に向けた訓練を行う就労移行支援のサービスもあります。  

※2 一般就労…雇用契約にもとづく、一般企業等への就労のことをい

います。 

※3 チャレンジ雇用…障がいがある人が一般就労へ向けた経験を積む

ため、国・都道府県・区市町村などの行政機関や公立学校におい

て、期限を定めて雇用する形態です。  

 

【支援機関や障害福祉サービス等の利用】  

・ 実態調査では、ひとり暮らしの人のうち、約半数が平日の日中を「主に自

宅で過ごしている」と回答しています。障害福祉サービス等を利用してい

ない 19～65 歳未満の人では、自宅のみで過ごしている人が 23.5％で、

特に精神障がいで多くなっています。また、自宅で過ごしている人の約６

割が、支援が必要な困りごとを感じています。障がいがある人が支援につ

ながらず孤立してしまう状況の解決や、障がいの特性に合った多様な活

動の場が求められています。  

・ 実態調査では、障害福祉サービス等を利用していない人にサービスの利用

意向を聞いたところ、「利用したいと思うことがある」が 20.9％、「サー

ビスのことを知らない、わからない」が 35.6％という回答結果になって

います。潜在的なサービスの利用ニーズがありながらも、サービスのこと

を知らないために利用につながっていない人が一定数いることが考えら

れるため、支援機関やサービスの情報を広く周知するとりくみが必要で

す。 
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・ 実態調査では、サービスの中で就労に関する支援を希望する人が最も多く、

精神障がいで約半数と特に多くなっています。将来望む生活についても、

「働きたい」「自立したい」といった意見が多く寄せられ、就労のニーズ

が特に高いことがうかがえます。障がいの特性、疾病の症状などに応じた

支援ニーズは多岐に渡るため、さまざまな関係機関と連携した支援をおこ

なう必要があります。  

 

  主なとりくみ 

 

【日中活動・就労系の障害福祉サービス】 

・ 市内には、車いす利用者や重い障がいがある人、強度行動障がいがある

人、医療的ケアが必要な人が利用できる事業所が少ないため、日中活動

の場の確保を支援していきます。（⇒重点施策 6） 

・ 重度重複障がいがある人や医療的ケアが必要な人など、特に重い障がい

がある人を対象にした事業所では、手厚い人員配置や専門性の高い技術、

特別な環境整備などの運営体制を確保・維持する必要があるため、事業

所を支援していく施策のあり方を検討します。（⇒重点施策 6） 

・ 日中活動を希望する、すべての障がいがある人の活動参加を保障するた

めに、事業所の開設・事業継続のための支援にとりくみます。  

・ 短期入所については、単独型施設の開設やグループホーム開設時の併設

を促進します。（⇒重点施策 11 ｐ4５） 

・ 事業所の職員体制が充実し、高齢化や重度化をみすえた質の高い支援が

できるよう、事業所や関係機関などと協働しながら、支援に必要な人材

の確保や育成のための方策を検討します。（⇒重点施策 20 ｐ6６） 

・ 障害者優先調達推進法にもとづく物品やサービスの購入を推進し、市で

定める目標額を毎年達成できるようとりくみます。また、市役所以外に

も購入を広げるとりくみをおこない、障がいがある人の工賃や給与の向

上につながるようつとめます。 
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【企業や公的機関などでの就労】  

・ 障がいがある人の就労と、働き続けるための支援をよりいっそうすすめ

ます。（⇒重点施策 7） 

・ 市内の企業や公的機関に対して、障がい者雇用や障がい理解を促進する

ためのはたらきかけをおこない、障がいがある人が身近な地域で働くこ

とができる環境を整えます。  

・ 市民・事業者等の障がい理解がひろがるよう、さまざまな機会や媒体を

通じた普及啓発を行うとともに、障がい者差別に関する法律や相談窓口

についても広く周知するためのとりくみをすすめます。 

・ 2021 年度から開始する「町田市障がい者活躍推進計画」※を推進し、

市役所の障がい者雇用の拡充、職場の環境づくり、障がい理解や相談体

制の充実等をはかります。知的障がいや精神障がいがある人などの雇用

の拡充についても、引き続きとりくみをすすめます。 

・ 障がい者就労・生活支援センター等を中心とした、支援機関の強固な連

携体制の構築に向けとりくみます。（⇒重点施策 8） 

・ ひきつづき、公共職業安定所、商工会議所、企業、教育機関、障がい者

就労・生活支援センター等と連携しながら、就労支援を進めていきます。 

・  障がい者合同就職面接会や企業向けの雇用セミナーの開催支援を推進

し、企業や参加者の増加をはかります。 

・ 地域での就労・生活の支援体制の確保及び個々の障がいに応じたきめ細

やかな支援のため、引き続き複数のセンター体制で実施していきます。 

・ 就労系の障害福祉サービス事業所を利用する人の一般就労への移行や、

一般就労した人の就労定着支援の利用を促進できるよう、市から事業所

にはたらきかけをおこないます。 

※町田市障がい者活躍推進計画…町田市が事業主として、障がい者雇 

用の推進や、市役所で働く全ての職員が障がいの有無に関わらず、能

力を発揮して活躍できる職場づくりを推進するための計画です。  
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【支援機関や障害福祉サービス等の利用】  

・ 障がいがある人の日中の居場所づくりや地域活動を支える場として、地

域活動支援センターまちプラ事業の検証をおこない、充実をはかります。 

・  日中の一時的な見守り支援や活動の場を確保する日中一時支援につい

ては、他のサービス等も含め、ニーズに応えられるよう検討していきま

す。 

・ 支援を必要とする人に適切に情報提供や支援をおこなうことができるよ

う、体制づくりを検討します。  

 

 

  重 点 施 策（実行プラン）  

 

市内には、車いす利用者や重い障がいがある人、強度行動障がいが  
ある人、医療的ケアが必要な人が利用できる事業所が少ないため、  
日中活動の場の確保を支援していきます。  

事業名 
既存の事業所の活用による、重い障がいがある人の日
中活動の場の確保方策の実施  

所管課 障がい福祉課 

事業概要 

既存の事業所の活用により、重い障がいがある人の日
中活動の場を確保を進めていきます。具体的には、①
重い障がいがある人を受け入れている日中活動系事業
所の事例を収集し、好事例集としてまとめ、市内事業
所への共有や新たな事業所の参入を促進するツールと
しての活用をおこないます。また、②特に重い障がい
がある人を対象とした事業所への支援施策のあり方を
検討します。 

現状値 目標値 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

－ 
①好事例の収集 
②事業所の運営
課題の把握 

①好事例集の活用
に向けた検討 

②事業所の運営 
課題の分析 

①好事例集の活用 
②事業所支援の
あり方の検討 

 

  

重点  

施策  
6 
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障がいがある人の就労と、働き続けるための支援をよりいっそうす  
すめます。 

事業名 障がいがある人の就労に関する実態調査  

所管課 障がい福祉課 

事業概要 

実態調査では、障害福祉サービス未利用者の就労支援
のニーズが高いこと、一般企業で働く障がいがある人
が仕事や収入の面で差別や偏見を感じていることがわ
かりました。 
そこで、障がいがある人と企業や公的機関に対して障
がい者雇用に関する調査をおこない、一般就労と職場
定着のために必要とされていることについて把握しま
す。 

現状値 目標値 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

－ 調査内容検討 調査実施・分析 調査結果の活用 

 

 

障がい者就労・生活支援センター等を中心とした、支援機関の強固な
連携体制の構築に向けとりくみます。  

事業名 
障がい者就労・生活支援センター等を中心とした連携
強化会議 

所管課 障がい福祉課 

事業概要 

障がい者就労・生活支援センター等の支援機関では、
地域の障がい者支援センターやハローワーク、障害福
祉サービス事業所、特別支援学校など、様々な機関と
連携をとりながら支援をおこなっています。各機関と
の連携を強化するために、会議を活用して情報共有の
あり方や支援のつなぎ方のルールの検討などをおこな
い、支援力の向上を目指します。  

現状値 目標値 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

－ 会議体制の検討 会議１回 会議２回 

 

  

重点  

施策  

 

7 

重点  

施策  
8 
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＜就労の支援機関＞ 

・仕事を探す場合は、ハローワーク（公共職業安定所）で相談できます。 

障がい専門の窓口も設置されています。  

・就職活動のアドバイスや就職後のサポートは、町田市障がい者就労・生

活支援センター（りんく・Let’s（レッツ））、就労支援センターらいむ

などの市内の支援機関や、市外の広域な支援機関である障害者就業・生活

支援センターTALANT（タラント）を利用することができます。 

・障害福祉サービスでは、就労移行支援や就労継続支援、就労定着支援な

どの事業所があり、就労に向けた訓練や生産活動、就職後のサポートをお

こなっています。詳しくは地域の障がい者支援センターにお問い合わせく

ださい。 

他にも、知識や能力をつけるためのさまざまな訓練機関があります。  

  

 支援機関の問合せ先 

ハローワーク町田  

（公共職業安定所）専門援助部門  

電話 042-732-7316 

FAX 042-732-8724 

所在地 町田市森野 2-28-14 

町田合同庁舎 1 階  

町田市障がい者就労・生活支援  

センター りんく  

※主に身体・知的障がい対象  

電話 042-728-3161 

FAX 042-728-3163 

所在地 町田市原町田 4-24-6 

せりがや会館内  

町田市障がい者就労・生活支援  

センター Let’s（レッツ）  

※主に精神・発達・高次脳機能  

障がい対象  

電話 042-728-3162 

FAX 042-728-3164 

所在地 町田市原町田 4-24-6 

せりがや会館内  

就労支援センター らいむ 電話 042-721-2460 

FAX 042-721-2460 

所在地 町田市中町 1-9-20 

ハピネス中町 101 号  

障害者就業・生活支援センター

TALANT（タラント） 

電話 042-648-3278 

FAX 042-648-3598 

所在地 八王子市明神町 4-5-3 

橋捷ビル 4 階  

 

コ ラ ム 
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＜地域活動支援センター まちプラ＞ 
 

町田市では、市内在住で継続的に精神科や心療内科に通院している方が 

創作的活動・生産活動・社会との交流・生活上の困りごとの相談ができる 

場として「地域活動支援センター まちプラ」を設置しています。  

 利用者からは、「社会とのつながりの場として、まちプラがもっと楽しく  

活気のあるものになるよう盛り上げてほしい。」という声がよせられていま  

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活動支援センター  まちプラ 

郵便  １９４－００１３  

住所  町田市原町田４－２４－６  せりがや会館４階 

電話  ０４２－７２２－０７１３  

ＦＡＸ ０４２－７０９－３６５２  

 

開所日・開所時間  

・月曜日から金曜日の午前９時から午後６時  

（お問合せは午前１０時から午後５時） 

・日曜日、土曜日、祝日、年末年始は閉所  

コ ラ ム 
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 この分野に関係するサービスの見込量  

 

 

 

 

障害福祉サービス 

（１か月あたり） 

サービス名 項目 

実績値 見込量 

2018 

年度  

2019 

年度  

2020 

年度  

（見込）  

2021 

年度  

2022 

年度  

2023 

年度  

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス 

生活介護  
利用者数  1,059 人  1,076 人  1,114 人  1,153 人  1,193 人  1,235 人  

利用日数  20,318日  20,519日  22,280日  23,060日  23,860日  24,700日  

自立訓練  

（機能訓

練）  

利用者数  2 人  3 人  4 人  6 人  6 人  6 人  

利用日数  15 日  36 日  64 日  100 日  100 日  100 日  

自立訓練  

（生活訓

練）  

利用者数  32 人  39 人  39 人  41 人  45 人  50 人  

利用日数  538 日  633 日  633 日  665 日  730 日  812 日  

宿泊型  

自立訓練  

利用者数  11 人  9 人  21 人  21 人  21 人  21 人  

利用日数  308 日  251 日  618 日  618 日  618 日  618 日  

就労移行支

援  

利用者数  126 人  141 人  151 人  162 人  174 人  187 人  

利用日数  2,094 日  2,295 日  2,433 日  2,579 日  2,734 日  2,899 日  

就労継続支

援（Ａ型）  

利用者数  118 人  115 人  120 人  120 人  120 人  120 人  

利用日数  2,342 日  2,246 日  2,320 日  2,320 日  2,320 日  2,320 日  

就労継続支

援（Ｂ型）  

利用者数  778 人  806 人  824 人  842 人  861 人  880 人  

利用日数  12,599日  13,078日  13,353日  13,633日  13,919日  14,211日  

就労定着支援  利用者数  23 人  47 人  62 人  65 人  68 人  71 人  

療養介護  利用者数  51 人  47 人  52 人  54 人  56 人  58 人  

短期入所  

（福祉型）  

利用者数  171 人  224 人  251 人  281 人  314 人  351 人  

利用日数  912 日  1,110 日  1,184 日  1,264 日  1,349 日  1,439 日  

短期入所  

（医療型）  

利用者数  28 人  31 人  31 人  32 人  33 人  34 人  

利用日数  207 日  216 日  229 日  237 日  244 日  252 日  

※サービスの内容説明  P94-95 
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地域生活支援事業 

（１年あたり） 

事業名  

実績値 見込量 

2018 

年度  

2019 

年度  

2020 

年度  

（見込）  

2021 

年度  

2022 

年度  

2023 

年度  

地域活動支援センター機能  
強化事業  

実施  実施  実施  実施  実施  実施  

日中一時支援  未実施  未実施  未実施  検討  検討  検討  

知的障害者職親委託  1 人  1 人  1 人  1 人  1 人  1 人  

自動車運転免許取得・改造  
助成 

15 件  8 件  15 件  16 件  16 件  16 件  

※サービスの内容説明  P98 
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分野別の課題と施策  

 

 

 

 

 

現状と課題  

 

【相談支援体制】 

・ 市内５地域にある障がい者支援センターが、地域の相談拠点としての役割

を担っています。 

・ 実態調査では、障害福祉サービス利用者の 80.7%、障害福祉サービス未

利用者の 41.4%が障がい者支援センターのことを「知っている」と答え、

障害福祉サービス未利用者では 56.3%が知らない状況にあります。  

・ 実態調査によると、障がい者支援センターの満足度は地域によって差が

みられます。 

・ 障がい福祉課は、基幹相談支援センターとして、各障がい者支援センター

の相談の推進をはかるため、窓口対応や相談についての技術的助言を行

うとともに、障がい者虐待や障がい者差別、成年後見制度等の権利擁護に

関する相談に対応しています。  

・ 計画相談件数は増加していますが、他市と比較して、サービス等利用計画

の作成率が低い状況にあります。また、すべてのサービス利用者の計画を

作成可能な事業所数の確保には至っていません。  

・ 実態調査によると、６５歳未満の障害福祉サービス未利用者で、平日の日

中を自宅のみで過ごしている障がいがある人は、就労や通学など自宅以外

での過ごし方がある人と比べて、困り事を感じている割合が高くなってい

ます。困り事を抱えながらも、相談先が分からなかったり、障害福祉サー

ビスにつながっていない障がいがある人にどのようにアプローチしてい

くかが課題です。 

・ 高齢化した親が中高年の引きこもりの子どもを支える世帯で、どこにも

相談先につながらず孤立しているケースが指摘されています。（80・50

問題） 

  

相談すること 

４ 
担当部署：障がい福祉課、ひかり療育園（組織順）  
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  主なとりくみ 

 

【相談支援体制】 

・ 障がい者支援センターと民間の相談支援事業所の支援力のさらなる向上

に引き続きとりくんでいきます。（⇒重点施策 9） 

・ 障がい者支援センターの認知度を高める方策について検討します。  

・ 計画相談を行う民間の特定相談支援事業所を増やすようつとめていきま

す。 

・ 障がいがある人や家族、支援者に対して、地域での自立した生活のための

計画相談が行なえるよう事業所を支援します。  

・ 困り事があっても相談先が分からなかったり、障害福祉サービスにつな

がっていない人に対する情報提供について検討します。  

・ 課題を抱え、孤立している障がいがある人・家庭に対する情報提供や相談

支援、訪問支援をおこなっていきます。（⇒重点施策 10） 

・ 障がい福祉課は、引き続き、各障がい者支援センターへの技術的助言や

関係機関との連携、障がい者虐待や障がい者差別に関する相談等、基幹

相談支援センターとしての役割を担っていきます。  

・ 障がい者支援センターは、地域支援拠点等の機能を担い、困りごとをか

かえる障がいがある人をきめ細かく支援していきます。  

・ 地域のニーズ・情報を常に共有するために、相談支援部会、障がい者支

援センターや計画相談支援事業所の連絡会等を定期開催します。  
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  重 点 施 策（実行プラン）  

 

障がい者支援センターと民間の相談支援事業所の支援力のさらなる  

向上に引き続きとりくんでいきます。  

事業名 相談支援体制の強化  

所管課 障がい福祉課 

事業概要 

町田市の特徴である 5 つの障がい者支援センターを相
談支援体制の中核としながら、市と民間相談支援事業
者の 3 者が協働して研修・連絡会を開催し、総合的に
問題解決ができる、切れ目のない支援のための相談支
援体制の強化を図ります。  

現状値 目標値 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

市・地域障がい者
支援センター・相
談支援事業所が協
働した研修・連絡
会の開催 年３回 

市・地域障がい
者支援センタ
ー・相談支援事
業所が協働した
研修・連絡会の
開催 年３回 

市・地域障がい
者支援センタ
ー・相談支援事
業所が協働した
研修・連絡会の
開催 年３回 

市・地域障がい
者支援センタ
ー・相談支援事
業所が協働した
研修・連絡会の
開催 年３回 

 

 

課題を抱え、孤立している障がいがある人・家庭に対する情報提供や
相談支援、訪問支援をおこなっていきます。 

事業名 
課題を抱え孤立している障がいがある人・家庭への相
談支援 

所管課 ひかり療育園・障がい福祉課  

事業概要 

８０・５０問題に象徴されるような、課題を抱えつつ
も、相談先がわからず孤立を深めている障がいがある
人・家庭に対して、基幹相談支援センター（障がい福
祉課）・障がい者支援センターや、その他関係機関が連
携して、相談支援活動を行う事業です。この事業を展
開することで、障がいがある人の「親なき後（養護者
や生計を支えてきた家族が不在となった後）」を見据え
た相談支援体制の強化を目指します。  
事業の展開にあたっては、①対象となる障がいがある
人・家庭の実態把握、②個別訪問を含めた相談支援活
動の実施、といったとりくみについて、段階的・継続
的におこなっていくこととなります。  

現状値 目標値 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

ひかり療育園訪問
事業における個別
ケースへの訪問支

援 

①調査方法検討 
 

①調査の実施 
②相談支援の実
施 

①調査の実施 
②相談支援の実
施 
 

 

重点  

施策  
9 

重点  

施策  
10 
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 この分野に関係するサービスの見込量  

 

 

 

 

障害福祉サービス 

（１年あたり） 

サービス名 項目 

実績値 見込量 

2018 

年度  

2019 

年度  

2020 

年度  

（見込）  

2021 

年度  

2022 

年度  

2023 

年度  

相
談
支
援 

基本相談

支援 
  実施  実施  実施  実施  実施  実施  

計画相談

支援 

利用者数  1,770人  2,036人  2,510人  3,095人  3,816人  4,705人  

指定特定相談支

援事業所 箇所数 
25箇所  26箇所  27箇所  28箇所  29箇所  30箇所  

地域移行

支援 

利用者数  

(内精神) 

5 人  

（5 人） 

4 人  

（4 人） 

4 人  

（4 人） 

4 人  

（4 人） 

5 人  

（5 人） 

5 人  

（5 人） 

地域定着

支援 

利用者数  

(内精神) 

1 人  

（1 人） 

2 人  

（2 人） 

2 人  

（2 人） 

4 人  

（4 人） 

5 人  

（5 人） 

5 人  

（5 人） 

 ※サービスの内容説明  P96 

 

 

地域生活支援事業 

（１年あたり） 

事業名  

実績値  見込量  

2018 

年度  

2019 

年度  

2020 

年度  

（見込）  

2021 

年度  

2022 

年度  

2023 

年度  

相

談

支

援

事

業  

障害者相談支援事業  実施  実施  実施  実施  実施  実施  

基幹相談支援センタ

ー等機能強化事業※  

機能として 

実施※ 

機能として 

実施 

機能として 

実施 

機能として 

実施 

機能として 

実施 

機能として 

実施 

住宅入居支援事業  

（居住サポート事

業）※  

未実施  検討  実施  
機能として 

実施 

機能として 

実施 

機能として 

実施 

※機能として実施…地域生活支援事業としての事業要件を完全に満たすものではないが、市を含め  

た関係機関における相談支援や障害福祉サービスの提供等の結果として当該機能を有すもの。  

 基幹相談支援センター等機能強化事業…町田市では基幹相談支援センター（障がい福祉課）に福  

祉選任職や保健師といった専門的職員を配置し総合的・専門的な相談支援や相談支援事業者等に  

対する指導・助言等をつうじて地域の相談支援体制の強化にとりくんでいます。  

住宅入居支援事業…地域移行支援や地域定着支援を提供する際に一般住宅への入居に必要な調整  

等に関する支援が行われています。  

 

※サービスの内容説明  P97 
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分野別の課題と施策  

 

 

 

 

 

現状と課題  

 

【結婚・出産・子育て】  

・ 実態調査では結婚・出産・子育ての経験について、「結婚したことがある」

が 29.4%、「出産・子育てしたことがある」が 20.1%でした。障がい種

別ごとに見ると、「結婚したことがある」は視覚障がいと聴覚障がいで６

割台、肢体・内部・音声障がいで 5 割台です。一方、精神障がいでは 12.7%、

知的障がいでは 1.6%となっています。障がいに気づいた時期別にみると、

「結婚したことがあるは 65 歳以上で 80.9%、19～64 歳のときで

51.6%と多くなっています。  

・ 実態調査では結婚や子育てをするにあたりどのようなことが必要か（複数

回答）については、経済的な支援が最も多く、次いで障がい理解の促進、

（障がいがある人）本人の就労支援、相談支援の充実が挙げられました。  

 

【障がいがある人の家族支援】 

・ 調査結果から、障がいがある人（サービス利用者）の 81.2%が家族と暮

らしており、また、自宅での支援は家族からが 86.2%、訪問支援サービ

スが 28.0％となっており（複数回答）、サービスを併用しつつも家族か

らの支援を受けている現状があります。  

・  成人した障がいがある人の生活を家族が支えているという現状がありま

す。家族の負担を軽減するレスパイトケアや相談支援が求められていま

す。 

・  障がいがある人の家族の就労や経済的なことに関する相談支援が課題で

す。 

  

家庭を築くこと・家族を支えること 

５ 
担当部署：障がい福祉課、保健所、子ども家庭支援センター（組織順） 
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  主なとりくみ 

 

【結婚・出産・子育て】  

・ 障がいがある人も、自らの意思に基づいて家庭・家族をもち、希望に応

じて出産や子育てをすることができるように、サービスの利用にかかる

情報提供や相談等の支援をおこなっていきます。また、当事者によるピ

アサポートについて先進事例を研究していきます。  

・ 障がい理解の促進、（障がいがある人）本人の就労支援、相談支援の充実

を行うことで、障がいがある人の結婚・子育てを支援していきます。  

【障がいがある人の家族支援】 

・ 障がいがある人を支えている家族に対しての相談支援の充実や、レスパ

イトケアを行う事業所の基盤整備等に引き続きとりくんでいきます。（⇒

重点施策 11） 

・ 緊急一時保護については、引き続き事業を継続していくとともに、対象

や利用期間など、運用のあり方を検討していきます。  
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コ ラ ム 

＜育児支援のとりくみについて＞ 

 

・居宅介護（家事援助）・重度訪問介護での育児支援  

育児をする親に障がいがあり、十分に子どもの世話ができないような場合

に、居宅介護・重度訪問介護のなかで育児支援をサービスの対象とすることが

できます。  

お問合せ先…お住まいの地域の障がい者支援センター  

 

・育児支援ヘルパー（産後のお母さんと赤ちゃん向け）  

町田市では、育児支援ヘルパー事業によって出産後のお母さんの支援をおこ

なっています。詳細は、「まちだ子育てサイト」をご覧ください。  

対象者…町田市に住民登録をしている保護者  

派遣時間…単体児は、出産し退院した翌日から生後 2 か月の前日まで  

※ただし、状況によって最大 2 歳の誕生日前日まで利用することが  

できます。生後 2 か月以降の利用を希望する場合は、職員が訪問などで  

状況確認をおこない、利用の可否を決定します。  

※双子、三つ子以上は時間数が異なります。  

サービス内容 

・育児に関する援助及び助言、相談  

・家事に関する援助  

・健診への付き添い  

費用 

・2 時間 1,640 円（午後 6 時から午後 7 時は 1 時間 1,025 円、市民税・ 

所得税が非課税の世帯、生活保護受給世帯減免有）  

・交通費実費  

お問合せ先…子ども家庭支援センター（☎042-724-4419、  

FAX 050-3101-9631） 
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 この分野に関係するサービスの見込量  

 

  重 点 施 策（実行プラン）  

 

障がいがある人を支えている家族に対しての相談支援の充実や、レス  

パイトケアを行う事業所の基盤整備等に引き続きとりくんでいきま 

す。 

事業名 短期入所事業所の基盤整備  

所管課 障がい福祉課 

事業概要 

短期入所（ショートステイ）は、自宅で介護する家族
が病気の場合や、自立生活に向けた体験をする場合な
どに、施設等に短期間入所し、支援を受けるサービス
です。前計画期間中に短期入所事業所は増加していま
すが、地域によって事業所の数に偏りがある、重度の
障がいがある人が利用できる事業所が少ないなどの課
題があり、全ての人が短期入所を利用しやすい状況に
はなっていません。自宅から短時間の移動で利用でき
る、身近な場所のサービス基盤が整備されることを目
標に、①地域ごとの利用状況やニーズの分析、②地域
ニーズを踏まえた開設促進にとりくみます。 

現状値 目標値 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

施設開設相談時に
おける開設促進 

実施 実施 実施・検証 

 

 

 

 

 

地域生活支援事業 

（１年あたり） 

事業名  

実績値 見込量 

2018 

年度  

2019 

年度  

2020 

年度  

（見込）  

2021 

年度  

2022 

年度  

2023 

年度  

自発的活動支援事業  実施  実施  実施  実施  実施  実施  

緊急一時保護  

（延べ日数）  
237 日  287 日  300 日  390 日  390 日  390 日  

※サービスの内容説明  P97-98 

  

重点  

施策  
11 
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分野別の課題と施策  

 

 

 

 

 

現状と課題  

 

【かかりつけ医・かかりつけ歯科医】  

・ 市では、障がいがある人がもしもの場合に適切な医療を受けられるよう、

地域のかかりつけ医やかかりつけ歯科医をもつことをすすめてきました。 

・ 実態調査では、全体として８割以上の人がかかりつけ医をもっていると回

答している一方で、障がい種別ごとでは聴覚障がいがある人で５割程度と

他の種別と比較して大きく少ないことがわかり、制度の周知等のとりくみ

の必要性がうかがえます。  

 

【専門医療・医療機関に関する情報提供】  

・ 障がいがある人が医療機関から診療を断られてしまう問題があるため、障

がいの状態に応じ、受診可能な医療機関に関する情報提供を希望する声

があります。 

・ 市内には障がいの特性に応じた専門医療機関が少なく、実態調査結果では、

専門医療機関への通院にかかる時間が 30 分未満の人は 21.6％、30 分

以上１時間未満の人は 41.2％、１時間以上の人は 36.2％となっていま

す。 

 

【医療機関の障がい理解と合理的配慮】  

・ 実態調査では「重い障がいがあるため、普段は専門的な医療機関を受診し

ている人が、風邪などで身近な地域の医療機関を受診しようとすると、診

療を断られてしまうことがある」という意見があげられています。また、

重い障がいがある人は差別や偏見等を受けた場面として医療機関を上げ

た人の割合が他の障がいの人に比べて高い結果がでています。  

・  医療機関に対し合理的配慮の提供の可能性について検討することの必要

性を周知・啓発することが求められています。  

 

保健・医療のこと  

６ 
担当部署：障がい福祉課、保健所（組織順）  
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・ 精神科と身体科の病気が合併している場合の医療機関の受け入れなど、精

神科救急医療の体制には課題があります。  

 
 

  主なとりくみ 

 

【かかりつけ医・かかりつけ歯科医】  

・  かかりつけ医やかかりつけ歯科医をもつことの重要性について障がい

がある人に知ってもらうためのとりくみを引き続きすすめるとともに、

医療機関にも協力を求めます。  

 

【専門医療・医療機関に関する情報提供】  

・ 市や関係機関が障がいがある人の支援をする際に、引き続き必要に応じ

て医療機関等の情報提供をおこないます。 

 

【医療機関の障がい理解と合理的配慮】  

・ 障がいがあっても安心して地域の医療機関を受診できるよう、医療機関

に対して障害者差別解消法の周知などをおこない、合理的配慮などの協

力を求めます。（⇒重点施策 12） 

 
 

  重 点 施 策（実行プラン）  

 

障がいがあっても安心して地域の医療機関を受診できるよう、医療機  

関に対して障害者差別解消法の周知などをおこない、合理的配慮など  

の協力を求めます。  

事業名 医療機関に対する障害者差別解消法の周知  

所管課 保健総務課 

事業概要 
医療機関の新規開設や変更等に伴う立入検査の機会を
利用し、配布物等を活用した障害者差別解消法の周知
や合理的配慮への理解を求めていきます。 

現状値 目標値 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

実施 実施 実施 実施 
  

重点  

施策  
12 
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＜障がい者歯科診療所＞ 

町田市歯科医師会が運営する障がい者歯科診療所では、専任の障がい者治

療指導医と障がい者歯科治療の研修を特別に受けた、町田市歯科医師会会員

の協力歯科医師、協力歯科衛生士が、祝日を除く水・木曜日に、障がいがあ

る人や有病高齢者など一般の歯科診療所では診療を受けにくい人に対する歯

科診療を行っています。また、月に 2 回、摂食嚥下指導医による指導もおこ

なっています。  

 
【受 付】 完全予約制です。事前にお電話で連絡ください。  

※摂食嚥下指導の診療日は、変更になる場合があります  

ので、事前にお問い合わせください。  

 

【診 療 日】   毎週水・木曜日（祝休日・年末年始を除く）  

 

【診療時間】 9：00～12：00、13：00～17：00 

 

【予約受付時間】  9：00～12：00、13：00～16：30 

（土曜日・日曜日・祝休日・年末年始を除く）  

電話 042-725-2225  FAX 042-725-2225 

平日繋がらない場合は、町田市歯科医師会へ  

電話 042-726-8018  FAX 042-729-8238 

 

【診療場所】 休日応急歯科・障がい者歯科診療所  

（町田市健康福祉会館１階）  

郵便 194-0013   住所 町田市原町田 5-8-21

 

コ ラ ム 
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分野別の課題と施策  

 

 

 

 

 
※年齢や障がいの有無に関係なく、誰でも必要とする情報に簡単にたどりつけ、不自由なく使える  

利用しやすさのことを言います。  

現状と課題  

 

【意思疎通支援】 

・ 市では、聴覚に障がいがある人のために手話通訳者や要約筆記者を派遣し

ています。障がい福祉課や障がい者支援センターの窓口では手話通訳者

や手話通訳のできる職員を配置し、市役所内の他の窓口への派遣もおこ

なっています。 

・ 聴覚障がいがある人の中には読み書きが苦手な人がいるため、市役所以外

の公的機関や医療機関、金融機関などには手話通訳者を配置するなど、情

報の取得や意思の疎通をしやすくすることが望まれています。  

・ 障害者差別解消法などが十分に認知されていないことから、事業者が合理

的配慮として手話通訳者や要約筆記者を手配することが必要な場面にお

いて配慮がなされないなどの事例があります。  

・ 実態調査では、手話通訳者、要約筆記者のさらなる技術の向上や、手話が

できる人の増加を求める意見があげられています。  

・ 実態調査では、困ることや不安に思うことについて「コミュニケーション

のこと」をあげた人が多く、特に精神障がい、知的障がい、聴覚障がいで

割合が高くなっています。  

 

【情報の取得】 

・ 市では、広報紙や選挙情報、障害福祉サービスの案内は、視覚障がいがあ

る人に配慮した点字版や音声版、ＳＰコード版を作成しています。また、

市のホームページは音声読み上げソフトに対応しています。  

・ 市役所では、入口やエスカレーター、トイレなどに音声案内装置を設置し、

視覚障がいがある人が音で情報を取得できるようにとりくんでいます。  

 

情報アクセシビリティ※のこと 
 

 

７ 
担当部署：広報課、福祉総務課、障がい福祉課、市民対応のあるすべての部署

（組織順）  
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・ 実態調査では、「障がいに対応した情報提供が足りない」「調べ方がわから

ない」との意見が多くあげられています。なかでも、視覚障がいでは「イ

ンターネットが使えない」と回答した割合が高くなっています。  

・ 実態調査では、障害福祉サービス等を利用していない人の 44.6％が「障

がいや疾病があることで、支援が必要な困りごとがある」と回答していま

す。「困りごとがある」と回答した人のうち、サービスを使わない理由に

ついて「どのようなサービスがあるかよく知らないから」と回答した人が

58.8％と高く、必要な情報にたどりつけていない可能性があります。  

 

 

  主なとりくみ 

 

【意思疎通支援】 

・ 市役所の窓口だけでなく、病院や金融機関、商業施設など、さまざまな

場所で必要な情報が得られ、コミュニケーションをとりやすくなるよう、

制度やツールなどの普及啓発をおこないます。（⇒重点施策 13） 

・  離れた場所でインターネットを通じた意思疎通ができるリモートサー

ビスやオンライン通話など、障がいがある人のために新たに開発された

サービスの情報提供につとめます。  

・ 引き続き、関係機関の協力を得ながら意思疎通の支援人材の技術向上に

とりくむとともに、登録試験の開催などを通じた人材確保にとりくみま

す。 

・ 手話通訳者等派遣事業の推進のため、派遣要件の緩和を検討していきま

す。 

 

【情報の取得】 

・ 発行物の作成や情報提供を行う際は、障がいや疾病に対応したかたちで

情報提供するなど、障がいがある人が情報を取得しやすくなるようにと

りくみます。（⇒重点施策 14） 

・ 障害者手帳をもっていない人や、サービスや支援機関を利用していない

人も情報を取得しやすいよう、わかりやすい内容での情報提供につとめ

ます。（⇒重点施策 15）  
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  重 点 施 策（実行プラン）  

 
市役所の窓口だけでなく、病院や金融機関、商業施設など、さまざま  

な場所で必要な情報が得られ、コミュニケーションをとりやすくなる  

よう、制度やツールなどの普及啓発をおこないます。  

 

発行物の作成や情報提供を行う際は、障がいや疾病に対応したかたち

で情報提供するなど、障がいがある人が情報を取得しやすくなるよう

にとりくみます。 

 

  

事業名 手話通訳の普及促進  

所管課 障がい福祉課 

事業概要 

2018 年に施行された「東京都障害者への理解促進及び
差別解消の推進に関する条例」により、東京都内では、
事業者の合理的配慮の提供が義務化されています。  
聴覚障がいがある人が手話通訳を必要とする場合には、
市から各事業者に対し、手話通訳者の設置を要請してい
ます。これまで要請の対象を警察や裁判所、学校、病院
など人権や生命に係わる機関に限定していましたが、金
融機関、商業施設などにも範囲を広げ手話通訳者の設置
を要請していきます。  

現状値 目標値 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

一部の機関に 
実施 

範囲を広げて実施 継続実施 継続実施 

事業名 市からの情報発信のバリアフリー化推進事業  

所管課 福祉総務課 

事業概要 

だれもが必要なときに必要な情報を得られるよう、職員
向けに情報発信のルールをまとめたマニュアル「印刷物
等のユニバーサルデザインルールブック」等を活用し、
さらなる職員の意識醸成を図ります。また、本取組を通
じて、市民等に「情報発信のバリアフリー化」のとりく
みを広く情報提供できるよう検討を進めます。  

現状値 目標値 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

職員への周知 
職員への周知を 

促進 

職員への周知を 
促進・市民等への
本取組の情報提供

方法を検討 

職員への周知を 
促進・市民等への
本取組の情報提供

を実施 

重点  

施策  
13 

重点  

施策  
14 
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 この分野に関係するサービスの見込量  

 

障害者手帳をもっていない人や、サービスや支援機関を利用してい  

ない人も情報を取得しやすいよう、わかりやすい内容での情報提供に  

つとめます。 

事業名 サービス・支援機関等の情報提供事業  

所管課 障がい福祉課 

事業概要 
障がい福祉課での手続きの際に、利用可能なサービス
や支援機関等の案内を配布します。  

現状値 目標値 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

限定的な実施 
対象者拡大の 
検討・実施 

継続実施 継続実施 

 

 

 

 

 

地域生活支援事業 

（１年あたり） 

事業名  

実績値 見込量 

2018 

年度  

2019 

年度  

2020 

年度  

（見込）  

2021 

年度  

2022 

年度  

2023 

年度  

意思疎通支援事業  
  

 
   

 

手話通訳者派遣事業  1,354件  1,307件  1,350件  1,350件  1,350件  1,350件  

要約筆記者派遣事業  49件  34件  30件  35件  40件  45件  

手話通訳者設置事業  
（手話通訳者登録者数）  

週１日  週１日  週１日  週１日  週１日  週１日  

手話奉仕員養成研修事業  
（養成講習修了者数）  

14人  13人  16人  16人  16人  16人  

※サービスの内容説明  P97-98 

 

  

重点  

施策  
15 
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分野別の課題と施策  

 

 

 

 

 

現状と課題  

 

【生活環境】 

・ 市では、町田市福祉のまちづくり総合推進条例のもと、バリアフリー整備

をすすめています。市施設の大規模改修などを行う際は、条例を遵守しバ

リアフリー化がおこなわれています。また、市内 10 地区において「バリ

アフリー基本構想」を策定し、地域一体でのバリアフリー化を推進してい

ます。 

・ 市の補助事業として、団体が運営するホームページ「町田市バリアフリー

マップ」では、みんなのトイレ※が整備された施設や店舗など、市内のバ

リアフリー施設情報のほか、福祉輸送（介護・福祉タクシー、有償運送事

業者）などの外出支援情報を知ることができます。  

・ 点字ブロックの上に自転車が止まっていたり、車いす利用者優先の駐車ス

ペースやエレベーターがスムーズに利用できないことがあります。  

・ 地面の凹凸、道路・通路の幅に関する危険や、車いすでタクシーなどに乗車

しにくい歩道の形態、通行人・施設利用者のマナーが守られないことによる

困りごとについて、意見が寄せられています。 

※みんなのトイレ…車いす使用者、高齢者、妊婦、乳幼児を連れた人、

オストメイト（人工肛門保有者、人工膀胱保有者）などのみんなが円

滑に利用できる十分なスペースを確保したトイレをいいます。「だれで

もトイレ」「多目的トイレ」「多機能トイレ」とも言われています。  

 

【防犯】 

・ 危険を察知して行動したり被害を認識することが困難なことから、障がい

がある人が犯罪や事故・トラブルに巻き込まれやすくなっています。また、

被害にあったことを明確に伝えられず、適切な支援につながりにくい場

合があります。 

 

 

生活環境と安全・安心のこと  

８ 担当部署：防災課、市民生活安全課、市民協働推進課（男女平等推進センタ

ー、消費生活センター）、福祉総務課、障がい福祉課、交通事業推進課（組織

順）  
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【防災対策】 

・ 市では、災害時、特に避難行動に支援が必要な人のための「避難行動要支

援者名簿」をつくり、民生委員・児童委員や、希望する町内会・自治会等

に名簿を提供しています。また、各種ハザードマップにて、避難行動要支

援者への避難時の協力を呼びかけています。  

・ 災害時に通常の避難施設での生活が困難な人のために、市は二次避難施設

（福祉避難所）として市内にある 52 施設と協定を結んでいます。  

・ 市では、災害時に身に付けることで、周囲に障がいがあることを知らせ、

避難行動などの際に支援を受けやすくするための「災害時等障がい者支

援バンダナ」（※P68 コラム参照）を配布しています。  

・ 実態調査では、災害時に困ることについて、避難所での支援や設備、医療

の不安や、「一人では避難できない」「他の人と一緒に過ごすのが難しい」

といった意見が多くあげられています。また、ひとり暮らしの人では、「災

害への備えをしていない」「近くに助けてくれる人がいない」「避難所の場

所がわからない」「助けを求める方法がわからない」といった回答が高い

割合となっています。障がいがある人や家族の不安をなくすために、避難

する際の支援について、障がいや疾病の特性に応じた対応が求められて

います。 

 

  ＜災害時の避難について＞ 

・町田市では、身体障害者手帳 1～2 級、愛の手帳 1～2 度、要介護度 3

以上のいずれかに当てはまる人を対象に「避難行動要支援者名簿」を作

成しています。この名簿を地域団体などと共有することで、災害時にお

ける避難行動要支援者の避難を支援する仕組みを整備しています。 

・災害がおきたときは、自宅が倒壊した場合や自宅に留まることが危険

な場合、避難施設や親戚・知人宅など安全な場所への避難が必要です。

（安全な場所にいる人は避難施設に避難する必要はありません）  

・避難施設に避難する場合、原則、障がいがある人も避難から数日間は

一般の避難施設で避難生活を送ることになります。  

・災害がおきてから 4 日目を目途に、障がいや疾病、介護の必要性など

により一般の避難施設での生活が困難な人を受け入れるため、地域の

障害福祉サービス事業所や高齢者施設が「二次避難施設（福祉避難

所）」を開設します。一般の避難施設での生活が困難な人のみ、二次避

難施設に移ります。  

コ ラ ム 
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  主なとりくみ 

 

【生活環境】 

・ 全ての人が市内の施設を利用しやすくなるよう、バリアフリー・ユニバ

ーサルデザインに配慮した建築物の整備促進にとりくむとともに、分か

りやすい情報提供につとめます。  

・ 障がいがある人への手助けやマナーの向上など、広報や啓発活動を実施

します。 

 

【防犯】 

・ 障がいがある人が犯罪や事故・トラブルにあわないための情報提供や、

相談先の機関に対する障がい理解の促進につとめます。  

 

【防災対策】 

・ 災害時や緊急時に、障がいがある人の特性に配慮した支援や情報伝達が

おこなえるよう、体制をととのえます。  

・ 障がいがある人の避難施設における生活環境を保護し、適切なケアをお

こなえるようにとりくみます。（⇒重点施策 16） 

・ 避難行動が困難な人に対して、災害時の避難支援を円滑に実施できるよ

う、対策をはかります。また、障がいがある人への配慮を周知し安心し

て避難できるようとりくみます。  

 ・ 障がいがある人や周りの人が日頃から災害にそなえた対策がとれるよ

う、普及啓発にとりくみます。  
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  重 点 施 策（実行プラン）  

 
障がいがある人の避難施設における生活環境を保護し、適切なケアを  

おこなえるようにとりくみます。 

事業名 避難体制の充実 

所管課 防災課 

事業概要 

 2019 年 10 月に発生した「令和元年東日本台風」
は、日本各地で甚大な被害をもたらし、町田市でも
3,000 人を超える避難者が発生しました。また、新型
コロナウイルス感染症の影響により、避難施設におけ
る感染症対策が急務となっています。 
 避難施設開設数や配置を見直し、一般の避難施設に
おける感染症対策を実施するとともに、障がいがある
人の滞在スペースを確保するなど、避難体制の充実に
とりくみます。 

現状値 目標値 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

避難体制充実のた
めのモデルマニュ
アル策定、周知 

他の地域での災
害時の状況や、
町田市における
防災訓練等の 
状況を見極め、 
マニュアルの内
容を見直し修正 

他の地域での災
害時の状況や、
町田市における
防災訓練等の 
状況を見極め、
マニュアルの内
容を見直し修正 

他の地域での災
害時の状況や、
町田市における
防災訓練等の 
状況を見極め、
マニュアルの内
容を見直し修正 

 

  

重点  

施策  
16 

＜犯罪や事故・トラブル被害の相談先＞ 

・事件・事故の発生時や緊急時：110 番通報 

・事件・事故に関する相談：警視庁町田警察署  042-722-0110 

警視庁南大沢警察署 042-653-0110 

・パートナーへの暴力：東京ウィメンズプラザ  03-5467-2455 

・女性への暴力、その他悩み相談：  

町田市女性悩みごと相談（相談専用電話）042-721-4842 

・性犯罪・性暴力：性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター  

＃8891（全国短縮電話番号）  

         東京都性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター  

「性暴力救援ダイヤル NaNa」03-5607-0799 

・消費生活相談：町田市消費生活センター（相談専用電話）042-722-0001 

コ ラ ム 
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分野別の課題と施策  

 

 

 

 

 

現状と課題  

 

【障がい者差別の解消】  

・ 2016 年の障害者差別解消法施行の後、2018 年には「東京都障害者へ

の理解促進及び差別解消の推進に関する条例」が施行され、東京都内では、

事業者の合理的配慮の提供が義務化されるなど、障がい者差別の解消に

向けた法的な整備が進められてきました。  

・  全ての市民を対象とした町田市市民意識調査※では日常生活における差

別感を感じている人が 8.2％だった一方で、実態調査（障がいがある人を

対象にした調査）では、半数近い 44.7％の人が差別や偏見を受けたこと

があると回答していることから、市独自の条例制定など障がい者差別の

解消に向けたとりくみの推進が求められています。  

・ 法の施行後に、ユニバーサルデザインのタクシーによる車いす利用者の乗

車拒否や補助犬をつれた人の入店拒否、医療機関の窓口等における筆談の

拒否など障がい者差別に関する相談が市の相談窓口に寄せられています。 

・ 実態調査では、障害者差別解消法や東京都の差別解消条例について、「法

律も都条例も知らない」と回答した人が 55.6％となっています。また、

障がい者差別の相談窓口について、町田市が設置する窓口も東京都が設

置する窓口も両方とも知らないと回答した人が、61.9％にのぼっていま

す。このことから、法律や相談窓口を周知するとりくみが必要です。 

※２０１８年度町田市市民意識調査報告書（２０１９年３月発行）  

 

【権利を守ること】  

・ 選挙の時に配慮が不足しているために、障がいがある人の投票を妨げてし

まうことが無いよう、町田市では、公職選挙法にもとづく障がいがある人

への投票の際の配慮（代理投票・郵便等による不在者投票など）について

周知を行ったり、選挙従事者向けに障がいへの配慮などについて記載し

たマニュアルを作成し、選挙運営をおこなっています。 

 

差別をなくすこと・権利を守ること  

９ 
担当部署：福祉総務課、障がい福祉課、選挙管理委員会事務局、

市民対応のあるすべての部署（組織順）  
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・ 障がいがある人が、福祉サービスに関する不満などを事業所等に直接伝え

ることに抵抗があったり、話し合いで解決できない場合の相談窓口を町

田市社会福祉協議会が設置しています。  

・ 学識経験者や弁護士など第三者による客観的な知見も活かしながら、引き

続き、苦情相談を通じて福祉サービスの質等のさらなる向上がはかられ

ることが求められています。  

・ 町田市社会福祉協議会の「福祉サポートまちだ」では、町田市から委託を

受け、権利擁護支援検討委員会を設置し、成年後見制度の利用の適否につ

いての事例検討などを通じ、権利擁護支援についての課題の検討などを

おこなっています。 

・ 町田市では、今後の６年間で 50 歳をむかえる知的障がいがある人が 300

人程度増える見込みです。また、実態調査では、生活の困りごととして、

「親の高齢化など介助者に関すること」をあげる人が多く、親なき後の備

えとして、成年後見制度の必要性が高まっています。  

 

【虐待の防止】 

・ 町田市障がい者虐待防止センター（障がい福祉課）で、障がい者虐待に係

る通報を受けており、年間３０件前後の障がい者虐待に関わる通報があ

ります。今後も引き続き、外部委員も含めて組織した虐待防止連絡会と連

携しながら虐待防止に向けとりくむ必要があります。 
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  主なとりくみ 

 

【障がい者差別の解消】  

・ 障がい者差別の問題を広く市民・事業者等に対して知らせ、障がい理解

の促進をはかります。  

・ 障がい者差別を解消するための条例を制定します。（⇒重点施策 17） 

・ 障がい者差別に関する法律や相談窓口について市民・事業者等に広く周

知するためのとりくみをすすめます。 

 

【権利を守ること】  

・ 障がいがある人が適切に選挙を通じた権利行使ができるよう、引き続き、

選挙における障がいへの配慮に関する周知や選挙従事者への障がい理

解の啓発などにとりくみます。 

・ 福祉サービスを利用する障がいがある人の疑問や不満には、引き続きて

いねいに対応していきます。  

・ 成年後見制度を必要としている人が制度を利用できるよう、引き続き関

係機関との連携を密にして、制度の周知や適切な利用支援にとりくみま

す。 

・  法人後見及び法人後見監督の活動を安定的に実施することができるよ

う、組織体制の維持と適正な活動のための支援等に引き続きとりくみま

す。 

 

【虐待の防止】 

・ 市民や事業者等に対する、障がいがある人への虐待防止等に関する情報

提供や理解啓発に引き続きとりくみます。 
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 この分野に関係するサービスの見込量  

 

  重 点 施 策（実行プラン）  

 

障がい者差別を解消するための条例を制定します。  

事業名 
町田市障がい者への理解促進及び差別解消の推進に関
する条例制定 

所管課 障がい福祉課 

事業概要 

障がいがある人への理解促進と差別解消の推進を目的
として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する
法律」及び「東京都障害者への理解促進及び差別解消
の推進に関する条例」を踏まえた町田市の条例を制定
します。 

現状値 目標値 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

－ 
条例制定に向け
た情報収集 

条例の検討体制
等についての 

検討 

条例検討・制定 
※2024 年度 

施行 

 

 

 

 

 

地域生活支援事業 

（１年あたり） 

事業名  

実績値 見込量 

2018 

年度  

2019 

年度  

2020 

年度  

（見込）  

2021 

年度  

2022 

年度  

2023 

年度  

成年後見制度利用支援事業  23 件  23 件  24 件  25 件  26 件  27 件  

成年後見制度  
法人後見支援事業  

1 団体  1 団体  1 団体  1 団体  1 団体  1 団体  

法人後見及び法人後見監督  
の件数  

28 件  25 件  26 件  24 件  25 件  26 件  

 ※サービスの内容説明  P97 

  

重点  

施策  
17 
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＜障がい者差別の事例と望ましい配慮や対応・相談窓口＞

 

 

 

 

コ ラ ム 

●相手が話し合いに応じてくれない  
●話し合ったものの当事者間での解決が難しい 

このような時はご相談ください。 

合理的配慮の不提供 

不当な差別的取扱い 
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分野別の課題と施策  

 

 

 

 

 

現状と課題  

 

【職員の合理的配慮】  

・ 障害者差別解消法や東京都の条例において、不当な差別的取り扱いの禁止

や、合理的配慮をおこなうことが義務づけられています。市では、障がい

がある人に対して、職員が適切に対応できるようにするため、「町田市に

おける障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を作成

しています。障がい者差別の解消について市の職員の認識を高め、障がい

や性別、年齢に応じた合理的配慮を実施する必要があります。  

・ 市では、合理的配慮として手話通訳のできる職員や手話通訳者を配置した

り、ＵＤトーク※や筆談による対応、音声・点字版の広報誌発行などにと

りくんでいます。 

・ 実態調査では、制度や手続きの書類の分かりづらさや、手続きの負担につ

いて多くの意見があげられています。手続き方法の多様化や、簡単に手続

きができるような改善・改良が求められています。  

※ＵＤトーク…コミュニケーションの「ＵＤ＝ユニバーサルデザイン」

を支援するアプリケーションです。タブレット端末などで、会話の音

声を文字に変換することができます。  

 

 

  主なとりくみ 

 

【職員の合理的配慮】  

・  職員の障がい理解を深めるため、職員研修や制度の周知を充実させます。 

・ 障がいがある人がスムーズに行政手続きができるよう、市は多様な方法を

検討し、適切な配慮と支援をおこないます。（⇒重点施策 18）  

行政サービスのこと  

10 
担当部署：職員課、障がい福祉課、市民対応のあるすべての部署（組織順） 
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  重 点 施 策（実行プラン）  

 
障がいがある人がスムーズに行政手続きができるよう、市は多様な方  

法を検討し、適切な配慮と支援をおこないます。 

事業名 行政窓口における意思疎通の環境整備  

所管課 障がい福祉課 

事業概要 
聴覚障がいがある人が市役所で行政手続きをする場合
に、障がい福祉課から他部署の窓口に手話通訳者を派
遣し、意思疎通を支援します。  

現状値 目標値 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

市役所の他部署の
窓口に 160 件 

手話通訳者を派遣 

市役所の他部署の
窓口に 170 件 

手話通訳者を派遣 

市役所の他部署の
窓口に 180 件 
手話通訳者を派遣 

市役所の他部署の
窓口に 190 件 

手話通訳者を派遣 

 

  

重点  

施策  
18 
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分野別の課題と施策  

 

 

 

 

 

※協働とは、地域の多様な主体が、お互いを尊重しながら、共通の目的を達成するために協力して  

活動することです。 

現状と課題  

 

【障がい理解の普及啓発】  

・ 町田市では毎年、障害者週間などの機会をとらえて、市のホームページや

広報まちだ、チラシやポスターなどあらゆる媒体を通じて障がい理解啓

発のための情報発信をおこなってきました。また、生涯学習センターの市

民大学事業の一環として、市民の障がい理解を深めるための講座に継続

的にとりくんできました。 

・ 障害者差別解消法が施行されてからは市民・事業者を対象に法の趣旨を理

解するための講演会の開催に力を入れてとりくんでいます。また、日常生

活や災害時、緊急時に障がいがある人が必要な支援を周囲にお願いするた

めの「ヘルプカード」（※P68 コラム参照）や、災害時、緊急時に周囲から

の支援を受けやすくするための「災害時等障害者支援バンダナ」の配布を

通じた障がい理解の普及啓発にもとりくんでいます。 

・ このような障がい理解の普及啓発などの「心のバリアフリー」のとりくみ

やユニバーサルデザインの街づくり、パラリンピックの開催を契機とす

る障がい者スポーツの体験イベントの開催など共生社会の実現に向けた

とりくみが評価され、町田市は国から「共生社会ホストタウン」の認定を

受けています。オリンピック・パラリンピックの終了後も共生社会の実現

に向けたとりくみの実施が求められています。  

・ 障がい者手帳を持たない精神障がいや発達障がい、難病など見えにくい障

がいの理解がすすんでいないことや、障がい者施設の建設に際して近隣住

民に反対されてしまうことなどがあるため、障がい理解の普及啓発により

力を入れてとりくむ必要があります。 

・ 実態調査では、「いろいろな人がいて当たり前」というような、多様性を

受け入れ尊重する感覚が子供のうちから備わることが障がい理解をひろ

げる上で重要であるといった意見が寄せられており、教育の現場におけ

る取組みが求められています。  

理解・協働※のこと  

11 担当部署：市民協働推進課、オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課、

福祉総務課、障がい福祉課、指導課、生涯学習センター、市民対応のあるすべ

ての部署（組織順）  
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【協働による社会参加】 

・ 聴覚障がい者団体や手話通釈者・要約筆記者は、毎年、市の防災訓練に参

加し、聴覚に障がいがある人への情報伝達やコミュニケーションの必要

性についてアピールしています。また、市役所並びに出先機関では市内の

障害福祉サービス事業所でつくった商品などを障がいがある人自身が販

売する機会を設けており、市役所では週２回だった販売を２０１６年度

から週３回にしました。このように、市と障がい者関係団体・事業所等の

間にはそれぞれの強みや役割を活かし協働関係が成り立っており、障が

いがある人の社会参加や障がい理解の普及啓発にとりくんでいます。 

・ 引き続き、障がいがある人が社会参加できるよう、あらゆる主体が協働す

ることが求められています。  

 

【協働による人材対策】  

・ 町田市では、人材確保のため、社会福祉協議会や事業所等と共催で相談面

接会の開催や福祉の仕事の魅力を発信する場を設けてきました。また、福

祉の資格をもっている人やすぐに働きたい人と事業所をむすびつける、

東京都の福祉人材情報バンクシステムの周知をおこなっています。 

・ 福祉サービスなど制度があっても支援する人材が不足していることから、

給付決定を受けた時間数のサービスが利用できない問題があります。  

 

 

  主なとりくみ 

 

【障がい理解の普及啓発】  

・ 市民・事業者・関係機関等の障がい理解がひろがるよう引き続き、あら

ゆる機会・媒体を通じた普及啓発にとりくみます。（⇒重点施策 19） 

・ 学校教育や社会教育（生涯学習）の現場において障がい理解をひろげる

ためのとりくみをおこないます。 

 

【協働による社会参加】 

・ 障がいがある人が社会参加し、いろいろな人と交流する機会ができるよ

う、他の分野との連携の視点も持ちながら、市や障がい者団体、民間事

業者等で協働のとりくみをすすめます。  
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【協働による人材対策】  

・ 市や事業所、関係機関がそれぞれの強みを生かして協働し、人材確保・

育成等につながるとりくみの実施に向け検討します。（⇒重点施策 20） 

 

 

  重 点 施 策（実行プラン）  

 

市民・事業者・関係機関等の障がい理解がひろがるよう引き続き、  
あらゆる機会・媒体を通じた普及啓発にとりくみます。 

事業名 理解促進研修・啓発事業  

所管課 障がい福祉課 

事業概要 

障がいがある人や障がい者差別に関する法律等の理解
を促進するために、講演会や研修の開催、印刷物の作
成・配布など、あらゆる機会・媒体を通じた啓発活動
をおこないます。 

現状値 目標値 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

実施 実施 実施 実施 

 
市や事業所、関係機関がそれぞれの強みを生かして協働し、人材確  

保・育成等につながるとりくみの実施に向け検討します。  

事業名 支援人材対策事業 

所管課 障がい福祉課 

事業概要 

支援人材の確保のための方策を検討します。また質の
高い支援のための人材育成につながるとりくみについ
て、事業所や関係機関をまじえた事業内容の検討をお
こないます。 

現状値 目標値 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

― 
方策と事業内容
の検討体制の準

備 

方策と事業内容
の検討 

方策の策定 

 

  

重点  

施策  
19 

重点  

施策  
20 
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 この分野に関係するサービスの見込量  

 

 

 

 

地域生活支援事業 

（１年あたり） 

事業名 

実績値 見込量 

2018 

年度  

2019 

年度  

2020 

年度  

（見込）  

2021 

年度  

2022 

年度  

2023 

年度  

理解促進研修・啓発事業  実施  実施  実施  実施  実施  実施  

 ※サービスの内容説明  P97 

 

●2018 年度  

・障害者差別解消法普及啓発の講演会の開催  

  ・町内会の掲示板（1,800 か所）に障害者週間の啓発ポスターの掲示  等  

 

●201９年度  

・災害時等障がい者支援用バンダナを制作・配布  

（駅貼りポスター掲示、バス車内広告掲示、周知啓発用の懸垂幕を制作・掲示等）  

  ・障害者週間の啓発用懸垂幕の制作・掲示  等 

  ※障がい理解促進等を目的とした公演会はコロナウイルス感染症拡大のため中止  
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障がい理解を広げていくとりくみとしても位置付けてバンダナやヘ

ルプカードの配布・周知にとりくんでいます。  

＜災害時等障がい者支援用バンダナ＞ 

・第 5 次町田市障がい者計画に掲げる防災対策の一環として、災害時や緊

急時のためのバンダナを作成しました。このバンダナは、災害時等に身

に着けることで、周囲に障がいがあることを知らせ、避難行動などの際

に支援を受けやすくするものです。  

 

 

＜ヘルプカード＞ 

・障がいのある人が災害時や日常生活のなかで困った時に、まわりに自分

の障がいについての理解や支援をもとめるためのもので、付属の手帳に

緊急連絡先や必要な支援内容などが書けるようになっています。  

 

  

コ ラ ム 
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国の指針と町田市の考え方 

 

 

               福祉施設の入所者の地域生活への移行  

 

国の指針（考え方）  

 ・  ２０１９年度末時点の施設入所者数の６％以上が地域生活へ移行す

ることを基本とする。  

 ・  ２０２３年度末時点の施設入所者数を２０１９年度末時点の施設入

所者数から 1.6％以上削減することを基本とする。  

 

第５期を踏まえた課題  

・第５期計画における地域移行者数は、21 人の目標に対し、2019 年度末

で 5 人、達成率は約 24％となっています。  

・地域生活への移行には、グループホームの利用、家族との暮らしやひとり

暮らしの希望があります。地域生活への移行をになう市内の社会資源とし

て、グループホーム・短期入所ともに施設数が増加しています。 

・グループホームにおいては、重い障がいがある人でも希望する場所に入居

できることが望まれています。また、すでに入居している利用者の重度化

や高齢化への対応が必要とされています。  

・短期入所は、介護者の高齢化等によるレスパイトとしての利用ニーズが高

い現状です。施設数の増加に伴い、今後は家族から離れて過ごすための体

験の場としての活用が広がる事が期待されますが、その期待に応えられる

ために十分なサービス量が確保できている状況にあるとはいえません。  

・その他、地域生活への移行に向けた支援は、区分認定調査時や計画相談の

モニタリングなどの場を通じて本人の意向を聞きとることが重要です。  

 

町田市の考え方 

〇国の考えに基づき、2023 年度末時点で、2019 年度末の施設入所者数

の 6％以上を地域生活に移行すること、2023 年度末の施設入所者数を

2019 年度末の 1.6％以上削減することを基本とします。  

  

項目１ 
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〇未達成割合を 2023年度末の数値目標に加算することは困難であるため、

第５期計画実績の水準を維持しつつ、重度の障がいがある人が入居可能な

グループホームを増やすなど、地域資源の整備をすすめることで、引き続

き地域生活への移行にとりくみます。  

 

項目 評価指標 

地域移行者数 2019 年度末時点の施設入所者数 235 人のうち

2023 年度末までに 6％（14 人）以上の人を地域生

活に移行する 

施設入所者数の

削減 

2019 年度末時点の施設入所者数 235 人を 2023 年

度末までに 1.6％（4 人）以上減らして、231 人以下

にする 
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               精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築  

 

国の指針（考え方）  

 ・  精神障害者の精神病床から退院後１年以内の地域における生活日数

の平均を 316 日以上とすることを基本とする  。  

 ・  ２０２３年度末の精神病床における１年以上の長期入院患者数（65

歳以上・未満）の目標値を、国が提示する推計式を用いて設定する。   

 ・ 精神病床における早期退院率に関して、入院後３ヶ月時点の退院率に

ついては 69％以上、入院後６ヶ月時点の退院率については  86％以

上及び入院後１年時点の退院率については  92％以上とすることを基

本とする。 

 

第５期を踏まえた課題  

・町田市においては、地域移行支援・地域定着支援の利用は少ない状況が続

いていますが、精神障がいがある人を受け入れるグループホームの開設、

訪問看護、精神科往診クリニック等、福祉・医療的資源は増えており、長

期入院となることなく地域で生活できる基盤の拡充が図れてきています。 

・また、町田市内の精神科病院と実施している「精神保健福祉推進会」にお

いては、医療機関に入院している精神障がいがある人やスタッフ等が地域

の状況を認識しやすくなるよう、精神に関わる病院・クリニック・相談機

関等が載った『まちだメンタルマップ』を作成しました。 

・しかしながら、措置入院、医療保護入院の件数等は横ばい状態であり、地

域全体で精神障がいがある人を包括的に支えるシステムは十分とは言え

ない状況です。 

 

町田市の考え方 

〇基本指針で国から評価指標の設定が求められている「精神障がい者の精神

病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数」「精神病床の１年

以上入院患者数」「退院率」については、東京都が評価指標の設定を行う

ため町田市では指標の設定をおこないません。 

〇精神障がいがある人が安心して地域で生活を継続できるよう、保健・医療・

福祉が連携した会議の場において、地域で生活する上で必要なネットワー

クのあり方について検討していきます。   

項目２ 

重点施策４ ｐ２４ 

項目２に関連する重点施策 
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               地域生活支援拠点等が有する機能の充実  

 

国の指針（考え方）  

 ・ 地域生活支援拠点等について、２０２３年度末までの間、各市町村又

は各圏域に１つ以上確保しつつ、その機能の充実のため、年１回以上

運用状況を検証及び検討することを基本とする。  

 

第５期を踏まえた課題  

・第５期計画期間中には、地域生活支援拠点について地域の障がい者支援セ

ンターを中心とした面的整備を行う方針をかため、拠点に求められる５つ

の機能のうち、「相談」「緊急時の受け入れ・対応」「グループホーム等の体

験の機会・場」の３つの機能について、整備をおこないました。 

・残る「専門的人材の確保・養成」「地域の体制づくり」の機能についての整

備が課題となっています。  

町田市の考え方 

〇今後、町田市では約３００名の知的障がいがある人が５０歳を迎える予定

となっており、障がいがある人の重度化・高齢化や「親なき後」を見すえ、

地域で自立した生活をおくれるような支援体制の構築が必要です。このこ

とを踏まえ、地域生活支援拠点等として求められる機能のうち、未整備の

「専門性」「地域の体制づくり」について整備をすすめます。また、地域

生活支援拠点等の機能充実のため、年 1 回以上、運用状況を検証・検討す

ることを基本とします。  

項目 評価指標 

地域生活支援 

拠点等の設置 

地域生活支援拠点等について、地域障がい者支援センター

を中心とした面的整備を行う  

拠点機能の 

充実 

地域生活支援拠点等の機能について、町田市障がい者施策推

進協議会において年 1 回以上、運用状況の検証・検討を行う 

  

項目３ 

重点施策３ ｐ２３ 

項目３に関連する重点施策 



   

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

＜地域生活支援拠点等について＞ 

 

地域生活支援拠点等とは、障がいの重度化・高齢化や「親なき後」を見  

据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のことです。  

居住支援のための主な機能は、①相談②緊急時の受け入れ・対応③体験の  

機会・場、④専門的人材の確保・養成、⑤地域の体制づくりの５つとしてい  

ます。 

 

地域生活支援拠点等の整備手法（イメージ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※あくまで参考例であり、地域の実情に応じた整備を行うものとされています。  

 

出典：「地域生活支援拠点等について～地域生活支援体制の推進～【第 2 版】  

厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課  

コ ラ ム 
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               福祉施設から一般就労への移行等  

 

国の指針（考え方）  

 ・ 一般就労への移行者数を２０１９年度の 1.27 倍にする。 

   うち 就労移行支援事業を通じた移行者数：1.30 倍 

      就労継続支援Ａ型を通じた移行者数：1.26 倍 

      就労継続支援Ｂ型を通じた移行者数：1.23 倍 

・就労定着支援事業利用者：一般就労移行者のうち、７割以上の利用  

・就労定着率８割以上の就労定着支援事業所：７割以上  

 

第５期を踏まえた課題  

・障害者雇用促進法の改正により、一般就労への移行者数は大きく増加しま

した。特に精神障がいがある人の就労が進んでいます。就労移行支援事業

所は 2019 年度末時点で 12 事業所あり、第５期計画期間中では、８割

の事業所が就労移行率３割以上を達成しています。障がい者就労・生活支

援センター等から一般就労した年間の人数は 2019 年度末時点で 90 人

となりました。実態調査からは就労に関する支援を希望する人が多いこと

が明らかになり、とりくみの継続が求められています。  

・就労定着支援事業所は 2019 年度末時点で 7 事業所あり、第５期計画期

間中ではサービスを利用して 1 年間就労継続した人が約 9 割となりまし

た。しかし、職場環境や仕事内容、人間関係、生活環境などの要因で退職

する人も依然として多く、職場定着はひきつづき課題となっています。障

がいがある人をとりまく様々な課題に対応するため、関係機関と連携した

体制を強化していく必要があります。  

 

町田市の考え方 

〇福祉施設から一般就労への移行は、就労移行支援事業の利用が実績の多く

を占めています。ただし、就労継続支援事業を通じて一般就労する人もい

ることから、第６期計画では国の考え方にもとづき、就労系サービスごと

に評価指標を設定します。  

〇また、働きつづけるための支援として、就労定着支援事業の利用や定着率

の評価指標を設定し、行政と民間事業者がともにとりくみを進めていきま

す。 

  

項目４ 
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項目 評価指標 

一般就労への移

行者数 

就労移行支援事業等※1 を通じて一般就労に移行する

者 
 

2019 年度実績の 1.27 倍以上かつ就労系サービスの

目標の合計値以上 

【2019 年度実績】 111 人 

【2023 年度目標】 145 人以上 

うち就労移行支援事業を通じて一般就労に移行する者  
 

2019 年度実績の 1.3 倍以上 

【2019 年度実績】 96 人 

【2023 年度目標】 125 人以上 

うち就労継続支援Ａ型事業を通じて一般就労に移行す

る者 
   

2019 年度実績の 1.26 倍以上 

【2019 年度実績】 4 人 

【2023 年度目標】 6 人以上 

うち就労継続支援Ｂ型事業を通じて一般就労に移行す

る者 
 

2019 年度実績の 1.23 倍以上 

【2019 年度実績】 11 人 

【2023 年度目標】 14 人以上 

就労定着支援事

業利用者数 

就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者の

うち就労定着支援事業を利用する者  
 

【2023 年度目標】 ７割以上 

就労定着率※2 就労定着支援事業の就労定着率※2 
 

【2023 年度目標】 

 就労定着率が 8 割以上の事業所を全体の 7 割以上 

※1 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援  

※2 過去３年間の就労定着支援の総利用者数のうち前年度末時点の就労定着者数  

の割合をいう  
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               相談支援体制の充実・強化等 

 

国の指針（考え方）  

 ・各市町村又は各圏域で、相談支援体制の充実・強化に向けた体制を確

保する。  

 

第５期を踏まえた課題  

・2015 年より市内 5 地域に障がい者支援センターを設置し、より身近な

地域で相談支援や行政手続き等ができる体制を構築してきました。しかし

ながら、障がいがある人の親世代の高齢化や、障がいの重度化、障がいが

ある人の孤立化の問題など、相談ニーズは多様化、複雑化し、対応の困難

性が高くなっています。障がいがある人が住み慣れた地域で安心して暮ら

し続けるために、支援のさらなる充実が求められています。  

 

 

町田市の考え方 

〇町田市の特徴である５つの障がい者支援センターを相談支援体制の中核

として、現状ある様々な障害福祉サービスや資源と連携して相談支援体制

の充実を図ります。  

項目 評価指標 

総合的・専門的な相

談支援体制の充実  

地域の相談窓口である「地域障がい者支援センター」において、

相談を希望する障がいがある人が障害福祉サービスを適切に利

用できるよう相談の充実を図ります。  

 

地域のニーズ・情報を常に共有するために、支援センターと地域

の事業所等との連絡会等を開催します。  

 

  

項目 5 

 

重点施策９ ｐ４０ 

項目５に関連する重点施策 
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               障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体  

制の構築  

 

国の指針（考え方）  

 ・各都道府県や各市町村において、サービスの質を向上させるための体

制を構築する。  

 

第５期を踏まえた課題  

・障がいがある人の増加とともに、障がいの重度化や高齢化、多様化が進ん

でおり、サービスの利用は増えています。利用者一人ひとりの状況やニー

ズに的確に対応できるよう、質の高い支援を安定的に継続することが求め

られています。 

・障害福祉サービス事業所は、定期的・継続的に第三者評価機関による評価

を受けるよう努める必要があります。利用者の意向の把握、事業所の良い

点や改善点の認識につながるほか、評価結果の公表により、利用希望者が

サービスを選択する際の情報源として活用できる利点があります。全ての

事業所が受審している状態ではないため、市内事業所に対し、受審に係る

普及啓発を行う必要があります。  

・東京都による指導監査のほか、町田市独自でも事業所への指導・助言をお

こなっています。市内の障害福祉サービス事業所は年々増加していること

から、各事業所のサービスの質の向上、運営の適正化がはかられるよう、

指導監査の体制の継続が必要です。  

 

町田市の考え方 

〇利用者にとって真に必要とされるサービスが提供できるよう、事業所、利

用者それぞれに対してはたらきかけ、サービス等の質の向上に継続的にと

りくみます。 

項目 評価指標 

第三者評価の受審に

係る普及啓発  

障害福祉サービス事業所への普及啓発回数  

・年１回以上  

障害福祉サービス事

業所への指導  

市内事業所への指導の充実をはかり、適正な事業運営を確保する  

・2023 年度までに対象事業所※すべてにおける実地指導の実施  

※対象事業所…市が所管する社会福祉法人の事業所、市が指定を行う特定相談支援

事業所・障害児相談支援事業所です。その他の事業所は原則東京都が指導をおこ

ないますが、必要に応じて市が実地指導を行う場合もあります。  

  

項目６ 
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第３章 

計画の実現に向けて 
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計画の推進のために  １ 

 

 

 

 

（１）わかりやすい情報提供と障がい特性の周知・啓発  

相談支援をはじめとする各種サービスは、必要な人に十分に届いていてはじめ

て機能していると言えます。そのため、当事者とその家族はもちろんのこと、潜在

的なニーズがありながら福祉につながっていない人たちにも情報がいき届くよう

情報提供のしかたを工夫します。  

また、地域で共にくらし、活動していくためには、地域の方が障がいの特性につ

いて理解していることが求められます。広く市民に向け、障がい特性についての周

知や、こころのバリアフリーのための啓発に継続的にとりくみます。  

 

（２）障がいがある人やその家族のニーズの把握と反映 

各種の施策やサービスを効果的に実行するために、施策の内容や実施・提供方法

などについて、調査や聞き取りなどを通じて、当事者やその家族、関係団体の意見

やニーズの把握と反映につとめます。  

 

（３）町田市障がい者施策推進協議会との連携  

障がいがある人を、それぞれのライフステージに応じてきめ細かくサポートし

ていくために、関係機関との連携をより一層強いものにします。  

特に、障がい当事者、障害福祉サービス等の事業者、学識経験者、関係機関（福

祉・医療・経済・教育・雇用）などの様々な立場から集まって開催されている「町

田市障がい者施策推進協議会」は、市の障がい者施策について多角的な視点からご

意見をいただく場であることはもとより、関係機関の連携の場としてもとらえ、よ

りよい支援を検討していきます。  

 

（４）庁内の連携と市職員の意識向上 

障がい福祉施策は、子どもから高齢者までのすべてのライフステージにまたが

るとともに、保健・医療、教育、まちづくり、文化芸術・スポーツなど広範囲な分

野にわたります。  

計画の実行性を高め、効果的に障がい福祉施策を推進するために、庁内の各部署
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との連携のもと計画を推進します。また、すべての市職員が障がいに配慮しつつ各

自の職務をおこなうことができるよう、市職員の障がい理解を深め、意識向上をは

かります。  

 

（５）持続可能な制度の構築 

障害福祉サービス利用者の増加やニーズの多様化の中でも、必要な人が必要な

サービスを安定して利用できるよう、人材や財源の確保策を含めた制度の維持に

つとめます。  

 

（６）感染症対策 

2020 年に生じた新型コロナウイルス感染症は、保健・医療にとどまらず、経済

活動、学校教育、福祉サービスの提供、水害や地震の際の避難のあり方など、生活

のあらゆる面に大きな脅威をもたらしています。障がいがある人は新型コロナウ

イルスに感染した場合の重症化リスクが高いとされていることを踏まえた上で、

障がい福祉の分野においても、今後求められる「新しい生活様式」の中での的確な

情報提供、事業所の継続支援、福祉職員の安全確保、利用者の生活支援のあり方な

どについて、町田市障がい者施策推進協議会や関係機関の協力もえながら検討し、

迅速に対応していきます。  

 

（７）国・東京都との連携や要望 

障がいがある人の地域生活を支える施策は、国や都の制度に基づき運営されて

いるものが少なくありません。国や都の新しい動向を注視しつつ、連携しながら施

策を推進します。また、利用者本位のより良い制度になるよう、国や都に対して必

要な要望を伝えるとともに、行財政上の措置を要請していきます。  
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＜町田市障がい者施策推進協議会の活動＞  

 

  2010 年 11 月、町田市は障がいがある人の施策を総合的に協議する

ため、市の附属機関として「町田市障がい者施策推進協議会」を設置し

ました。この協議会は、障がいがある人に関わる計画を検討するととも

に、すすみ具合をチェックし推進していく役割をになっています。協議

会には、「就労・生活支援」「相談支援」「障がい者計画」の 3 つの部会

が設けられ専門的事項の検討をおこなっています。  

 

 

障害者権利条約のこのスローガンのもと、協議会と部会には身体・知

的・精神障がいがある人や難病のある人など、障がい当事者の方にも多

数参画いただいています。  

 

＜協議会の体制＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～わたしたち抜きに、わたしたちのことを決めないで～ 

障がい者計画及び障がい者福祉事業計画の  

検討・進捗管理  

（設置：2016 年 11 月～）  

就労支援ネットワークの構築  

就労支援に関する情報  

（設置：2011 年 11 月～）  

相談支援事業のネットワークづくり等を検討  

（設置：2012 年 10 月～）  

【協議会の役割】  

市の障がい福祉施策を総合的に協議  

【委員数】  

20 名  

相談支援部会 

町田市障がい者施策推進協議会 

障がい者計画部会 

就労・生活支援部会 
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計画の点検と評価  ２ 
 
 

 

 

 

  計画策定後は重点となる施策の進捗状況、サービスの見込量などの達成状況を点

検、評価し、その結果に基づいて改善していくという、「ＰＤＣＡ」のサイクルが必

要です。  

  本市においては、庁内における進捗状況の把握とともに、町田市障がい者施策推

進協議会を通じて点検と評価をおこない、必要に応じ改善をはかります。  

 

＜ＰＤＣＡサイクル＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 町田市のすべての担当部署は、この計画の確実な実現に向けてそ

れぞれ検討をおこない、課題を明らかにし、主体的にとりくみま

す。 

② そして毎年度、この計画のすすみ具合をまとめ、町田市障がい者

施策推進協議会に報告します。  

③ 町田市障がい者施策推進協議会は、障がいのある本人や関係者の

意見をきき、必要があると認めたときには、計画の変更や事業を見

直すことを考えます。  

④ 町田市障がい者施策推進協議会のもとにある各部会も、この計画

のすすみ具合を確認し、積極的に関わります。  

ＤＯ 

ＣHECK 

ＡCT 

障がい者施策推進協議会 

実  行  

点検・評価  

改  善   町田市 

ＰLAN 

計画立案  

① 

② ③

④ 

④

④ 



   

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  



   

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 巻末資料 
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１ .障がいがある人の状況 

 

（１）障害者手帳所持者数 
市内の障害者手帳所持者数は、2019 年度末現在で、身体障害者手帳が 11,948 人、

愛の手帳が 3,427 人、精神障害者保健福祉手帳が 4,784 人となっています。  

2015 年度から 2019 年度にかけて、身体障害者手帳は約 1.02 倍、愛の手帳は約

1.13 倍、精神障害者保健福祉手帳は約 1.35 倍の増加となっており、全体としては

約 1.1 倍となっています。  

 

■ 障害者手帳所持者数の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人）  

  2015年度  2016年度  2017年度  2018年度  2019年度  

身体障害者手帳  11,682 11,747 11,992 11,998 11,948 

愛の手帳  3,036 3,153 3,269 3,345 3,427 

精神障害者保健福祉手帳  3,535 3,802 4,045 4,399 4,784 

手帳所持者計  18,253 18,702 19,306 19,742 20,159 

町田市の人口  427,180 429,114 428,571 428,706 428,851 

※精神障害者保健福祉手帳の数値は 2019 年度については速報値。  

資料：障がい福祉課（各年度末現在）  

  

11 ,6 8 2 11 ,7 4 7 11 ,9 9 2 11 ,9 9 8 11 ,9 4 8

3 ,0 3 6 3 ,15 3 3 ,2 6 9 3 ,3 4 5 3 ,4 2 7

3 ,5 3 5 3 ,8 0 2 4 ,0 4 5 4 ,3 9 9 4 ,7 8 4

0

5 ,0 0 0

10 ,0 0 0

15 ,0 0 0

2 0 ,0 0 0

2 5 ,0 0 0

2 0 15 年度 2 0 16 年度 2 0 17 年度 2 0 18 年度 2 0 19 年度

(人）

精神障害者保健福祉手帳

愛の手帳

身体障害者手帳
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（２）身体障害者手帳所持者の内訳 

身体障害者手帳所持者の等級別内訳は 1 級（重度）が最も多く、次いで４級、２級

の順となっています。  

障がい別内訳は、2019 年度末現在で、肢体不自由が５割、次いで内部障がいが３

割強となっています。  

 

■ 身体障害者手帳所持者の等級別内訳  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 身体障害者手帳所持者の障がい別内訳  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障がい福祉課（上図：各年度末現在／下図：2019年度末現在） 

  

4 ,110 4 ,13 1 4 ,2 3 2 4 ,19 7 4 ,17 0

1 ,9 0 4 1 ,9 2 2 1 ,9 5 1 1 ,9 4 6 1 ,9 7 7

1 ,6 3 7 1 ,6 12 1 ,6 2 0 1 ,6 2 5 1 ,6 0 2

2 ,7 8 5 2 ,8 0 9 2 ,8 5 8 2 ,8 6 7 2 ,8 5 5

6 0 3 6 16 6 3 4 6 2 8 6 2 4
6 4 3 6 5 7 6 9 7 7 3 5 7 2 0

0

2 ,0 0 0

4 ,0 0 0

6 ,0 0 0

8 ,0 0 0

10 ,0 0 0

12 ,0 0 0

14 ,0 0 0

2 0 15 年度 2 0 16 年度 2 0 17 年度 2 0 18 年度 2 0 19 年度

(人）

６級

５級

４級

３級

２級

１級

視覚障がい

8 10

( 6 .8 % )
聴覚障がい

1 ,19 9

( 10 .0 % )

音声・言語

障がい

12 4

( 1 .0 % )

肢体不自由

5 ,9 7 1

( 5 0 .0 % )

内部障がい

3 ,8 4 4

( 3 2 .2 % )
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（３）愛の手帳所持者の内訳 

愛の手帳所持者の等級別内訳は、４度（軽度）、２度（重度）の順で多くなっていま

す。同じく年齢別内訳では、18 歳以上が７割半ばを占めています。 

 

■ 愛の手帳所持者の等級別内訳  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 愛の手帳所持者の年齢別内訳  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障がい福祉課（上図：各年度末現在／下図：2019年度末現在） 

  

13 3 14 0 14 8 14 9 14 9

8 6 5 8 8 9 8 9 9 9 16 9 2 4

6 9 3 7 12 7 4 2 7 4 2 7 5 4

1 ,3 4 5 1 ,4 12 1 ,4 8 0 1 ,5 3 8 1 ,6 0 0

0

5 0 0

1 ,0 0 0

1 ,5 0 0

2 ,0 0 0

2 ,5 0 0

3 ,0 0 0

3 ,5 0 0

4 ,0 0 0

2 0 15 年度 2 0 16 年度 2 0 17 年度 2 0 18 年度 2 0 19 年度

(人）

４度

３度

２度

１度

１８歳未満

8 17

( 2 3 .8 % )

１８歳以上

2 ,6 10

( 7 6 .2 % )
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（４）精神障害者保健福祉手帳所持者の内訳 

精神障害者保健福祉手帳所持者の等級別内訳は、２級が過半数を占め、最も多くな

っています。精神科通院医療にかかる自立支援医療受給者証の発行数は、引き続き増

加傾向にあります。  

 

■ 精神障害者保健福祉手帳所持者の等級別内訳と  

自立支援医療（精神通院）の利用者数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2019 年度の数値については速報値。  

資料：障がい福祉課（各年度末現在）  

  

2 3 3  2 3 6  2 3 4  2 5 9 2 6 3

1 ,8 4 7  2 ,0 5 5  2 ,2 16  2 ,4 14 2 ,6 2 0

1 ,4 5 5  1 ,5 11  1 ,5 9 5  
1 ,7 2 6

1 ,9 0 1

7 ,0 13  
7 ,6 14  7 ,7 3 1  8 ,0 9 5

8 ,3 9 7

0

2 ,0 0 0

4 ,0 0 0

6 ,0 0 0

8 ,0 0 0

10 ,0 0 0

2 0 15 年度 2 0 16 年度 2 0 17 年度 2 0 18 年度 2 0 19 年度

(人）

３級

２級

１級

自立支援医療

（精神通院）

の利用者数
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（５）年齢別の障害者手帳所持者数 

町田市内の人口は、2019 年度末現在で約 42 万９千人、うち身体障害者手帳、愛

の手帳、精神障害者保健福祉手帳の３種類の手帳の所持者数の合計は約２万人です。

年齢別の所持者数は、概ね以下の通りです。  

 

■ 町田市内における年齢別障害者手帳所持者数の内訳  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 町田市内における年齢別人口と障害者手帳所持者数の割合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障がい者福祉課（2019 年度末現在）  

  

町田市の
人口

人数（人） 割合(％) 人数（人） 割合(％) 人数（人） 割合(％) 人数（人） 割合(％) 人数（人） 割合(％) 人数（人）

0 -4 歳 4 0 0 .3 % 4 3 0 .3 % 4 0 .0 % 8 7 0 .6 % 14 ,8 16 9 9 .4 % 14 ,9 0 3

5 -9 歳 7 9 0 .4 % 2 2 8 1.3 % 2 4 0 .1% 3 3 1 1.8 % 17 ,5 8 1 9 8 .2 % 17 ,9 12

10 -14 歳 10 0 0 .5 % 3 12 1.6 % 5 2 0 .3 % 4 6 4 2 .3 % 19 ,6 13 9 7 .7 % 2 0 ,0 7 7

15 -19 歳 112 0 .5 % 4 0 9 1.9 % 10 3 0 .5 % 6 2 4 2 .8 % 2 1,2 8 9 9 7 .2 % 2 1,9 13

2 0 -2 4 歳 17 0 0 .7 % 4 8 5 2 .1% 2 0 7 0 .9 % 8 6 2 3 .8 % 2 1,9 7 9 9 6 .2 % 2 2 ,8 4 1

2 5 -2 9 歳 15 3 0 .8 % 3 6 1 1.9 % 2 8 1 1.5 % 7 9 5 4 .2 % 18 ,3 4 2 9 5 .8 % 19 ,13 7

3 0 -3 4 歳 17 9 0 .9 % 3 0 2 1.5 % 3 8 5 1.9 % 8 6 6 4 .3 % 19 ,4 6 8 9 5 .7 % 2 0 ,3 3 4

3 5 -3 9 歳 2 2 0 0 .9 % 2 3 3 0 .9 % 4 3 6 1.8 % 8 8 9 3 .6 % 2 3 ,8 6 3 9 6 .4 % 2 4 ,7 5 2

4 0 -4 4 歳 3 4 0 1.1% 2 4 8 0 .8 % 5 7 3 1.9 % 1,16 1 3 .8 % 2 9 ,0 0 5 9 6 .2 % 3 0 ,16 6

4 5 -4 9 歳 5 4 6 1.4 % 3 18 0 .8 % 7 0 2 1.9 % 1,5 6 6 4 .1% 3 6 ,2 0 9 9 5 .9 % 3 7 ,7 7 5

5 0 -5 4 歳 5 6 2 1.7 % 18 0 0 .5 % 6 8 6 2 .0 % 1,4 2 8 4 .2 % 3 2 ,4 6 4 9 5 .8 % 3 3 ,8 9 2

5 5 -5 9 歳 6 0 1 2 .2 % 10 4 0 .4 % 4 4 3 1.7 % 1,14 8 4 .3 % 2 5 ,6 8 3 9 5 .7 % 2 6 ,8 3 1

6 0 -6 4 歳 7 4 9 3 .3 % 7 5 0 .3 % 3 2 3 1.4 % 1,14 7 5 .0 % 2 1,6 9 1 9 5 .0 % 2 2 ,8 3 8

6 5 -6 9 歳 1,0 3 0 4 .2 % 5 9 0 .2 % 2 2 0 0 .9 % 1,3 0 9 5 .3 % 2 3 ,3 8 2 9 4 .7 % 2 4 ,6 9 1

7 0 -7 4 歳 1,5 18 5 .3 % 3 2 0 .1% 18 1 0 .6 % 1,7 3 1 6 .0 % 2 7 ,0 19 9 4 .0 % 2 8 ,7 5 0

7 5 -7 9 歳 1,7 5 7 6 .8 % 2 0 0 .1% 8 8 0 .3 % 1,8 6 5 7 .3 % 2 3 ,8 2 4 9 2 .7 % 2 5 ,6 8 9

8 0 歳以上及び
年齢不詳 3 ,7 9 2 10 .4 % 18 0 .0 % 7 6 0 .2 % 3 ,8 8 6 10 .7 % 3 2 ,4 6 4 8 9 .3 % 3 6 ,3 5 0

合計 11,9 4 8 2 .8 % 3 ,4 2 7 0 .8 % 4 ,7 8 4 1.1% 2 0 ,15 9 4 .7 % 4 0 8 ,6 9 2 9 5 .3 % 4 2 8 ,8 5 1

身体障害者手帳
所持者

愛の手帳
所持者

精神障害者保健
福祉手帳所持者

いずれも所持して
いない人

障害者手帳
所持者計

0 5 0 0 1 ,0 0 0 1 ,5 0 0 2 ,0 0 0 2 ,5 0 0 3 ,0 0 0 3 ,5 0 0 4 ,0 0 0

0 -4 歳

5 -9 歳

10 -14 歳

15 -19 歳

2 0 -2 4 歳

2 5 -2 9 歳

3 0 -3 4 歳

3 5 -3 9 歳

4 0 -4 4 歳

4 5 -4 9 歳

5 0 -5 4 歳

5 5 -5 9 歳

6 0 -6 4 歳

6 5 -6 9 歳

7 0 -7 4 歳

7 5 -7 9 歳

8 0 歳以上及び年齢不詳

(人）

身体障害者手帳所持者

愛の手帳所持者

精神障害者保健福祉手帳所持者
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（６）難病等 

2013 年４月に施行された障害者総合支援法によって、難病等が障害福祉サービス

等の受給対象に加わり、障害者手帳の有無にかかわらず、必要と認められたサービス

等の受給が可能になりました。2015 年１月から対象疾病が段階的に拡大され、

2019 年７月からは 361 疾病がサービス等の対象となっています。  

 

■ 難病医療費助成制度の申請件数  

（件）  

  
2015 
年度  

2016 
年度  

2017 
年度  

2018 
年度  

2019 
年度  

一般難病（更新）  ①  2,668  2,840  3,029  2,709 2,756 

一般難病（新規）  ②  524  504  489  514 516 

一般難病申請者実数  ①＋②  3,192  3,344  3,518  3,223  3,272  

※難病医療費助成制度：難病医療費等公費負担対象疾病に該当し、認定基準を満たしている場合

に、自己負担（保険診療分）の一部を助成する制度。  

資料：障がい福祉課（各年度末現在）  
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（７）障害支援区分別支給決定者数 

町田市の障害支援区分別の支給決定者数は、区分不要が最も多く、次いで区分６、

区分３と区分５という順番で多くなっています。  

区分ごとの支給決定者数の推移では、すべての区分で増加傾向となっています。  

また、全体でも支給決定者数は年々増加しています。  

※区分不要：障害福祉サービスの中には障害支援区分を要しないサービスがあり、そのサービス

のみを利用している人の人数です。（就労移行支援、就労継続支援等）  

 

■ 障害支援区分別支給決定者数の内訳  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人）  

  2015年度  2016年度  2017年度  2018年度  2019年度  

区分6 621 641 682 718 727 

区分5 353 365 393 410 427 

区分4 341 355 375 380 397 

区分3 346 353 375 402 427 

区分2 235 235 228 244 280 

区分 1 24 20 13 8 9 

区分不要  1,037 1,047 1,043 1,123 1,178 

総計  2,957 3,016 3,109 3,285 3,445 

資料：障がい福祉課（各年度末現在）  

 

 

  

1 ,0 3 7 1 ,0 4 7 1 ,0 4 3 1 ,12 3 1 ,17 8

2 4 2 0 13 8 92 3 5 2 3 5 2 2 8 2 4 4 2 8 0
3 4 6 3 5 3 3 7 5 4 0 2 4 2 7
3 4 1 3 5 5 3 7 5

3 8 0
3 9 73 5 3 3 6 5 3 9 3

4 10 4 2 7
6 2 1 6 4 1 6 8 2

7 18
7 2 7

0

5 0 0

1 ,0 0 0

1 ,5 0 0

2 ,0 0 0

2 ,5 0 0

3 ,0 0 0

3 ,5 0 0

4 ,0 0 0

２０１５年度 ２０１６年度 ２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度

(人）

区分6

区分5

区分4

区分3

区分2

区分1

区分不要
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（８）特別支援学校（高等部）卒業見込数  

市内在住者の特別支援学校（高等部）への進学先としては、町田市内の東京都立町

田の丘学園が最も多くなっています。次に多いのは高等部単独校の東京都立南大沢学

園（就業技術科）となっており、東京都立多摩桜の丘学園、東京都立八王子盲学校等

への進学も見られます。 

市内在住者で市内・市外を含めた特別支援学校（高等部）を卒業する生徒数は、2027

年度までおおむね増加していく見込みとなっています。ピーク時の 2027 年度は

131 名、その後は 2030 年度まで毎年 100 名以上が卒業していく見込みとなって

います。  

 

■ 町田市在住者の特別支援学校（高等部）卒業生見込数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2023 年度以降に町田市外の特別支援学校を卒業する生徒数の見込みは、「市内特別

支援学級在籍数」から「町田の丘学園に入学すると予測される生徒数」を除いた数で

算出。  

※2023 年度以降に町田の丘学園を卒業する生徒数の見込みは、「同校小・中学部の児

童生徒数」に「肢体不自由の特別支援学級在籍数」と、「知的障がいの特別支援学級

在籍数の 50％」を加算して推計  

資料：町田の丘学園作成資料（2020 年５月１日のデータをもとに作成）  

 

 

 

 

  

6 4

4 8
4 9

6 6
6 7 6 2 6 6 7 6 7 4 6 6 6 7

4 9

16

2 3 2 1

3 7
3 9

4 2

4 2

5 5 4 9
4 3 3 8

2 5

8 0

15 1
2 2 1

3 2 4

4 3 0

5 3 4

6 4 2

7 7 3

8 9 6

1 ,0 0 5

1 ,110
1 ,18 4

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1 ,0 0 0

1 ,2 0 0

1 ,4 0 0

0

5 0

10 0

15 0

2 0 0

(人）

町田市外特別支援学校

東京都立町田の丘学園

累計

単
年
度
の
卒
業
生
予
測

累
計
の
卒
業
生
予
測

(人）
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 2．サービス内容一覧 

 

 

 
 
（１）障害福祉サービス等 
 
★障がいがある児童も利用可能なサービス。 

●標準利用期間のある（利用期間が限定されている）サービス。 

種別 掲載ページ  

訪
問
系
サ
ー
ビ
ス 

居宅介護(ホームヘルプ) ★  P26 

＜内容＞  
居宅での身体介護(入浴、排せつ、食事の介護)や家事援助等をおこなうととも
に、通院の付き添いや生活等に関する相談・助言その他の支援をおこないます。  

重度訪問介護    P26 

＜内容＞  
重い障がいがある人に対して、自宅での身体介護(入浴、排せつ、食事の介護)、
家事援助、見守り等や外出時における移動支援等を総合的におこないます。  

同行援護  ★  P26 

＜内容＞  

視覚障がいにより、移動に困難を感じている障がいがある人に対して、外出時に
同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等
の介護、生活等に関する相談・助言その他の支援をおこないます。  

行動援護  ★  P26 

＜内容＞  

障がいがある人が行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時
における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護や援助をおこないます。  

重度障害者等包括支援  ★  P26 

＜内容＞  

居宅介護、同行援護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介
護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を包括的に提供します。  

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス 

生活介護    P36 

＜内容＞  

常に介護を必要とする人に、日中の時間帯、入浴、排せつ、食事の介護等をお
こなうとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。  

自立訓練(機能訓練)  ● P36 

＜内容＞  

理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談・
助言その他の支援をおこないます。  

自立訓練(生活訓練)  ● P36 

＜内容＞  

事業所や居宅において入浴、 排せつ、 食事等に関する訓練及び生活等に関する
相談・助言その他の支援をおこないます。  

宿泊型自立訓練   ● P36 

＜内容＞  

居住の場を提供し、家事等の日常生活能力を向上するための支援や相談及び助言
等をおこないます。  
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就労移行支援   ● P36 

＜内容＞  

一般就労を希望する人に、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供、訓
練、求職活動の支援、就職後の定着のための相談支援等をおこないます。  

就労継続支援A型(雇用型)   P36 

＜内容＞  

一般就労が困難な人に、生産活動その他の活動の機会の提供、就労に必要な知
識、能力向上に必要な訓練、その他の支援をおこないます。  

就労継続支援B型(非雇用型)   P36 

＜内容＞  

一般就労が困難な人に、生産活動その他の活動機会の提供、就労に必要な知識、
能力向上に必要な訓練、その他の支援をおこないます。  

就労定着支援   ● P36 

＜内容＞  

一般就労へ移行した障がいがある人について、就労に伴う生活面の課題に対し、
就労継続をはかるために企業・自宅等への訪問や障がいのある人の来所による必
要な連絡調整、指導・助言等をおこないます。  

療養介護    P36 

＜内容＞  

病院等に入院している人に対して、主に日中の時間帯に、機能訓練、療養上の
管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の支援をおこない
ます。  

短期入所(ショートステイ)＜福祉型・医療型＞  ★  P36 

＜内容＞  

福祉型：居宅において介護する人が病気の場合や自立生活に向けた体験をする場
合などに、施設等へ短期間入所させ、入浴、排せつ及び食事その他の必要な支援
をおこないます。  
 
医療型：居宅において介護する人が病気の場合や自立生活に向けた体験をする場
合などに、病院等へ短期間入所させ、入浴、排せつ及び食事その他の必要な支援
をおこないます。  

居
住
系
サ
ー
ビ
ス 

共同生活援助(グループホーム)   P26 

＜内容＞  

主に共同生活をする住居での相談や日常生活上の援助をおこないます。  

施設入所支援    P26 

＜内容＞  

施設に入所する障がいがある人に対して、主に夜間において入浴、排せつ及び食
事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の日常生活上の支援をおこな
います。  

自立生活援助   ● P26 

＜内容＞  

一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対
応をおこないます。  
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相
談
支
援 

基本相談支援    P41 

＜内容＞  

・障がいがある人等が必要とする情報提供や助言をおこないます。  
・障害福祉サービス等の利用や課題の解決に向け、障がいがある人と行政、障害  
福祉サービス事業者、医療機関、教育機関等との調整などをおこないます。  

・行政の立場で障がいがある人の福祉全般にわたる相談をおこないます。  

計画相談支援    P41 

＜内容＞  

・サービス等利用計画案の作成、支給決定後のサービス等利用計画の見直し（モ
ニタリング）をおこないます。  

・サービス事業者等との連絡・調整をおこないます。  

地域移行支援・地域定着支援    P41 

＜内容＞  

・地域移行支援：住居の確保、地域生活の準備や障害福祉サービスの見学・体験  
のための外出への同行支援、地域生活に移行するための活動に関する相談等の  
支援をおこないます。  

・地域定着支援：夜間も含む緊急時の連絡、相談等の支援をおこないます。  
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（２）地域生活支援事業 

 

種別 掲載ページ  

必
須
事
業 

理解促進研修・啓発事業   P67 

＜内容＞  

障がいがある人に対する理解を深めるための研修・啓発をおこないます。  

 

 

自発的活動支援事業   P45 

＜内容＞  

障がいがある人が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるような、
自発的なとりくみの支援をおこないます。  

相 談 支 援

事業   

障害者相談支援事業  ★ P41 

＜内容＞  

福祉サービスに関する情報提供と利用援助、専門のサービス提供
機関の紹介、社会生活力を高めるための支援、権利擁護のための
必要な援助をおこないます。  

基幹相談支援センター等機能強化事業  
★  

P41 

＜内容＞  
総合的・専門的な相談支援の実施、地域の相談支援体制の強化の
とりくみ、地域移行支援ならびに定着支援事業のとりくみ、権利
擁護・虐待の防止の業務等をおこないます。  

住宅入居等支援事業(居住サポート事業) 
 

P41 

＜内容＞  

入居に必要な調整等に関する支援をおこないます。  

成年後見制度利用支援事業   P60 

＜内容＞  

成年後見制度の利用に要する費用のうち、 成年後見の申し立てに要する経
費及び後見人等の報酬等の全部または一部を補助します。  

成年後見制度法人後見支援事業   P60 

＜内容＞  

法人後見実施のための研修、 法人後見の活動を安定的に実施するための組
織体制の構築、法人後見の適正な活動のための支援等をおこないます。  

意思疎通支援事業  ★ P52 

＜内容＞  

手話通訳者及び要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業等をお
こないます。  

★障がいがある児童も利用可能なサービス。 
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手話奉仕員養成研修事業   P52 

＜内容＞  

日常会話程度の手話表現を習得した手話ボランティアを養成するための研修、
手話通訳者としての研修をおこないます。  

日常生活用具給付等事業  ★ P27 

＜内容＞  

日常生活上の便宜をはかるための、告示の要件を満たす６種の用具の給付をお
こないます。  

移動支援事業  ★ P27 

＜内容＞  

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための、外出の際の
移動の支援をおこないます。 

地域活動支援センター機能強化事業   P37 

＜内容＞  

地域生活支援の促進をはかるための社会との交流促進、機能訓練、相談等をお
こないます。  

任
意
事
業 

福祉ホーム   P27 

＜内容＞  

低額な料金での居室その他の設備の提供、施設の管理、利用者の日常に関す
る相談、助言、関係機関との連絡、調整をおこないます。  

訪問入浴サービス  ★ P27 

＜内容＞  
訪問により居宅において入浴サービスを提供します。  

日中一時支援  ★ P37 

＜内容＞  
日中における活動の場を確保し日常的な訓練や支援をおこないます。  

緊急一時保護  ★ P45 

＜内容＞  
介護者の病気や急な冠婚葬祭等により、一時的に障がいがある人や児童を介護
できなくなったときの宿泊場所の提供をおこないます。  

スポーツ・レクリエーション教室開催等  ★ P18 

＜内容＞  
障がいがある人や児童が、スポーツに触れる機会等を提供します。  

自動車運転免許取得・改造助成   P37 

＜内容＞  

自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成します。  

知的障害者職親委託   P37ｐ 

＜内容＞  

一定期間、職親に預けて生活指導及び技能習得訓練等をおこないます。  
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3.障害福祉サービス等の実績及び見込量一覧   

※第２章の「この分野に関係するサービスの見込量」を一覧にしたものです。  

 

（１）障害福祉サービス 

【訪問系サービス】                  （１か月あたり） 

サービス名  項目  

実績値  見込量  

201８  

年度  

2019 

年度  

2020 

年度  

（見込）  

2021 

年度  

2022 

年度  

2023 

年度  

居宅介護  
利用者数  478人  493人  519人  547人  576人  607人  

利用時間数  8,590時間  8,691時間  9,271時間  9,771時間  10,289時間 10,843時間 

重度訪問介護  
利用者数  127人  132人  136人  140人  144人  149人  

利用時間数  35,104時間 35,066時間 37,057時間 38,147時間 39,237時間 40,599時間 

同行援護  
利用者数  123人  126人  131人  137人  143人  149人  

利用時間数  3,059時間  2,961時間  3,198時間  3,344時間  3,491時間  3,637時間  

行動援護  
利用者数  11人  13人  16人  19人  22人  25人  

利用時間数  256時間  336時間  406時間  482時間  558時間  634時間  

重度障害者等

包括支援  
利用者数  0人  0人  0人  0人  0人  0人  

 

【日中活動系サービス】                                （１か月あたり） 

サービス名  項目  

実績値  見込量  

2018 

年度  

2019 

年度  

2020 

年度  

（見込）  

2021 

年度  

2022 

年度  

2023 

年度  

生活介護  
利用者数  1,059 人  1,076 人  1,114 人  1,153 人  1,193 人  1,235 人  

利用日数  20,318日  20,519日  22,280日  23,060日  23,860日  24,700日  

自立訓練  
（機能訓練）  

利用者数  2 人  3 人  4 人  6 人  6 人  6 人  

利用日数  15 日  36 日  64 日  100 日  100 日  100 日  

自立訓練  
（生活訓練）  

利用者数  32 人  39 人  39 人  41 人  45 人  50 人  

利用日数  538 日  633 日  633 日  665 日  730 日  812 日  

宿泊型  
自立訓練  

利用者数  11 人  9 人  21 人  21 人  21 人  21 人  

利用日数  308 日  251 日  618 日  618 日  618 日  618 日  

就労移行支援  
利用者数  126 人  141 人  151 人  162 人  174 人  187 人  

利用日数  2,094 日  2,295 日  2,433 日  2,579 日  2,734 日  2,899 日  

就労継続支援
（Ａ型）  

利用者数  118 人  115 人  120 人  120 人  120 人  120 人  

利用日数  2,342 日  2,246 日  2,320 日  2,320 日  2,320 日  2,320 日  

就労継続支援
（Ｂ型）  

利用者数  778 人  806 人  824 人  842 人  861 人  880 人  

利用日数  12,599日  13,078日  13,353日  13,633日  13,919日  14,211日  

就労定着支援  利用者数  23 人  47 人  62 人  65 人  68 人  71 人  

療養介護  利用者数  51 人  47 人  52 人  54 人  56 人  58 人  

短期入所  
（福祉型）  

利用者数  171 人  224 人  251 人  281 人  314 人  351 人  

利用日数  912 日  1,110 日  1,184 日  1,264 日  1,349 日  1,439 日  

短期入所  

（医療型）  

利用者数  28 人  31 人  31 人  32 人  33 人  34 人  

利用日数  207 日  216 日  229 日  237 日  244 日  252 日  
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【居住系サービス】                   （１か月あたり） 

サービス名  項目  

実績値  見込量  

201８  

年度  

2019 

年度  

2020 

年度  

（見込）  

2021 

年度  

2022 

年度  

2023 

年度  

共同生活援助  
利用者数  

（内  精神）  
410 人  
（88 人） 

447 人  
（95 人） 

484 人  
（102 人） 

521 人  
（109 人） 

558 人  
（116 人） 

595 人  
（123 人） 

施設入所支援  利用者数  236 人  235 人  234 人  233 人  232 人  231 人  

自立生活援助  
利用者数  

（内  精神）  
0 人  

（0 人） 
0 人  

（0 人） 
3 人  

（2 人） 
4 人  

（2 人） 
5 人  

（3 人） 
5 人  

（3 人） 

 

【相談支援】                                           （１年あたり） 

サービス名  項目  

実績値  見込量  

2018 

年度  

2019 

年度  

2020 

年度  

（見込）  

2021 

年度  

2022 

年度  

2023 

年度  

基本相談支援    実施  実施  実施  実施  実施  実施  

計画相談支援  
利用者数  1,770 人  2,036 人  2,510 人  3,095 人  3,816 人  4,705 人  

指定特定相談支援
事業所 箇所数 

25 箇所  26 箇所  27 箇所  28 箇所  29 箇所  30 箇所  

地域移行支援  
利用者数  
(内精神) 

5 人  
（5 人） 

4 人  
（4 人） 

4 人  
（4 人） 

4 人  
（4 人） 

5 人  
（5 人） 

5 人  
（5 人） 

地域定着支援  
利用者数  
(内精神) 

1 人  
（1 人） 

2 人  
（2 人） 

2 人  
（2 人） 

4 人  
（4 人） 

5 人  
（5 人） 

5 人  
（5 人） 
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（２）地域生活支援事業 

（１年あたり） 

事業名  

実績値  見込量  

2018 

年度  

2019 

年度  

2020 

年度  

（見込）  

2021 

年度  

2022 

年度  

2023 

年度  

理解促進研修・啓発事業  実施  実施  実施  実施  実施  実施  

自発的活動支援事業  実施  実施  実施  実施  実施  実施  

緊急一時保護  
（延べ日数）  

237 日  287 日  300 日  390 日  390 日  390 日  

相
談
支
援
事
業  

障害者相談支援事業  実施  実施  実施  実施  実施  実施  

基幹相談支援センター
等機能強化事業  

機能として 
実施※ 

機能として 
実施 

機能として 
実施 

機能として 
実施 

機能として 
実施 

機能として 
実施 

住宅入居支援事業  
（居住サポート事業）  

未実施  検討  実施  
機能として 

実施 
機能として 

実施 
機能として 

実施 

成年後見制度利用支援事業  23 件  23 件  24 件  25 件  26 件  27 件  

成年後見制度  
法人後見支援事業  

1 団体  1 団体  1 団体  1 団体  1 団体  1 団体  

法人後見及び法人後見監督  
の件数  

28 件  25 件  26 件  24 件  25 件  26 件  

意思疎通支援事業        

 

手話通訳者派遣事業  1,354件  1,307件  1,350件  1,350件  1,350件  1,350件  

要約筆記者派遣事業  49件  34件  30件  35件  40件  45件  

手話通訳者設置事業  
（手話通訳者登録者
数）  

週１日  週１日  週１日  週１日  週１日  週１日  

手話奉仕員養成研修事業  
（養成講習修了者数）  

14人  13人  16人  16人  16人  16人  

日常生活用具給付等事業        

 

介護･訓練支援用具  50件  59件  60件  60件  60件  60件  

自立生活支援用具  89件  74件  100件  100件  100件  100件  

在宅療養等支援用具  60件  65件  70件  70件  70件  70件  

情報・意思疎通支援用具  163件  214件  170件  170件  170件  170件  

排泄管理支援用具  8,387件  8,708件  9,000件  9,000件  9,000件  9,000件  

住宅改修費  20件  9件  30件  30件  30件  30件  

移動支援事業  629人  665人  690人  720人  750人  780人  

地域活動支援センター機能  
強化事業  

実施  実施  実施  実施  実施  実施  
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（３）任意事業 

（１年あたり） 

事業名  

実績値  見込量  

2018 

年度  

2019 

年度  

2020 

年度  

（見込）  

2021 

年度  

2022 

年度  

2023 

年度  

福祉ホーム  １か所  １か所  1 か所  １か所  １か所  1 か所  

訪問入浴サービス  30 人  30 人  30 人  30 人  30 人  30 人  

日中一時支援  未実施  未実施  未実施  検討  検討  検討  

緊急一時保護  

（延べ日数）  
237 日  287 日  300 日  390 日  390 日  390 日  

スポーツ・レクリエーション  

教室開催等※1 
3 事業  3 事業  1事業  3 事業  3 事業  3 事業  

自動車運転免許取得・改造助成  15 件  8 件  15 件  16 件  16 件  16 件  

知的障害者職親委託  1 人  1 人  1 人  1 人  1 人  1 人  

 ※1 「障がい者スポーツ教室」「障がい者水泳教室」「障がい者スポーツ大会」。2020 年度に

ついて、障がい児者水泳教室、障がい者スポーツ大会は新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止となりました。  

 

 

（４）障害児通所支援 

  （１か月あたり） 

サービス名  項目  

実績値  見込量  

2018 

年度  

2019 

年度  

2020 

年度  

（見込）  

2021 

年度  

2022 

年度  

2023 

年度  

児童発達支援  
利用者数  229 人  233 人  240 人  240 人  259 人  259 人  

利用日数  2,362日  2,351日  2,380日  2,400日  2,592日  2,592日  

医療型児童発
達支援  

利用者数  1 人  1 人  1 人  1 人  1 人  1 人  

利用日数  13 日  12 日  12 日  12 日  12 日  12 日  

居宅訪問型児
童発達支援  

利用者数  0 人  2 人  2 人  2 人  2 人  2 人  

利用日数  0 日  6 日  6 日  6 日  6 日  6 日  

放課後等デイ
サービス  

利用者数  684 人  739 人  712 人  733 人  755 人  778 人  

利用日数  8,455 日  8,630 日  8,580 日  8,837 日  9,103 日  9,376 日  

保育所等訪問
支援  

利用者数  9 人  27 人  30 人  35 人  40 人  45 人  

利用日数  10 日  46 日  50 日  60 日  70 日  80 日  

障害児相談支
援  

利用者数  280 人  357 人  400 人  420 人  440 人  470 人  

※町田市子ども発達支援計画行動計画（第二期障害児福祉計画）から引用  
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4.区市町村別サービスの提供状況  

 

（１）障害福祉サービス（訪問系）の区市町村別サービス量及び利用者数  

（令和 2 年 3 月サービス提供分・速報値）  

 

「各地域におけるサービス提供の状況」（東京都第九期障害者施策推進協議会第 1 回専門部会資料）  

 

 

合計 居宅介護 重度訪問 同行援護 行動援護 合計 居宅介護 重度訪問 同行援護 行動援護 合計 居宅介護 重度訪問 同行援護 行動援護

千代田区 4,917 1,016 3,383 306 212 95 68 8 14 5 51.8 14.9 422.9 21.9 42.4
中央区 8,091 4,173 2,646 323 949 209 171 10 19 9 38.7 24.4 264.6 17.0 105.4
港区 19,619 10,084 8,413 980 142 458 382 36 37 3 42.8 26.4 233.7 26.5 47.3
新宿区 31,193 14,393 14,239 2,361 200 689 544 39 99 7 45.3 26.5 365.1 23.8 28.6
文京区 9,515 2,231 5,609 1,670 5 287 208 16 62 1 33.2 10.7 350.6 26.9 5.0
台東区 12,056 2,382 8,904 758 12 245 175 27 42 1 49.2 13.6 329.8 18.0 12.0
墨田区 11,400 6,378 2,726 2,282 14 555 431 13 109 2 20.5 14.8 209.7 20.9 7.0
江東区 23,179 8,393 12,028 2,758 - 840 654 57 129 - 27.6 12.8 211.0 21.4 -
品川区 9,628 2,263 5,604 1,762 - 256 145 40 71 - 37.6 15.6 140.1 24.8 -
目黒区 15,276 5,722 8,993 497 64 299 247 27 24 1 51.1 23.2 333.1 20.7 64.0
大田区 35,771 14,998 15,902 4,745 126 844 634 37 168 5 42.4 23.7 429.8 28.2 25.2
世田谷区 76,905 24,024 50,183 2,451 247 1,224 950 131 137 6 62.8 25.3 383.1 17.9 41.2
渋谷区 5,501 1,887 3,045 526 43 216 167 20 26 3 25.5 11.3 152.3 20.2 14.3
中野区 22,674 6,250 14,001 2,118 305 575 445 48 75 7 39.4 14.0 291.7 28.2 43.6
杉並区 18,244 4,630 10,545 2,415 654 490 309 35 129 17 37.2 15.0 301.3 18.7 38.5
豊島区 10,605 2,584 6,333 1,620 68 297 192 25 79 1 35.7 13.5 253.3 20.5 68.0
北区 31,295 8,642 17,354 4,815 484 751 519 46 170 16 41.7 16.7 377.3 28.3 30.3
荒川区 13,346 5,725 5,670 1,891 60 455 351 29 73 2 29.3 16.3 195.5 25.9 30.0
板橋区 35,172 13,981 17,201 3,937 53 1,139 925 55 156 3 30.9 15.1 312.7 25.2 17.7
練馬区 62,436 18,120 37,662 6,441 213 1,230 934 97 193 6 50.8 19.4 388.3 33.4 35.5
足立区 54,069 20,276 23,515 6,809 3,469 1,554 1,089 96 256 113 34.8 18.6 244.9 26.6 30.7
葛飾区 14,262 11,328 386 2,528 20 632 486 3 139 4 22.6 23.3 128.7 18.2 5.0
江戸川区 29,878 12,987 12,787 3,723 381 1,320 1,108 43 161 8 22.6 11.7 297.4 23.1 47.6
八王子市 49,033 7,106 38,777 2,576 574 841 520 173 128 20 58.3 13.7 224.1 20.1 28.7
立川市 25,933 2,980 20,764 1,240 949 413 247 80 52 34 62.8 12.1 259.6 23.8 27.9
武蔵野市 12,061 1,559 9,641 592 269 239 162 27 38 12 50.5 9.6 357.1 15.6 22.4
三鷹市 13,979 2,752 9,942 654 631 261 187 27 26 21 53.6 14.7 368.2 25.2 30.0
青梅市 2,830 1,309 834 451 236 166 97 7 43 19 17.0 13.5 119.1 10.5 12.4
府中市 36,213 6,934 28,437 655 187 513 394 62 49 8 70.6 17.6 458.7 13.4 23.4
昭島市 6,941 1,890 4,029 789 233 240 170 19 33 18 28.9 11.1 212.1 23.9 12.9
調布市 17,088 2,191 13,359 884 654 375 243 53 42 37 45.6 9.0 252.1 21.0 17.7
町田市 41,327 8,164 30,743 2,050 370 736 487 128 110 11 56.2 16.8 240.2 18.6 33.6
小金井市 5,185 1,276 3,425 373 111 167 130 10 19 8 31.0 9.8 342.5 19.6 13.9
小平市 14,836 2,809 10,857 478 692 273 153 26 36 58 54.3 18.4 417.6 13.3 11.9
日野市 10,133 1,252 8,097 728 56 202 120 40 37 5 50.2 10.4 202.4 19.7 11.2
東村山市 14,651 2,393 11,334 445 479 347 211 71 39 26 42.2 11.3 159.6 11.4 18.4
国分寺市 9,946 1,572 7,890 344 140 189 129 32 21 7 52.6 12.2 246.6 16.4 20.0
国立市 22,708 2,680 18,193 215 1,620 282 148 55 18 61 80.5 18.1 330.8 11.9 26.6
福生市 2,717 1,564 840 299 14 112 91 6 14 1 24.3 17.2 140.0 21.4 14.0
狛江市 4,709 1,714 2,714 257 24 161 134 10 16 1 29.2 12.8 271.4 16.1 24.0
東大和市 5,620 1,147 4,015 403 55 136 103 12 18 3 41.3 11.1 334.6 22.4 18.3
清瀬市 8,102 1,277 6,365 335 125 145 91 25 21 8 55.9 14.0 254.6 16.0 15.6
東久留米市 10,305 1,448 7,527 471 859 192 121 20 24 27 53.7 12.0 376.4 19.6 31.8
武蔵村山市 4,604 2,005 2,277 282 40 173 147 10 13 3 26.6 13.6 227.7 21.7 13.3
多摩市 17,726 2,862 13,649 862 353 244 173 33 34 4 72.6 16.5 413.6 25.4 88.3
稲城市 2,194 628 1,117 85 364 96 71 9 9 7 22.9 8.8 124.1 9.4 52.0
羽村市 1,554 832 538 126 58 72 57 1 11 3 21.6 14.6 538.0 11.5 19.3
あきる野市 1,501 824 412 118 147 101 79 2 13 7 14.9 10.4 206.0 9.1 21.0
西東京市 11,664 1,149 9,732 474 309 154 83 28 30 13 75.7 13.8 347.6 15.8 23.8
瑞穂町 999 904 - 93 2 73 68 - 4 1 13.7 13.3 - 23.3 2.0
日の出町 1,028 355 584 81 8 28 18 4 5 1 36.7 19.7 146.0 16.2 8.0
檜原村 120 13 107 - - 3 2 1 - - 40.0 6.5 107.0 - -
奥多摩町 - - - - - - - - - - - - - - -
大島町 - - - - - - - - - - - - - - -
利島村 - - - - - - - - - - - - - - -
新島村 - - - - - - - - - - - - - - -
神津島村 - - - - - - - - - - - - - - -
三宅村 - - - - - - - - - - - - - - -
御蔵島村 - - - - - - - - - - - - - - -
八丈町 165 132 - 15 18 19 13 - 3 3 8.7 10.2 - 5.0 6.0
青ヶ島村 - - - - - - - - - - - - - - -
小笠原村 - - - - - - - - - - - - - - -
合計 910,904 266,187 553,328 74,091 17,298 21,613 15,783 1,909 3,274 647 42.1 16.9 289.9 22.6 26.7

訪問系サービス

サービス量（時間） 利用者数（人） 1人当たり月間サービス量（時間／人）区市町村
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（２）障害福祉サービス（日中活動系・相談支援）の区市町村別基盤整備状況  

（令和元年度末・速報値）  

 

「各地域におけるサービス提供の状況」（東京都第九期障害者施策推進協議会第 1 回専門部会資料）  

 

 

生活介護 機能訓練 生活訓練 就労移行 就労継続Ａ 就労継続Ｂ
計画相談

支援

地域移行

支援

地域定着

支援

千代田区 30 - - 326 20 64 440 66.6 3 - -

中央区 70 - 10 36 25 162 303 18.0 9 1 1

港区 202 30 - 140 54 198 624 24.0 15 13 9

新宿区 221 45 99 389 65 585 1,404 40.2 22 3 3

文京区 161 6 29 152 30 336 714 30.2 14 2 2

台東区 160 - 14 156 40 258 628 30.0 11 6 5

墨田区 120 - 7 139 - 479 745 27.6 13 3 3

江東区 417 - 12 153 80 741 1,403 27.0 30 3 3

品川区 360 6 6 140 60 300 872 21.1 10 1 -

目黒区 298 - 24 46 40 316 724 25.2 13 2 2

大田区 535 30 10 243 70 1,010 1,898 25.7 40 7 6

世田谷区 697 10 82 212 40 1,127 2,168 23.1 43 9 8

渋谷区 97 - - 226 70 304 697 29.6 16 5 5

中野区 346 20 28 162 29 345 930 27.1 21 6 6

杉並区 535 93 6 102 20 804 1,560 26.6 39 8 6

豊島区 184 20 30 273 48 419 974 32.4 19 3 2

北区 357 10 72 182 37 510 1,168 33.0 16 8 7

荒川区 126 - 58 77 30 290 581 26.6 10 2 2

板橋区 582 12 112 142 50 766 1,664 28.5 37 6 6

練馬区 868 40 40 114 106 1,035 2,203 29.7 36 5 5

足立区 1,132 25 23 247 139 845 2,411 35.3 28 6 5

葛飾区 628 11 47 122 100 771 1,679 36.9 39 5 5

江戸川区 842 20 44 268 70 822 2,066 29.7 45 7 8

八王子市 1,678 - 102 270 100 1,394 3,544 61.5 37 16 14

立川市 347 - 44 124 30 466 1,011 56.0 11 4 4

武蔵野市 262 10 12 156 20 270 730 49.2 12 2 2

三鷹市 240 - 10 58 42 340 690 35.9 15 4 4

青梅市 237 - 40 18 20 362 677 50.8 16 4 3

府中市 473 - 8 118 10 367 976 37.1 19 6 5

昭島市 130 - - 24 - 346 500 44.6 10 2 2

調布市 475 - 68 109 10 583 1,245 51.9 14 4 4

町田市 983 - 12 198 40 727 1,960 45.2 24 4 3

小金井市 155 20 - 36 - 249 460 36.6 11 3 2

小平市 512 26 - 16 17 435 1,006 51.2 14 8 7

日野市 632 6 6 39 23 281 987 51.9 13 4 4

東村山市 242 - 10 27 15 631 925 61.5 11 2 2

国分寺市 130 6 24 26 - 158 344 26.9 8 2 2

国立市 287 - 20 60 40 105 512 68.1 8 4 4

福生市 105 - - 37 - 113 255 44.5 7 2 2

狛江市 102 - 15 - - 92 209 24.9 3 2 2

東大和市 106 - 30 6 10 268 420 49.9 7 3 3

清瀬市 395 8 - 20 - 211 634 84.4 9 3 3

東久留米市 163 - 51 22 20 335 591 50.8 16 1 1

武蔵村山市 130 - 20 20 - 250 420 58.7 8 2 1

多摩市 222 - - 20 30 369 641 43.4 11 2 2

稲城市 70 - - - 35 160 265 28.9 4 - -

羽村市 79 - - 6 - 145 230 42.2 5 - -

あきる野市 252 - - - 10 80 342 42.7 8 3 3

西東京市 188 - 20 40 - 290 538 26.1 15 6 5

瑞穂町 130 - - 6 - 44 180 55.7 3 2 2

日の出町 270 - - - - 95 365 213.4 3 - -

檜原村 0 - - - - 20 20 101.1 1 - 1

奥多摩町 40 - - - - 20 60 123.4 2 - -

大島町 240 - - - - 30 270 373.9 2 - -

利島村 0 - - - - - - - - - -

新島村 0 - - - - - - - - - -

神津島村 0 - - - - - - - - - -

三宅村 0 - - - - - - - - - -

御蔵島村 0 - - - - - - - - - -

八丈町 23 - - - - 40 63 88.9 1 - -

青ヶ島村 0 - - - - - - - - - -

小笠原村 0 - - - - - - - - - -

都外 2,914 - - - - - 2,914 -

合計 21,180 454 1,245 5,503 1,695 21,763 51,840 37.2 857 206 186

区市町村 定員数

日中活動系サービス 相談支援

事業所数

合計
人口1万人

当たり
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（令和元年度末・速報値）  

 
「各地域におけるサービス提供の状況」（東京都第九期障害者施策推進協議会第 1 回専門部会資料）  

 

  

定員数
（身体）知的 精神 難病 身体 知的

千代田区 5 0.8 12 8 4 - 1.8 -

中央区 6 0.4 51 37 14 - 3.0 1 〇

港区 11 0.4 69 50 19 - 2.6 2 〇 〇

新宿区 16 0.5 101 56 45 - 2.9 2 〇 〇

文京区 12 0.5 79 61 18 - 3.3 1 〇 〇

台東区 12 0.6 90 72 18 - 4.3 1 〇

墨田区 6 0.2 151 129 22 - 5.6 -

江東区 27 0.5 203 163 40 - 3.9 -

品川区 14 0.3 90 63 27 - 2.2 2 〇 〇

目黒区 12 0.4 113 91 16 6 3.9 1 〇

大田区 32 0.4 458 377 81 6.2 2 〇 〇

世田谷区 76 0.8 329 215 114 - 3.5 2 〇 〇

渋谷区 12 0.5 82 45 37 - 3.5 2 〇 〇

中野区 20 0.6 152 104 48 - 4.4 2 〇 〇

杉並区 25 0.4 344 277 67 - 5.9 3 〇 〇

豊島区 18 0.6 224 84 140 - 7.5 2 〇 〇

北区 33 0.9 132 110 22 - 3.7 -

荒川区 14 0.6 153 84 69 - 7.0 -

板橋区 46 0.8 308 218 90 - 5.3 2 〇 〇

練馬区 33 0.4 492 251 241 - 6.6 6 〇 〇

足立区 34 0.5 571 456 115 - 8.4 3 〇 〇

葛飾区 18 0.4 661 605 56 - 14.5 1 〇

江戸川区 27 0.4 459 316 143 - 6.6 2 〇 〇

八王子市 80 1.4 1,075 748 327 - 18.7 9 〇 〇

立川市 16 0.9 220 186 34 - 12.2 1 〇

武蔵野市 3 0.2 144 130 14 - 9.7 1 〇

三鷹市 18 0.9 213 87 126 - 11.1 1 〇

青梅市 60 4.5 282 264 18 - 21.2 4 〇 〇

府中市 43 1.6 217 172 45 - 8.2 1 〇

昭島市 1 0.1 92 73 19 - 8.2 -

調布市 22 0.9 181 99 82 - 7.5 2 〇

町田市 38 0.9 564 449 115 - 13.0 3 〇 〇

小金井市 9 0.7 139 117 22 - 11.1 -

小平市 45 2.3 174 162 12 - 8.9 3 〇 〇

日野市 26 1.4 260 230 30 - 13.7 5 〇 〇

東村山市 33 2.2 102 82 20 - 6.8 2 〇

国分寺市 13 1.0 164 138 26 - 12.8 -

国立市 26 3.5 149 125 24 - 19.8 2 〇

福生市 5 0.9 105 99 6 - 18.3 1 〇

狛江市 4 0.5 51 35 16 - 6.1 -

東大和市 32 3.8 176 164 12 - 20.9 -

清瀬市 38 5.1 109 87 22 - 14.5 4 〇 〇

東久留米市 8 0.7 161 125 36 - 13.8 1 〇

武蔵村山市 39 5.5 88 78 10 - 12.3 1 〇

多摩市 19 1.3 86 70 16 - 5.8 1 〇

稲城市 3 0.3 38 31 7 - 4.1 1 〇

羽村市 12 2.2 68 44 24 - 12.5 1 〇

あきる野市 31 3.9 131 124 7 - 16.4 2 〇 〇

西東京市 14 0.7 276 131 145 - 13.4 1 〇

瑞穂町 22 6.8 43 37 6 - 13.3 1 〇

日の出町 14 8.2 71 58 13 - 41.5 4 〇 〇

檜原村 2 10.1 - - - - - -

奥多摩町 4 8.2 16 16 - - 32.9 1 〇

大島町 6 8.3 24 24 - - 33.2 3 〇

利島村 - - - - - - - -

新島村 - - - - - - - -

神津島村 - - 7 7 - 37.8 -

三宅村 - - - - - - - -

御蔵島村 4 119.4 - - - - - -

八丈町 - - 27 12 15 - 38.1 -

青ヶ島村 - - - - - - - -

合計 1,199 0.9 10,777 8,076 2,695 6 7.7 93 23 42

施設数

主たる対象者

障害者支援施設等

定員数
人口1万人

当たり

人口1万人

当たり

共同生活援助（グループホーム）短期入所

区市町村
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（３）地域生活支援事業の区市町村別実施状況  

（令和元年度） 

 

「各地域におけるサービス提供の状況」（東京都第九期障害者施策推進協議会第 1 回専門部会資料）  

 

基

幹

相

談

支

援

セ

ン

タ
ー

等

機

能

強

化

事

業

住

宅

入

居

等

支

援

事

業

（
居

住

サ

ポ
ー

ト

事

業

）

手

話

通

訳

者

派

遣

事

業

要

約

筆

記

者

派

遣

事

業

機

能

強

化

事

業

（
Ⅰ

型

）

機

能

強

化

事

業

（
Ⅱ

型

）

機

能

強

化

事

業

（
Ⅲ

型

）

基

礎

的

事

業

の

み

千代田区 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

中央区 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

港区 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

新宿区 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

文京区 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

台東区 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

墨田区 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

江東区 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

品川区 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

目黒区 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

大田区 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

世田谷区 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

渋谷区 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

中野区 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

杉並区 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

豊島区 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

北区 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

荒川区 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

板橋区 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

練馬区 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

足立区 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

葛飾区 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

江戸川区 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

八王子市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

立川市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

武蔵野市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

三鷹市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

青梅市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

府中市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

昭島市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

調布市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

町田市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

小金井市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

小平市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

日野市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

東村山市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

国分寺市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

国立市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

福生市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

狛江市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

東大和市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

清瀬市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

東久留米市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

武蔵村山市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

多摩市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

稲城市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

羽村市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

あきる野市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

西東京市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

瑞穂町 〇 〇 〇 〇 〇 〇

日の出町 〇 〇 〇 〇 〇 〇

檜原村 〇 〇 〇 〇

奥多摩町 〇 〇 〇 〇 〇

大島町 〇 〇 〇

利島村 〇 〇

新島村 〇 〇

神津島村 〇 〇 〇 〇

三宅村 〇 〇 〇 〇

御蔵島村 〇 〇

八丈町 〇 〇 〇 〇

青ヶ島村

小笠原村 〇

区市町村数 53 11 38 15 44 3 53 51 61 49 59 48 26 20 2

日

常

生

活

用

具

給

付

等

事

業

手

話

奉

仕

員

養

成

研

修

事

業

移

動

支

援

事

業

地域活動支援センター

区市町村

理

解

促

進

・

啓

発

事

業

自

発

的

活

動

支

援

事

業

相談支援事業

※国庫補助

対象事業分
成

年

後

見

制

度

利

用

支

援

事

業

成

年

後

見

制

度

法

人

後

見

支

援

事

業

意思疎通

支援事業
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 ５．計画策定の背景 

 

 

 

 

2000 2005 ２０１０  ２０１５  ２０２０  ２０２５  

       

       

       

※各計画の期間については年度、その他は年で掲載しています。   

 

 

年  
 

 

国・都・市の施策  

障害者権利条約  

障害者 

基本法 

障害者 
総合支援法 

障害者施策 
に関するその
他の法律・ 
条例 

法律 

・ 

条例 

町田市の 
障がい者施策 

2006/障害者 

権利条約採択 

2014/障害者 
権利条約批准 

2011/障害者基本法改正 

2013/障害者 
総合支援法施行 

2012/障害者虐待防止法施行 

2013/障害者優先調達法施行 

2016/ 
障害者差別解消法施行 
障害者雇用促進法施行 

2018/障害者による文化芸術 
活動の推進に関する法律施行 

2019/ 
読書バリアフリー法施行 

障害者雇用促進法改正 

2020/電話リレーサービス法施行 

３障がい一元化  

2006/障害者 

自立支援法施行 

障害者権利条約の批准に伴う法改正等 

2004/障害者 
  基本法改正 

2011/町田市 
地域福祉計画 
（第２次）策定 

2002/町田市精神障がい者地域生活支援センター開所 

2003/障害者の「害」を「がい」に改める  

2006/町田市 
地域福祉計画 

策定 

■町田市障がい者計画 

1998～2003  2004～ 2006～2010   2011～2015  2016～2020 
第１次計画 第２次 第３次計画 第４次計画 第５次計画 

■町田市障がい福祉事業計画 

2006～  2009～  2012～  2015～  2018～  
第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 

■町田市障がい者 

福祉計画21-26 

2021～  
第６期  

2016/町田市 
地域福祉計画 
（第３次）策定 

2021/バリアフリー法改正施行 

1993/町田市福祉のまちづくり総合推進条例制定  

1997/わさびだ療育園開所  

 ■町田市子ども発達支援計画 

  

  
2018～ 2021～ 
第１期 第2期 

2021～2026 
第６次計画 

2018/東京都障害者への理解促進 
及び差別解消の推進に関する条例施行 
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 ６．計画の検討経過 

 

 

 

 

 

２０１９年度  第４回 町田市障がい者施策推進協議会  

開催日 ２０２０年１月２１日（火）  

議 題 計画策定に関わる諮問  

２０２０年度  第１回 障がい者計画部会（書面会議）  

開催日 ２０２０年４月１０日（金）  

議 題 計画の構成、基本理念、施策の柱等の検討  

※５月１１日（月）に代表者会議を開催し書面会議結果を総括  

第１回 町田市障がい者施策推進協議会（書面会議）  

開催日 ２０２０年４月２４日（金）  

議 題 計画の構成、基本理念、施策の柱等の検討  

※５月２１日（木）に代表者会議を開催し書面会議結果を総括  

第２回 障がい者計画部会（書面会議）  

開催日 ２０２０年５月２１日（木）  

議 題 分野別の課題と施策等の検討  

※６月２日（火）に代表者会議を開催し書面会議結果を総括  

第１回 障がい者計画部会 作業部会  

開催日 ２０２０年６月５日（金）  

議 題 サービス提供実績の振り返り、国の基本指針の確認  

第２回 障がい者計画部会 作業部会  

開催日 ２０２０年７月７日（火）  

議 題 国の指針と町田市の考え方の整理、サービス見込量の検討  

第３回 障がい者計画部会 

開催日 ２０２０年７月１６日（木）  

議 題 基本理念、施策の柱、分野別の課題と施策の検討  

第２回 町田市障がい者施策推進協議会  

開催日 ２０２０年７月２７日（月）  

議 題 分野別の課題と施策の検討  

第３回 障がい者計画部会 作業部会  

開催日 ２０２０年８月４日（火）  

議 題 国の指針と町田市の考え方、サービス見込量の検討  

第４回 障がい者計画部会 

開催日 ２０２０年８月１９日（水）  

議 題 分野別の課題と施策の検討  
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２０２０年度  第３回 町田市障がい者施策推進協議会  

開催日 ２０２０年８月２０日（木）  

議 題 分野別の課題と施策、国の指針と町田市の考え方、サービ  

ス見込量の検討  

第５回 障がい者計画部会 

開催日 ２０２０年９月２３日（水）  

議 題 分野別の課題と施策、パブリックコメント用素案の検討  

第４回 町田市障がい者施策推進協議会  

開催日 ２０２０年１０月２３日（金）  

議 題 パブリックコメント用素案の検討  

パブリックコメント実施  

募集期間 ２０２０年１１月１０日（火）～１２月９日（水）  

募集方法 郵送、メール、ＦＡＸ、持参  

資料の閲覧・配布場所  

障がい福祉課、市政情報課、広聴課男女平等推進センター（市民フ

ォーラム 3 階）、生涯学習センター、各市民センター、木曽山崎連

絡所、玉川学園駅前連絡所、町田駅前連絡所、鶴川駅前連絡所、南

町田駅前連絡所、各市立図書館、町田市民文学館、町田市子ども発

達センター、ひかり療育園、各障がい者支援センター  

 ※町田市ＨＰにも資料を掲載  

第６回 障がい者計画部会 

開催日 ２０２１年１月１３日（水）  

議 題 答申原案の検討 

第５回 町田市障がい者施策推進協議会  

開催日 ２０２１年１月２８日（木）  

議 題 答申原案の検討・承認  
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 ７．計画の検討体制 

 

 

 

 

（１）町田市障がい者施策推進協議会  委員名簿  

（敬称
けいしょう

略
りゃく

） 

区分
く ぶ ん

 氏名
し め い

 所属名
しょぞくめい

（委員
い い ん

就任
しゅうにん

時
じ

） 

会長
かいちょう

 岩崎
いわさき

 晋也
し ん や

 法政
ほうせい

大学
だいがく

 

職務
しょくむ

代理
だ い り

 
井上
いのうえ

 光晴
みつはる

 元名
も と な

社会
しゃかい

福祉士
ふ く し し

事務所
じ む し ょ

 

委員
い い ん

 佐藤
さ と う

 繭
まゆ

美
み

 法政
ほうせい

大学
だいがく

 

委員
い い ん

 谷内
たにうち

 孝行
たかゆき

 桜美林
お う び り ん

大学
だいがく

 

委員
い い ん

 中川
なかがわ

 種
たね

栄
ひで

 町田市
ま ち だ し

医師会
い し か い

 

委員
い い ん

 松
まつ

﨑
ざき

 重憲
しげのり

 町田市
ま ち だ し

歯科
し か

医師会
い し か い

 

委員
い い ん

 小野
お の

 浩
ひろし

 まち
  

されん
   

 

委員
い い ん

 森
もり

 公男
き み お

 町田市
ま ち だ し

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

施設
し せ つ

等
とう

連絡会
れんらくかい

 

委員
い い ん

 馬場
ば ば

 昭乃
あ き の

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 町田市
ま ち だ し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

委員
い い ん

 藤谷
ふじたに

 修
しゅう

平
へい

 南
みなみ

地
ち

域
いき

障
しょう

がい
 

者
しゃ

支援
し え ん

センター
 

 

委員
い い ん

 青山
あおやま

 信
のぶ

幸
ゆき

 町田市
ま ち だ し

障
しょう

がい
 

者
しゃ

就労
しゅうろう

・
 

生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
 

 Let's 

委員
い い ん

 堤
つつみ

 愛子
あ い こ

 
特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

 町田
ま ち だ

ヒューマンネットワーク
 

 

まち
 

だ
 

在宅障
ざいたくしょう

がい
 

者
しゃ

 チェーン
 

の
 

会
かい

 

委員
い い ん

 風間
か ざ ま

 博
ひろ

明
あき

 町田市
ま ち だ し

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

協会
きょうかい

 

委員
い い ん

 浅野
あ さ の

 直樹
な お き

 町田市
ま ち だ し

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

協会
きょうかい

 

委員
い い ん

 赤松
あかまつ

 正美
ま さ み

 町田市
ま ち だ し

障
しょう

がい
 

児
じ

・
 

者
しゃ

「
 

親
おや

の
 

会
かい

」連絡会
れんらくかい

 

委員
い い ん

 坂本
さかもと

 宣
のぶ

宏
ひろ

 特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

 町田市
ま ち だ し

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

さる
 

びあ
 

会
かい

 

委員
い い ん

 町野
ま ち の

 眞
ま

里子
り こ

 町田市
ま ち だ し

民生
みんせい

委員
い い ん

児童
じ ど う

委員協
いいんきょう

議会
ぎ か い

 

委員
い い ん

 鈴木
す ず き

 悟
さとる

 町田
ま ち だ

商工
しょうこう

会議所
か い ぎ し ょ

 

委員
い い ん

 森山
もりやま

 知也
と も や

 東京
とうきょう

都立
と り つ

町田
ま ち だ

の
 

丘
おか

学園
がくえん

 

委員
い い ん

 降幡
ふりはた

 勇一
ゆういち

 町田
ま ち だ

公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ
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（２）町田市障がい者施策推進協議会  障がい者計画部会 委員名簿  

（敬 称
けいしょう

略
りゃく

） 

区分
く ぶ ん

 氏名
し め い

 所属名
しょぞくめい

（委員
い い ん

就任
しゅうにん

時
じ

） 

部
ぶ

会長
かいちょう

 ※ 小野
お の

 浩
ひろし

 
町田市
ま ち だ し

障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

 

（まちされん）  

職務
しょくむ

代理
だ い り

 ※ 森山
もりやま

 知也
と も や

 
町田市
ま ち だ し

障
しょう

がい
 

者
しゃ

施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

 

（東京
とうきょう

都立
と り つ

町田
ま ち だ

の
 

丘
おか

学園
がくえん

） 

委員
い い ん

 ※ 李
い

 幸
へん

宏
ぐえん

 まちだ
 

在宅障
ざいたくしょう

がい
 

者
しゃ

「
  

チェーン
 

の
 

会
かい

」
 

 

委員
い い ん

 ※ 市村
いちむら

 善明
よしあき

 特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

 インクルネット
 

町田
ま ち だ

 

委員
い い ん

 ※ 風間
か ざ ま

 博
ひろ

明
あき

 
町田市
ま ち だ し

障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

 

（町田市
ま ち だ し

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

協会
きょうかい

）  

委員
い い ん

 ※ 後藤
ご と う

 美紀子
み き こ

 
知的
ち て き

・
 

発達障
はったつしょう

がい
 

児
じ

・
 

者
しゃ

と
 

ともに
 

育
そだ

つ
 

会
かい

 

ひこ
 

うせん
 

 

委員
い い ん

 ※ 永田
な が た

 隆
たかし

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 町田市
ま ち だ し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

委員
い い ん

 ※ 玉木
た ま き

 浩人
ひ ろ と

 町田市
ま ち だ し

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

協会
きょうかい

 

委員
い い ん

  稲村
いなむら

 宏美
ひ ろ み

 とびたつ
 

会
かい

 

委員
い い ん

 ※ 清水
し み ず

 謙一
けんいち

 町田市
ま ち だ し

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

施設
し せ つ

等
とう

連絡会
れんらくかい

 

委員
い い ん

 ※ 宮島
みやじま

 美
み

彩
さ

 宮島
みやじま

法律
ほうりつ

事務所
じ む し ょ

 

委員
い い ん

  三輪
み わ

 洋一
よういち

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 コメット
 

 原町田
は ら ま ち だ

スクエア
 

 

※：作業部
さぎょうぶ

会員
かいいん

を兼務
け ん む

 

 

  



   

112 

 

 

 

 



資料４ 
 

 

コラム掲載ページ一覧 

 

・障がい者青年学級利用者の声・・・・・・・・・・・・・・・・19 

・日中サービス支援型グループホームについて・・・・・・・・25 

・就労の支援機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 

・地域活動支援センター まちプラ・・・・・・・・・・・・・35 

・育児支援のとりくみについて・・・・・・・・・・・・・・・44 

・障がい者歯科診療所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 

・災害時の避難について・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 

・犯罪や事故・トラブル被害の相談先・・・・・・・・・・・・56 

・障がい者差別の事例と望ましい配慮や対応・相談窓口・・・・61 

・災害時等障がい者支援用バンダナ・ヘルプカード・・・・・・68 

・地域生活支援拠点等について・・・・・・・・・・・・・・・73 



資料５

NO 分野 意見概要 対応状況 資料 対応/関連ページ 発言者

1 全体
市の考えは、どの部署からの回答か、担当部署を示し
た方が良い。

パブリックコメントは市としての考えをお示
しすることになっているため、個別の担当
部署の記載はいたしません。
なお、計画第2章　分野別の課題と施策に
ついては、担当部署を記載し、計画の推進
にあたっては全庁的に取り組んでまいりま
す。

パブコメ
実施結果

全体
小野部会
長

2 ＮＯ4

「ご意見をうかがう機会を設けるよう努める」というだけ
では回答が具体性に欠けている。「３年後もパブリックコ
メントを実施する」といった具体的な内容を示すことはで
きないか。

ご指摘を踏まえ、「努めます」の文言を削
除し「設けます」といたしました。市民のご
意見を伺う手続きとしましては、パブリック
コメントの他、公聴会等も想定されるため、
次の計画を策定する際に検討することとな
ります。

パブコメ
実施結果

ｐ５ 宮島委員

3 ＮＯ10

「定員を増やす施策」に対応して「ＳＮＳなどの利用」が
示されているが、まず定員増員の必要性をしっかりと伝
えることが必要ではないか。そのために「多くの方に障
がいのある人の学びの大切さを伝える」という流れとす
べき。

ご指摘を踏まえ文言を修正しました。

【修正後】
２０１９年度、２０２０年度ともに、希望者全
員が参加しています。定員増のために、青
年学級を支える支援者確保に向け、
Twitter、YouTube、大学への出前講座、教
育実習生の受け入れ、市民に向けたコン
サート活動などを通して多くの方に障がい
のある人の学びの大切さを伝えていきま
す。

パブコメ
実施結果

ｐ7 宮島委員

4 ＮＯ19
意見の切実さに対して回答が不十分。重点にもなってい
るところなのでより具体性のある回答をすべき。

ご指摘をふまえ回答を修正しました。
【修正後】親なき後も住み慣れた町田市で
暮らし続けられるように、重点施策３・５に
記載のとおり、地域生活支援拠点等の整
備や重い障がいがある人の利用できるグ
ループホームのあり方の検討等にとりくみ
ます。
計画の推進にあたっては、いただいたご意
見をふまえ、施策にとりくんでまいります。

パブコメ
実施結果

ｐ10
小野部会
長

5 ＮＯ33

タクシー券の要望については協会を通じて会員から多く
の意見を提出させていただいた。このように結果が残る
形で意見提出したことは初めてであり、意義のあること
だった。今期は無理としても、この結果をきちんと公表
し、2024年度以降の後期計画においてはぜひ重点とし
て実施してほしい。

ご意見として承り、計画推進の際の参考に
させていただきます。

パブコメ
実施結
果・素案

パブコメｐ
13/素案ｐ

21,22
風間委員

6 ＮＯ34
回答には「体制を整備するものです」とあるが、ここまで
言い切って大丈夫か。整備までするのか。

ご指摘をふまえ、回答を「～体制について
検討してまいります。」に修正しました。 パブコメ

実施結果
ｐ13

小野部会
長

7 ＮＯ37
回答はこれで十分だろうか。№4０や№41と同様の意向
の意見と捉えて、それらと同レベルの回答が求められ
る。

パブコメ
実施結果

ｐ14
小野部会
長

8 ＮＯ37

重度の利用控え、利用できない状態にあるのは事実。
今までの実績ベースではニーズを拾い切れていない
が、隠れたニーズ、潜在ニーズがあることを踏まえたう
えで反映の取り組みをしていることを示すことが大事
だ。

パブコメ
実施結果

ｐ14 李委員

9 ＮＯ38
ＮＯ38 「利用したくてもできない人がいる」という意見に
対する回答としては、現状はどうなのか、空きはある・な
いなど、より具体的な実際のところを示すべき。

ご指摘をふまえ、「現時点では、利用者す
べてのニーズに応えられていない状況が
あることを認識しております。」を回答に追
記しました。

パブコメ
実施結果

ｐ15 森山委員

10 ＮＯ41

回答はもう少し踏み込んだ内容とする必要があるので
はないか。「2016年作成の基準」自体が不十分という意
見なので。これも隠れたニーズ、潜在ニーズがあること
を踏まえたうえで、基準の見直しも視野に入れた回答が
必要。

ご指摘をふまえ、「同基準については、そ
の後も市内事業所や障がい当事者と毎年
意見交換会を行っておりますので、いただ
いたご意見等は、今後の検討の参考とさ
せていただきます。」を回答に追記しまし
た。

パブコメ
実施結果

ｐ15
小野部会
長

　パブリックコメント実施結果・答申素案についての障がい者計画部会からの
意見一覧と対応状況（１月13日開催　2020年度第6回障がい者計画部会）

回答に記載のとおり、ヘルパーの人手不
足等を背景とし、利用時間が実際のニー
ズより少なく抑えられてしまっているという
指摘については市としても認識しておりま
す。
ご指摘をふまえ、隠れたニーズの把握に
ついて、「計画の推進にあたっては、より丁
寧なニーズの把握につとめてまいりま
す。」に記載を変更しました。
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11 ＮＯ42 市回答の文末が重複しているので内容の調整を。

ご指摘のとおり修正しました。
パブコメ

実施結果
ｐ16 後藤委員

12 ＮＯ43

いくつか出てくるが、回答の中の「開設勧奨」という表記
はこれでいいだろうか。実施自治体の責任として「勧奨」
ではになく、他の箇所で表記している「推進」や「促進」を
用いて、ここはむしろ「促進」というべきではないか。（Ｎ
Ｏ48も同様）

ご指摘のとおり、「促進」に文言を修正しま
した。また、素案のｐ45重点事業11で記載
していた「勧奨」の文言を「促進」に修正し
ました。

パブコメ
実施結果

ｐ16
小野部会
長

13 ＮＯ61 市回答の文末が重複しているので削除・修正を。

ご指摘のとおり修正しました。
パブコメ

実施結果
ｐ23 後藤委員

14 ＮＯ70 誤字修正：「医療的ケア」が正しい。

ご指摘のとおり修正しました。
パブコメ

実施結果
ｐ25

小野部会
長

15 ＮＯ72 誤字修正：意見部分の出だし「障」が正しい。

ご指摘のとおり修正しました。
パブコメ

実施結果
ｐ26 宮島委員

16 ＮＯ73

意見内容がよくわからないが、日中レスパイト、在宅レ
スパイトとなっている。市の回答としては「日中一時支援
として検討」ということならばそれがわかるようにしてほ
しい。(都の包括補助事業の「在宅レスパイト事業」が想
定されるならば、そのように理解できるように記載し、町
田市の考えを示すべき。

パブコメ
実施結果

ｐ26
小野部会
長

17 ＮＯ73
「在宅レスパイトはできないのか」という意見に対する市
の回答が必要だ。他の市区ではやっているところはあ
る。

パブコメ
実施結果

ｐ26 森山委員

18 ＮＯ86 回答内容がよくわからない。

他の機関や民間の施設に、市が手話通訳
者を設置することはできないため、市のと
りくみとしては設置の要請を行うことを掲げ
ています。回答内容を「①手話通訳者の設
置などの合理的配慮は各事業者が行うこ
ととなっており、市が設置することはできま
せん。現在、市では、警察・裁判所・学校・
病院といった人権や生命に関わる機関に
設置を要請していますが、本計画期間で
はこれらの機関に加え、金融機関や商業
施設などにも範囲を広げ設置要請をおこ
ないます。なお、素案の内容を分かりやす
くするため、事業概要と目標値の文章を修
正いたします。」に修正しました。これに合
わせ、素案51ページの重点施策13の記載
も修正しています。

パブコメ
実施結
果・素案

ｐ30
小野部会
長

19 ＮＯ87
テレビ電話については「研究していく」というのでは遅
い、早急に検討すべき事項だ。

「日常生活用具の品目の見直しについて
は、近隣区市町村の状況等を注視しなが
ら検討してまいります。」に修正しました。

パブコメ
実施結果

ｐ30
小野部会
長

20 ＮＯ96

災害時避難支援としては確かに要支援者名簿の作成と
共有だろうが、実際には町内会や自治会で対応可能な
のだろうか、高齢化は進んでおり自分たちを守ることで
手一杯なのではないか。
この部分の担当は防災課か。

町内会や自治会では、自主防災組織とし
て地域防災の活動にとりくんでいる実情が
あります。町内会・自治会そのものが役割
を担っている場合と、町内会・自治会の中
に複数の自主防災組織が活動している場
合があります。
地域の避難訓練や避難施設関係者の連
絡会にて災害に備えているほか、市では
自主防災組織の役員育成の講習会、マ
ニュアルの周知などを実施しています。ま
た、災害時はボランティアの町田市消防団
員も各地域で支援をおこないます。上記と
りくみの担当は防災課、避難行動要支援
者名簿については福祉総務課が担当と
なっています。
平常時から地域と関係をもち、避難時に支
援が必要であることを周りに知ってもらう
大切さについて、今後も周知に努めていき
ます。

パブコメ
実施結果

ｐ33
小野部会
長

21 ＮＯ112
回答には「在籍している」というだけでなく、教育委員会
での在籍が何人、雇用率の達成状況といった具体的な
ことまで示した方が良い。

ご指摘を踏まえ教育委員会の雇用率と達
成状況を明記いたしました。 当日配布

資料１
- 森山委員

22 資料編

ｐ93の「特別支援学校（高等部）卒業見込み数」だが、１
行目「特別支援学校（高等部）の進学先としては」→「特
別支援学校（高等部）への進学先としては」とした方が
正しい。（「へ」を追加）

ご指摘のとおり修正しました。

素案 ｐ93 森山委員

23

理解・協
働のこ

と

ろう者の第一言語は手話であることについて理解を広
げてほしい。

理解・協働の分野における障がい理解の
普及啓発とりくみをすすめる際に参考にさ
せていただきます。 素案 P66 玉木委員

ご指摘をふまえ、「ご指摘の『重症心身障
がい児（者）等在宅レスパイト事業』につい
ては、東京都や他市の状況を研究してま
いります。
いただいたご意見は、施策に取り組む際
の参考とさせていただきます。」に記載を
修正しました。
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24 NO37

実態調査ではサービス未利用者のうち、44.6％の人が
障害福祉サービスが必要と感じながらまだ使っていな
かったということも今後の見込み量の増加の根拠として
考えたい。

ご指摘いただいた、「サービス未利用者の
うち、支援が必要と感じる困り事がある」と
答えた人が44.6%いること（2019年度実施
調査）については、市としても受け止めて
います。一方で、同調査でのサービスの利
用意向については「障害福祉サービスのこ
とを知らない、分からない」が35.6%と、「利
用したいと思わない」36.4%の次に多い結
果となりました。市としては、まず、これら
の人がサービスを必要としたときに支援を
受けられるよう、サービスについて周知し
ていく必要があると考えています。
これらの調査結果を根拠として見込み量を
増加させることについては、どのくらいの
増加を見込めばいいのかなど、算定が難
しい面があるかと考えております。見込み
量については、Ｎｏ.37回答のとおり利用実
績の伸び率や将来的な利用人数の増加も
加味して検討しています。

パブコメ
実施結果

P14 李委員

25 ＮＯ40

「社会参加の外出と通院の外出は身体機能の維持のた
め」なので、それは分けて算定すべき」という基準の見
直し意見は、正当な意見なので、基準のあり方として具
体的に回答すべき

ご指摘をふまえ、回答を「町田市の重度訪
問介護の支給基準については、市内事業
所や障がい当事者と協力して検討会を開
催し、２０１６年に作成いたしました。同基
準については、その後も市内事業所や障
がい当事者と毎年意見交換会を行ってお
りますので、いただいたご意見等は、今後
の検討の参考とさせていただきます。」に
修正しました。

小野部会
長

26
基本目

標

実態調査という文言が最初に登場するところの近くに調
査の説明がないと分かりづらい。

ご指摘を踏まえ、最初に実態調査の文言
が使われている部分に注釈を追加しまし
た。

素案 P6 宮島委員

27

学び、
文化芸
術、ス
ポーツ
活動の

スポーツ・レクリエーション教室開催等の見込量の2020
年度実績値が１事業となっているが、０事業ではない
か。

ご指摘のとおり2020年度はコロナウイルス
感染症の影響ですべての事業が中止とな
りましたので、2020年度実績値及び注釈
の記載を修正しました。

素案 P18 宮島委員

28
暮らす
こと

P23 主なとりくみ２点目「高齢化や障がいの重度化に対
応する～…（略）、真に町田市のニーズにあった事業所
の整備を進めます」について、「町田市のニーズ」ではな
く「利用者のニーズ」のほうが良い。

日中サービス支援型ＧＨは、開設前に区
市町村の会議等で評価を受ける必要があ
ります。町田市としては、利用者のニーズ
に加え、町田市の求める、障がいの重度
化・高齢化に対応したＧＨのみ開設を認め
る方針です。ご指摘をふまえ、「利用者の
ニーズなど、町田市の実情に応じた事業
所の整備を進めます。」に修正しました。

素案 ｐ23 宮島委員

29
暮らす
こと

重点施策４「精神障がいがある人に対して～…（略）、必
要なサービスの周知を行うとともに…」とあるが、「必要
なサービスの周知を行う」ことが重点の事業概要に入っ
ていない。

「必要なサービスの周知・・・」という部分に
ついては、サービスを現在使っていなくて
もニーズがある人、サービスを使ったほう
が暮らしやすくなる人に対して周知を行う
という意図で入れたものとなります。サービ
スの情報提供については重点施策15でと
りくむため、文章を
「・ 地域で生活するために必要なサービス
の周知をおこないます。（⇒重点施策１
５）」
・ 保健所及び市内精神科病院、障がい者
支援センター等との定期的な連携をはかり
ます。（⇒重点施策４）」
に分けました。

素案 ｐ24 宮島委員

30
日中活
動・働く

こと

現状と課題【日中活動・就労系の障害福祉サービス】２
つ目の・文章３行目に誤字あり「希望どおりにに」

ご指摘をうけ修正しました。

素案 ｐ28 宮島委員

31
保健・医
療のこ

と

現状と課題
【医療機関の障がい理解と合理的配慮】について文章
が長すぎてわかりづらいため、整理するべき。

ご指摘を踏まえ該当部分の文言を整理し
ました。

素案 P46 宮島委員

32

生活環
境と安

全・安心
のこと

主なとりくみの【防災対策】３つ目の・文章の２行目「避難
支援の対策をはかる」の意味がよくわからない。主語は
防災課なのか地域の人なのか。

対策をはかることは市が実施するとりくみ
ですが、記載が分かりづらいため素案を修
正しました。 素案 ｐ55 宮島委員

以下、会議後に提出された意見



資料５

NO 分野 意見概要 対応状況 資料 対応/関連ページ 発言者

33

生活環
境と安

全・安心
のこと

主なとりくみの【防災対策】４つ目の・「災害にそなえた対
策」の意味がよくわからない。障がい者自身が準備をす
るという意味か。

自宅に準備しておくものや日頃から備えて
おくことなど、障がいがある人を含み、自
身で行う対策です。ご指摘をうけ、素案の
文章を「障がいがある人や周りの人が日
頃から災害にそなえた対策がとれるよう、
普及啓発にとりくみます。」に修正しまし
た。

素案 ｐ55 宮島委員

34

生活環
境と安

全・安心
のこと

重点施策16の事業概要について。６行目の「一般の」と
いう言葉は必要か。

この事業は、地域の学校など一般の避難
施設が対象です。二次避難施設（福祉避
難所）の事業と混同しないために「一般の」
を記載しています。

素案 ｐ56 宮島委員

35

生活環
境と安

全・安心
のこと

コラムの４つ目の・「男性への暴力」は「パートナーへの
暴力」ではないか。

男女で性別を限定せず「パートナーへの暴
力」とし、男性相談用窓口ではなく配偶者
等暴力被害相談の代表的な連絡先に修
正しました。

素案 ｐ56 宮島委員

36

差別を
なくすこ
と・権利
を守るこ

と

①現状と課題のところにある町田市市民意識調査に関
する注釈を【障がい者差別の解消】と【権利を守ること】
の間に移動するべき。

②主なとりくみ【権利を守ること】の２ポチ目「福祉サービ
スを利用する・・・引き続き対応していきます。」のところ
を「・・・引き続きていねいに対応していきます。」に修正
してほしい。

①、②ともにご指摘のとおり修正いたしま
した。

素案 P57、59 宮島委員

37

国の指
針と町
田市の
考え方

コラムの図が見にくい ご指摘をふまえ、レイアウトを調整してまい
ります。（対応中）

素案 ｐ73 宮島委員

38 全体

コラムのタイトルの文字を大きくして太字にすべき。
また、画像で貼り付けている箇所など不明瞭な個所が
見受けられるので修正すべき。

ご指摘を踏まえ修正いたしました。

素案

P19,25,34
,35,44,48,
54,56,61,6

8,73

宮島委員
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【意見記入用紙（書面参加用）】 

 １月２８日（木）開催の第 5回障がい者施策推進協議会について、書面で参加される方用の意

見の記入用紙です。意見の提出をもって出席扱いとします。当日、オンライン会議に参加いただ

く方はお送りいただく必要はありません。会議の場でご意見をお話しください。 

 

 ２０２１年１月２８日（木）午前１０時までに、メール［fukushi030@city.machida.tokyo.jp］ま

たはＦＡＸ［050-3101-1653］にてご回答ください。 

 

お名前 
 

 

 

【１】報告事項 

（１）パブリックコメント実施結果の報告（資料１） 

 この資料はまだ内容が確定していないため、部外秘でお願いいたします。２月以降に町田市ホーム

ページや各センター等で公表いたします。 

 素案に反映した意見については【】で素案の掲載ページを記載しています。 

 

 ご質問や確認したいことがありましたらご記載ください。 

【ご質問・確認したいこと】 

 

 

 

（２）今後のスケジュールについて（資料２） 

ご質問や確認したいことがありましたらご記載ください。 

【ご質問・確認したいこと】 

 

 

 

 

（３）計画冊子の種類・計画タイトルについて（資料３） 

障がい者計画部会で検討した結果、町田市の他の計画との整合性などから、「町田市障がい者プラン２

１－２６」が良いのではないかという意見になりました。 

ご質問や確認したいことがありましたらご記載ください。 

【ご質問・確認したいこと】 

 

 

 

裏面に続く 



障がい福祉課 後藤・福永・安次冨 宛て                     資料６ 

 

【２】議事 

次期計画 答申素案について （資料４、資料５） 

資料４ 答申素案は、パブリックコメントでの提出意見や、１月１３日の計画部会での意見を反映

したものとなっていす。また、素案には巻末資料も追加しています。 

資料５は１月１３日の計画部会で出された意見とその対応状況になります。 

【ご意見】（例：パブリックコメント No.33について、タクシー券について多くの意見が出ているので、今

回、素案に反映したことは評価する。 など） 

 

 

 

【３】確認事項 答申素案の修正について 

本日の協議会でのご意見をふまえ、市長に答申する素案の修正を行います。 

素案の最終的な確認は岩崎会長・小野部会長 一任とさせていただきます。 

このことについて、 

賛 成  ・  反 対 

（どちらかに○） 
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NO 項目 意見概要 資料 対応/関連ページ 発言者

1

（２）今後
のスケ

ジュール
について

資料２についての意見ではないが、これだけの医療・保健・福祉の分野が変わってきている時代、毎年の
見直しと３年に一度の市民の皆様の意見をうかがう機会を設ける 資料２ - 坂本委員

2

（３）計画
冊子の種
類・計画
タイトル
について

タイトルはこれでいいと思う。 資料３ - 松﨑委員

3

（３）計画
冊子の種
類・計画
タイトル
について

医療・保健の分野が入っていないと障がい者全体のプランにはならない。町田市障がい者福祉プラン21-
26が妥当ではないでしょうか。 資料３ - 坂本委員

NO 分野 意見概要 資料 対応/関連ページ 発言者

1 No28

28への回答「市の考え方」の「現行の制度では設置ができません」という記述が気になりました。「市として
もこのコメントに賛同する、制度が変わればやります」という意味ですか、と突っ込みたくなります。
一部の地域では、福祉法の垣根を外したこのような取り組みを民間事業者が行い、またそれを自治体が
支援している、という話を聞いたことがありますが、課題もいろいろあるようです。もう少し丁寧な検討が必
要でしょう。

資料1
パブコ
メ実施
結果

p12
井上委員

Ｎｏ54
市の考え方について、以下のコメントの追加の意見
支援に繋がっていないひとが就労の機会を求めハローワークの窓口を利用する場合もあることから、日頃
からハローワークと連携しながら支援を行っている。

資料１
パブコ
メ実施
結果

ｐ20 降幡委員

No55

市の考え方について、以下のコメントの追加の意見
障がい者の就労に関しては、他機関（ハローワーク、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、東
京しごと財団）が相談窓口となり、求人開拓ｋら職場定着支援まで事業所へ専門的な支援を行っており、情
報提供等で連携を図っている。

資料１
パブコ
メ実施
結果

p20 降幡委員

2 -
「この計画が、特に実態調査と、パブコメ等を通して当事者・市民との協働作業のなかで作り上げられてき
たこと」が、謝意含めて答申なり計画策定の際の市長挨拶なりに書かれることが望まれます。

資料４
答申素

案
- 井上委員

3 全体 公共職業安定所は愛称での表記をお願いします（公共職業安定所→ハローワーク）

資料1
パブコメ
実施結
果、資
料４答
申素案

全体 降幡委員

4
基本理

念

（修正案）
基本視点（３）さまざまな障がいや個別の状況に配慮する
「障がいがある人といっても状況はさまざまです。（段落変え）
とくに障がいがある女性については・・・必要性があります。そこで・・・性別、年齢、国籍、生活の実態など
の他、肢体、聴覚、視覚、精神などの障がいならびに発達障がい、難病、高次機能障がいに加えて、それ
らの障がいをあわせもついわゆる重複障がいなど個別の状況にも十分留意して、施策を検討・実施してい
きます。」
(理由)
文言の修正をした結果、全体の構成が、例えば上の段落「女性であることによって」、とかかれ、下の段落
でも「性別」という一見重なる項が気になります。また「重複障がい」が視聴覚の障がいに限定されて理解さ
れかねない観があります。

資料４
答申素

案
p5 井上委員

【２】議事　パブリックコメント実施結果・答申素案について

書面による提出意見一覧（障がい者施策推進協議会）

【１】報告事項について

1
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NO 分野 意見概要 資料 対応/関連ページ 発言者

5

学び、
文化芸
術、ス
ポーツ
活動の

こと

市立図書館では、視覚障がい等のために「通常の」・・・という表現があるが、「通常」は不要。
(理由)
印刷文字による読書が「通常である」という価値観の表明になってしまっています。

資料４
答申素

案
p16 井上委員

6
暮らす
こと

（修正案）
「タクシー券支給についての要望が多く寄せられており、また車いすでも容易に利用できるタクシーの整備
も求められていることから・・・障がい者手帳のカード化にともなう多機能化の進展もふまえて・・・事業者と
ともにあり方を検討します。」

なおここに「合理的配慮」についての言及があり、お気持ちはわかりますが、このままだと意味が通じにくい
ので、ここでどうしても書くのであれば上記に補足して「合理的配慮の理念に基づいて事業者とともに.・・・」
または「合理的配慮の実現という視点から事業者とともに・・・ 」でしようか。
(理由)
一読してわかりにくく文言整理の必要がある。またタクシー事業者との調整は欠かせない。

資料４
答申素

案
p22 井上委員

7
暮らす
こと

重点施策４に精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築に向けた保健・医療・福祉関係者による
協議の場の設置が出きて良かった。
地域包括ケアシステムには１１の事業体があるので、この３年の間に出来る事業展開をお願いしたい。
又、国の基本指針には「発達障害者当支援の一層の充実」が有るのでその取組みもお願いしたい。

資料４
答申素

案
22 坂本委員

8
日中活
動・働く

こと

（修正案）
四番目の・「2021年から…取り組みをすすめます。」を上から二番目に移した上で下記のように修正する。
「2021年度から開始する「町田市・・・計画」に基づき、まず法定雇用率を上回る雇用の達成を目指します。
その際知的障がいや精神障がいがある人などの雇用の拡充に配慮します。
また職場の環境づくり、障がい理解や相談体制の充実等をはかります。」

なおこの項については、パブコメp37の112において町田市装育委員会について触れられています。これに
ついて計画のp29最上段の・で、あわせて表記することが望まれます。
(理由)
まず町田市の現況や姿勢を示した上で、市民、事業者の理解を得るのでしょう。

資料４
答申素案

p31 井上委員

9 コラム

歯科医師会では、ホームページ上で、会員の診療所が障がい者の診療を行ってるかどうか掲載しておりま
す。ただ、障がい者も診療可能となっていても、障がいの程度によっては、診療できない場合があります。
（バリアフリー化していない場合など）重度の身体的・精神的に疾患のある患者さんに対しては、コラムで載
せていただいた、障がい者歯科診療所を活用していただくことになります。歯科医師会とすれば、いろいろ
な媒体で、この障がい者歯科診療所を宣伝していきたいと思っています。

資料５
答申素案

p48 松﨑委員

2
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